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団体傷害総合保険・各種オプション・ゴルファー保険は、県庁生協ホームページまたは加入依頼書のご提出でご加入・変更ができます。
県庁生協ホームページ　http://www.chibakenseikyo.or.jp/

（SJNK17-03863　2017.6.19）
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〒 ２６０-0855　千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁南庁舎9階

団体傷害総合保険
団体割引20％
優良割引25％

公務員賠償責任保険
県庁生協専用保険料

※新・団体医療保険、公務員賠償責任保険は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社単独のお引受けとなります。

加入依頼書提出先：千葉県庁生活協同組合 保険事業課
申込締切日：平成29年7月25日（火） 生協必着
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●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とのご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。

□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
　【補償重複についての注意事項】
　補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故
　については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があ
　ります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に
　必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。

□補償の内容（保険金種類）、セットされる特約　　□保険金額　　□保険期間
□保険料、保険料支払方法　　□満期返れい金・契約者配当金がないこと

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。

2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
　「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

3.お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

【傷害総合保険、新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険にご加入の方のみご確認ください】

□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】

□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の
　場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。

【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットしたプランにご加入になる場合のみ』ご確認ください】

【傷害総合保険にご加入になる方のみご確認ください】

□団体長期障害所得補償保険における保険金額（支払基礎所得額）は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内と
　なっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。

【団体長期障害所得補償保険にご加入になる方のみご確認ください】

【注意事項】

職種級別
Ａ級

Ｂ級

職業・職種
下記以外

木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。） 、採鉱・採石作業者、
自動車運転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者 

※１　オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。） 、
モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。

※２　プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も
高い保険金額となります。

本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、
ご加入いただくうえで特に重要な事項をご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の
事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。

団体傷害総合保険、ゴルファー保険、新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険をご契約いただく皆さまへ

お問い合わせ引受保険会社

●指定紛争解決機関 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会
に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター　〔ナビダイヤル〕０５７０－０２２８０８〈通話料有
料〉IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。　受付時間：平日の午前９時１５分から午後５時まで（土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせ
ていただきます。）詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/） ｠ 
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
　【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０（受付時間：24時間365日）

【取扱代理店】
千葉県庁生活協同組合
保険事業課
〒２６０-0855
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁南庁舎9階
TEL：０４３-２２７-８１００
FAX：０４３-２２３-４６２６
受付時間：平日の午前9時から午後5時まで

【幹事保険会社】
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　千葉支店　法人支社
〒２６０-0026　千葉市中央区千葉港8-4
TEL：０４３-243-3086
千葉火災新種保険金サービス課（公務員賠償を除く事故関係）
ＴＥＬ：043-221-2183　ＦＡＸ：043-225-7406
本店企業保険金サービス部　団体保険金サービス課（公務員賠償の事故関係）
ＴＥＬ：03-5913-3955　ＦＡＸ：03-3385-3685
受付時間：平日の午前９時から午後５時まで
※新・団体医療保険、公務員賠償責任保険は、損保ジャパン日本興亜単独の引受となります。

 【非幹事保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　千葉支店　企業営業課
〒260-0032　千葉市中央区登戸１-２１-８
ＴＥＬ：043-245-6101

千葉県庁生活協同組合の組合員の皆さまへ

〈傷害総合保険・団体長期障害所得補償保険・医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険・ゴルファー保険・公務員賠償責任保険〉

1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。



団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉

一般に加入するよりも、県庁生協の団体加入なら、加入も簡単（診査不要）。保険料も２０％の団体割引が適用さ
れています。優良割引は前年度の支払保険金額により算出し、今年度は25％となります。

●団体割引とは…
　一定以上の加入者に応じて適用される割引で、人数が多くなればなるほど割引が大きくなります。 

●優良割引とは…
　一定以上団体契約で、１年間の事故による支払保険金総額が少ない場合に適用される割引です。保険料総額と支
払保険金総額の割合に応じて毎年変動します。 

割引がうれしい! 団体割引２０％ 優良割引25％ OFF!! 1

入院・通院保険金は、１日目からお支払対象となります。入院保険金は、１,000日まで補償。

１日目からうれしい! 入院・通院保険金 入院支払限度日数は1,000日まで対象2

保険金請求はとっても簡単です。詳しくは23ページをご覧ください。

簡単だからうれしい! 保険金請求（１0万円以下は原則診断書不要）3

生協の団体傷害総合保険では、退職後もなんと70歳まで割引のメリットを継続できます。

退職後もうれしい! 退職後も70歳まで継続加入

生命保険・健康保険等の給付と関係なくお支払い

4

死亡・後遺障害保険金・手術保険金・入院保険金・通院保険金は、生命保険・健康保険・労災保険、加害者からの賠償金のお支払
いを受けられても、それらとは関係なく保険金をお支払いします。

他の保険と関係なくお支払い。5

組合員の声に応えて介護補償をはじめました！

シンプルでわかりやすい保険制度を基本に、本人とその家族全員が
「多様化する生活リスク」に対して安心して暮らせる補償内容です。団体傷害総合保険のポイント

保険料

保険料

保険
料

１年後に
収支計算

組合員から集めた
保険料

保険金
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支払保険金

支払
保険金

保険料総額

優割ナシ

優割アリ

￥

うれしい8つのメリットうれしい8つのメリット

－ 2 －

家族型・夫婦型・個人型の全加入プランに天災危険補償・被害事故補償・個人賠償責任１億円をセット。犯
罪の凶悪化・多様化、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガもガッチリ補償します。

地震、噴火またはこれらによる津波などの天災によるケガに対して死
亡・後遺障害・手術・入院・通院を補償します。天災危険補償特約

犯罪またはひき逃げ被害に遭い、死亡または所定の重度後遺障害
を被った場合に、逸失利益・精神的損害等に対して保険金をお支払
いします。

被害事故補償特約

日本国内外で、日常生活の不注意により他人に損害を与え、法律
上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに保険
金をお支払いします。

個人賠償責任補償特約

安心がうれしい! 全プラン天災危険補償・被害事故補償・個人賠償責任１億円セット7

－ 1 －

家族型・夫婦型は、手術保険金・入院保険金日額・通院保険金日額が家族・夫婦で同額となっています。家族みんなに手厚い補償
です。

家族でうれしい！ 入院・通院保険金日額が同額（家族型・夫婦型）6
携行品損害補償（新価）・受託品賠償責任補償・住宅内生活用動産損害補償（新価）・ホールインワン・アルバトロス特約・
高額賠償（個人賠償責任補償上乗せ）・団体長期障害所得補償保険・介護一時金付 新・団体医療保険をご用意しています。

選べるからうれしい! 魅力あるオプションをご用意しました8

－ 1 －

・過去の支払保険金による優良割引が15％から25％となりました。保険料および補償内容等が変更になっていますのでご確認ください。
・移行プランにてご継続の方は、自動継続のため手続きが不要です。

【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
平成29年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容
にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。

ポイント

個人賠償責任補償は国内示談交渉サービス付き！

団体傷害総合保険は導入して40年がたち、多くの組合員の助けになってきました。しかしながら、
組合員を取り巻く環境変化に伴い、様々なリスクが生まれています。近年では介護に関する質問も
多くいただいており、要介護状態になった場合に、通常の介護費用以外にも、介護用品やサービス
利用で思わぬ出費が発生する可能性があります。一時金としてある程度の備えがあると安心です！
※車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度もあります。また、住宅の改修については、同

じく公的介護保険の対象となるものがあります。組合員からも介護に対する補償が欲しいなどの声がよせられており
ます。生協ではこれらの声に応えるために、福利厚生制度である団体傷害総合保険をさらなる充実を行います。

おすすめします　介護一時金付 新・団体医療保険!

今年度の変更点

県庁生協では、組合員の暮らしのサポート事業として平成25年に実施した退職者アン
ケート結果の意見・要望を参考に、保険商品の充実を図っております。この機会にぜひ、
ご検討ください。
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　一定以上団体契約で、１年間の事故による支払保険金総額が少ない場合に適用される割引です。保険料総額と支
払保険金総額の割合に応じて毎年変動します。 

割引がうれしい! 団体割引２０％ 優良割引25％ OFF!! 1

入院・通院保険金は、１日目からお支払対象となります。入院保険金は、１,000日まで補償。

１日目からうれしい! 入院・通院保険金 入院支払限度日数は1,000日まで対象2

保険金請求はとっても簡単です。詳しくは23ページをご覧ください。

簡単だからうれしい! 保険金請求（１0万円以下は原則診断書不要）3

生協の団体傷害総合保険では、退職後もなんと70歳まで割引のメリットを継続できます。

退職後もうれしい! 退職後も70歳まで継続加入

生命保険・健康保険等の給付と関係なくお支払い

4

死亡・後遺障害保険金・手術保険金・入院保険金・通院保険金は、生命保険・健康保険・労災保険、加害者からの賠償金のお支払
いを受けられても、それらとは関係なく保険金をお支払いします。

他の保険と関係なくお支払い。5

組合員の声に応えて介護補償をはじめました！

シンプルでわかりやすい保険制度を基本に、本人とその家族全員が
「多様化する生活リスク」に対して安心して暮らせる補償内容です。団体傷害総合保険のポイント
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家族型・夫婦型・個人型の全加入プランに天災危険補償・被害事故補償・個人賠償責任１億円をセット。犯
罪の凶悪化・多様化、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガもガッチリ補償します。

地震、噴火またはこれらによる津波などの天災によるケガに対して死
亡・後遺障害・手術・入院・通院を補償します。天災危険補償特約

犯罪またはひき逃げ被害に遭い、死亡または所定の重度後遺障害
を被った場合に、逸失利益・精神的損害等に対して保険金をお支払
いします。

被害事故補償特約

日本国内外で、日常生活の不注意により他人に損害を与え、法律
上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに保険
金をお支払いします。

個人賠償責任補償特約

安心がうれしい! 全プラン天災危険補償・被害事故補償・個人賠償責任１億円セット7

－ 1 －

家族型・夫婦型は、手術保険金・入院保険金日額・通院保険金日額が家族・夫婦で同額となっています。家族みんなに手厚い補償
です。

家族でうれしい！ 入院・通院保険金日額が同額（家族型・夫婦型）6
携行品損害補償（新価）・受託品賠償責任補償・住宅内生活用動産損害補償（新価）・ホールインワン・アルバトロス特約・
高額賠償（個人賠償責任補償上乗せ）・団体長期障害所得補償保険・介護一時金付 新・団体医療保険をご用意しています。

選べるからうれしい! 魅力あるオプションをご用意しました8

－ 1 －

・過去の支払保険金による優良割引が15％から25％となりました。保険料および補償内容等が変更になっていますのでご確認ください。
・移行プランにてご継続の方は、自動継続のため手続きが不要です。

【傷害総合保険にご加入の皆さまへ】
平成29年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容
にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。

ポイント

個人賠償責任補償は国内示談交渉サービス付き！

団体傷害総合保険は導入して40年がたち、多くの組合員の助けになってきました。しかしながら、
組合員を取り巻く環境変化に伴い、様々なリスクが生まれています。近年では介護に関する質問も
多くいただいており、要介護状態になった場合に、通常の介護費用以外にも、介護用品やサービス
利用で思わぬ出費が発生する可能性があります。一時金としてある程度の備えがあると安心です！
※車イス、特殊寝台などの福祉用具については、公的介護保険の貸与制度もあります。また、住宅の改修については、同

じく公的介護保険の対象となるものがあります。組合員からも介護に対する補償が欲しいなどの声がよせられており
ます。生協ではこれらの声に応えるために、福利厚生制度である団体傷害総合保険をさらなる充実を行います。

おすすめします　介護一時金付 新・団体医療保険!

今年度の変更点

県庁生協では、組合員の暮らしのサポート事業として平成25年に実施した退職者アン
ケート結果の意見・要望を参考に、保険商品の充実を図っております。この機会にぜひ、
ご検討ください。
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団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉

シングルからファミリーまで、ライフスタイルに合わせて24時間ガードします。
いざという時、こんな場合にお役にたちます。

シングルからファミリーまで、ライフスタイルに合わせて24時間ガードします。
いざという時、こんな場合にお役にたちます。

●募集要領●

・ 千葉県庁生活協同組合のホームページもしくは同封の加入依頼書で、ご加入・変更手続きが行えます。
・ 加入依頼書をご提出の方は、ご記入・ご捺印のうえ、千葉県庁生協保険事業課までご提出ください。
・ 加入数　　　の携行品と高額賠償のオプションをおすすめします（家族型：ＯＡＰ１・夫婦型：ＯＢＰ１個人型：ＯＣＰ１）。
・ 団体長期障害所得補償保険（オプション）では、長期就業不能中の収入を補償します。この機会にぜひご加入ください。
・ 介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）では病気による入通院や要介護になった場合の介護一時金等をお支

払いします。

－ 3 － － 4 －

毒入り飲料を飲み、
重度後遺障害を被った 地震によりケガ通院も１日目から支払い

料理中にやけど 学校の運動中にケガ車にはねられてケガ

NO1

! ご注意！！
本制度はお手続きをされない場合、昨年同等プランで満７０歳まで自動継続となります。

同封のご契約内容確認書および加入依頼書の保険ご加入内容をご確認ください。
ご継続をご希望されない方は、千葉県庁生協保険事業課までご連絡ください。

家族の構成に合わせた設計が可能です

● 補償対象について

ぴった
り

ぴった
り

家族構成3人以上はこちらがおすすめ！ SA1～SA3K 9プラン
家族型 Ｐ10へ

組合員の日常生活の中をとりまくさまざまな危険がある中、本制度は組合員が抱えているほとんど
のリスクを幅広く補償することができます。

スポーツ中のケガ

階段から落ちてケガ

1.契約者
　千葉県庁生活協同組合
2.加入対象者
　組合員ご本人と組合員の配偶者、お子さま、両親、
　兄弟姉妹、同居の親族

3.保険期間
　平成29年１0月１日　午後4時から１年間
4.保険料の支払方法
　平成29年１0月分給与から毎月控除となります。（１2回払い）

5.加入申込方法
千葉県庁生活協同組合のホームページもしくは同封の加入
依頼書で、ご加入・変更手続きが行えます。加入依頼書をご
提出の方は、ご記入・ご捺印のうえ、千葉県庁生協保険事業
課までご提出ください。なお、現在ご加入の方で変更等がな
い場合は、昨年度同等プランにて自動継続されるため、手続
きは不要です。

6.申込締切日
　平成２9年７月２5日（火）
ホームページで手続きされる方は、締切日までにご登録くださ
い。また、加入依頼書にて手続きされる方は、締切日までに千
葉県庁生協保険事業課までご提出ください。

団体傷害総合保険⇒P5へ
お仕事中やスポーツ中も含めて24時間、
事故によりケガをされた場合にガッチリ補償します。
もちろん、地震などによるケガも補償します。

高額賠償・携行品・受託品・家財
　　　　（オプションプラン）⇒Ｐ13へ
予期せぬ高額賠償請求やあなたの大切な身の回り品を補償します。

団体長期障害所得補償保険
　　　　（オプションプラン）⇒Ｐ15へ
長期就業不能中の収入を補償します。

介護一時金付 新・団体医療保険
　　　　（オプションプラン）⇒P17へ
要介護状態にも対応した医療保険です。

ゴルファー保険⇒P19へ
夢のホールインワンからプレー中の思わぬ事故まで
ワイドに補償します。

公務員賠償責任保険⇒P25へ
万一の場合に備えて、安心して公務に専念すること
ができます。

ポイント

ゴルフクラブが折れた
（携行品損害）

借りたスキー板を
折ってしまった。
（受託品賠償）

火災により家財に損害
（住宅内生活用動産）

疾病を長期に患い
収入がなくなった

（団体長期障害所得補償保険）

将来要介護状態になったら
（介護一時金付
新・団体医療保険）

●親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。（P12参照）
●団体長期障害所得補償は組合員本人のみご加入いただけます。

火災保険

財産の保険

ゴルファー保険

自動車の保険

 自動車保険
（任意保険）

 自賠責保険
（強制保険）

終身保険
定期保険  etc

いのちの
保険

医療保険
（短期）

介護
医療保険
（長期）

がん保険
疾病の保険

ケガの保険 傷害総合保険
レジャー
の保険

第三者への
賠償の保険

個人賠償
責任保険

職務中

公務員賠償
責任保険 所得補償保険

給与の補償

職場の保険

長期障害所得補償保険
（GLTD）

ご家族の多い方は

ＳＢ1～ＳＢ3Ｋ 9プラン
夫婦型 Ｐ11へご夫婦のみの方は

ＳＣ1～ＳＣ3Ｋ 9プラン
個人型 Ｐ12へご本人のみの方は

高額賠償・携行品・
受託品・家財 Ｐ13へ賠償、身の回り品

の補償は

団体長期障害
所得補償 Ｐ15へ長期就業不能中の

収入補償は

介護一時金付
新・団体医療保険 Ｐ17へ将来病気による入院や、

介護が心配な方は

G1～G3 3プラン
ゴルファー保険 Ｐ19へゴルフされる方は

S・A～C 4プラン
公務員賠償責任保険 Ｐ25へ公務中の賠償に

ご心配な方は

（オプションプラン）

（オプションプラン）

（オプションプラン）

〈オプション〉

〈基本〉

組合員を取り
巻くリスク

（ただし、団体長期障害所得補償保険は54歳までの自動継続となります。）
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ご家族の多い方は

ＳＢ1～ＳＢ3Ｋ 9プラン
夫婦型 Ｐ11へご夫婦のみの方は

ＳＣ1～ＳＣ3Ｋ 9プラン
個人型 Ｐ12へご本人のみの方は

高額賠償・携行品・
受託品・家財 Ｐ13へ賠償、身の回り品

の補償は
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所得補償 Ｐ15へ長期就業不能中の

収入補償は

介護一時金付
新・団体医療保険 Ｐ17へ将来病気による入院や、

介護が心配な方は
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ご心配な方は
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（オプションプラン）

（オプションプラン）

〈オプション〉

〈基本〉
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巻くリスク
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◆万が一の場合＜死亡保険金・後遺障害保険金＞

※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、
細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 

※特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中
毒にかぎり同特約の内容に従いお支払いの対象となります。 

※保険期間（責任）開始前の事故（ケガ・損害）に対しては、保険金をお支払いできません。保険金のお支払方法等重要な事項
は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

　お仕事中やスポーツ中も含めて24時間、事故の日からその
日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡されたり後遺
障害が生じた場合、保険金をお支払いします。（後遺障害はそ
の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４%～100%をお
支払いします。） 　

◆入院補償＜入院保険金＞

　事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し
1,000日を限度として、１日につき入院保険金日額をお支払い
します。

◆手術保険金

　事故によりケガをされ、そのケガの治療のために所定の手術
を受けた場合、入院保険金日額に入院中の手術は20倍、入院
を伴わない外来の手術は5倍を乗じた額をお支払いします。な
お、重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険
金日額の40倍を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故に
つき1回の手術にかぎります。

◆通院補償＜通院保険金＞

　事故によりケガをされ、かつ通院された場合、事故の日から
その日を含めて1,000日以内の通院に対して１日につき通院
保険金日額をお支払いします。（90日を限度とします。）

◆被害事故補償

●死亡の場合（逸失利益・精神的損害・葬儀費） 
●重度後遺障害の場合（逸失利益・精神的損害・将来の介護料） 
　犯罪、ひき逃げによる傷害事故にあい、死亡されたり重度後
遺障害が生じた場合に、被害事故補償保険金を死亡・後遺障害
保険金に上乗せしてお支払いします。（加害者からの賠償金等
は控除されます。）

◆個人賠償責任補償

天災危険補償特約

特定感染症危険補償特約
（特定感染症危険補償特約ありプラン対象）

　ご家族全員の日常生活における法律上の賠償責任を補償し
ます。自己負担なしで国内外問わず補償します。 
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同

居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未成年
者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者お
よび監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎりま
す。）。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれ
かの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者
および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無
能力者の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故に
かぎります。

通り魔に遭遇し重度後遺障害を被る 毒入り飲料を飲まされ重度後遺障害を被る

地震によるケガ　　

自転車で他人にケガをさせた 子供が他人の車をキズつけた

Ｏ－157に感染し入院

● 基本補償部分

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する、【交通事故充実プラン】をラインナップしました。

　特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日から
その日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合、
入院した場合、通院した場合にそれぞれ後遺障害保険金、入院
保険金、通院保険金をお支払いします。

　地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガについ
ては、左記死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険
金、通院保険金を補償します。

※保険期間（責任）開始前の事故によるものは保険金をお支払いできません。

※本紙表示のデータは、平成28年度団体傷害総合保険の構成比です。

海外旅行中のケガ

料理中にヤケド

スポーツ中のケガ 階段から落ちてケガ

交通事故のケガ

仕事中のケガ

（注）

日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ（注）をされた場合に下記の
保険金をお支払いします。

1

2

4

5

6

3

年代別事故発生状況構成比 年代別事故発生状況構成比
 年齢（歳） 構成比（％）
 ０～５ 5.6
 ６～１２ 0.7
 １３～１５ 4.2
 １６～１８ 6.3
 １９～２２ 2.1
 ２３～２９ 4.9

 年齢（歳） 構成比（％）
 ３０～３９ 2.1
 ４０～４９ 13.2
 ５０～５９ 18.8
 ６０～ 40.3
 不 明 2.1
 合 計 100

全プラン地震等によるケガについても補償します！！
すべてのプランに天災危険補償特約をセットしています。地震、噴火または津波によって生じたケガについて
も、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・手術保険金・通院保険金を補償します。

被害事故は
手厚い補償！

地震によるケガも！

特定感染症も！
平成28年度 団体傷害総合保険

年代別事故発生状況構成比

交通事故をしっかりガードされたい方に！ 交通事故をしっかりガードされたい方に！ 

地震による津波でケガ　　

国内示談交渉サービス付き

団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉団体傷害総合保険〈福利厚生制度〉 こんな場合にお役に立ちますこんな場合にお役に立ちます
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◆万が一の場合＜死亡保険金・後遺障害保険金＞

※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、
細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 

※特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約で対象となる特定感染症を原因とする食中
毒にかぎり同特約の内容に従いお支払いの対象となります。 

※保険期間（責任）開始前の事故（ケガ・損害）に対しては、保険金をお支払いできません。保険金のお支払方法等重要な事項
は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

　お仕事中やスポーツ中も含めて24時間、事故の日からその
日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡されたり後遺
障害が生じた場合、保険金をお支払いします。（後遺障害はそ
の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４%～100%をお
支払いします。） 　

◆入院補償＜入院保険金＞

　事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し
1,000日を限度として、１日につき入院保険金日額をお支払い
します。

◆手術保険金

　事故によりケガをされ、そのケガの治療のために所定の手術
を受けた場合、入院保険金日額に入院中の手術は20倍、入院
を伴わない外来の手術は5倍を乗じた額をお支払いします。な
お、重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険
金日額の40倍を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故に
つき1回の手術にかぎります。

◆通院補償＜通院保険金＞

　事故によりケガをされ、かつ通院された場合、事故の日から
その日を含めて1,000日以内の通院に対して１日につき通院
保険金日額をお支払いします。（90日を限度とします。）

◆被害事故補償

●死亡の場合（逸失利益・精神的損害・葬儀費） 
●重度後遺障害の場合（逸失利益・精神的損害・将来の介護料） 
　犯罪、ひき逃げによる傷害事故にあい、死亡されたり重度後
遺障害が生じた場合に、被害事故補償保険金を死亡・後遺障害
保険金に上乗せしてお支払いします。（加害者からの賠償金等
は控除されます。）

◆個人賠償責任補償

天災危険補償特約

特定感染症危険補償特約
（特定感染症危険補償特約ありプラン対象）

　ご家族全員の日常生活における法律上の賠償責任を補償し
ます。自己負担なしで国内外問わず補償します。 
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同

居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未成年
者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者お
よび監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎりま
す。）。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれ
かの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者
および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無
能力者の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故に
かぎります。

通り魔に遭遇し重度後遺障害を被る 毒入り飲料を飲まされ重度後遺障害を被る

地震によるケガ　　

自転車で他人にケガをさせた 子供が他人の車をキズつけた

Ｏ－157に感染し入院

● 基本補償部分

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する、【交通事故充実プラン】をラインナップしました。

　特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日から
その日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合、
入院した場合、通院した場合にそれぞれ後遺障害保険金、入院
保険金、通院保険金をお支払いします。

　地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガについ
ては、左記死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険
金、通院保険金を補償します。

※保険期間（責任）開始前の事故によるものは保険金をお支払いできません。

※本紙表示のデータは、平成28年度団体傷害総合保険の構成比です。

海外旅行中のケガ

料理中にヤケド

スポーツ中のケガ 階段から落ちてケガ

交通事故のケガ

仕事中のケガ

（注）

日本国内・国外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ（注）をされた場合に下記の
保険金をお支払いします。
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年代別事故発生状況構成比 年代別事故発生状況構成比
 年齢（歳） 構成比（％）
 ０～５ 5.6
 ６～１２ 0.7
 １３～１５ 4.2
 １６～１８ 6.3
 １９～２２ 2.1
 ２３～２９ 4.9

 年齢（歳） 構成比（％）
 ３０～３９ 2.1
 ４０～４９ 13.2
 ５０～５９ 18.8
 ６０～ 40.3
 不 明 2.1
 合 計 100

全プラン地震等によるケガについても補償します！！
すべてのプランに天災危険補償特約をセットしています。地震、噴火または津波によって生じたケガについて
も、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・手術保険金・通院保険金を補償します。

被害事故は
手厚い補償！

地震によるケガも！

特定感染症も！
平成28年度 団体傷害総合保険

年代別事故発生状況構成比

交通事故をしっかりガードされたい方に！ 交通事故をしっかりガードされたい方に！ 

地震による津波でケガ　　
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ライフサイクル例〈本人加入パターン〉ライフサイクル例〈本人加入パターン〉

－ 7 － － 8 －

独身～結婚期（20代）

50代40代30代20代10代

独身の時 結婚して… 子供が生まれて… そろそろ老後も…

加入例…

団体傷害総合保険（個人型）
個人型プラン ＳＣ１型

25歳　　　　女性の場合本人

月額保険料
240円

オプションコード
　　OCP1

まだ未加入者の方で、
死亡補償より入院・通院補償…
そして保険料を低く抑えたい…
と考えている
あなたにお勧め！

加入例…

団体傷害総合保険（夫婦型）
夫婦型プラン ＳＢ2型

30歳 共稼ぎ夫婦の場合

プラス
プラス

月額保険料
450円

オプションコード
　　OBP2

月額保険料
520円

オプションコード
　　OAP2

加入例…

団体傷害総合保険（家族型）
家族型プラン ＳA2型

本人

プラス

配偶者 その他の親族本人

※上記加入プランは、加入一例です。実際にご加入される場合、ライフプランにあわせてご検討ください。

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

1,800円
3,000円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

290万円
1,000万円

1億円

900円

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

4,000円
6,000円

620万円

配偶者
4,000円
6,000円

620万円

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術
死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

2,400円
4,000円

435万円

2,400円
4,000円

435万円
1,000万円

1億円

4,500円

2,400円
4,000円

435万円

1,000万円
1億円

3,500円

現在ご加入の方は、ライフプラン（家族構成の変化）に合わせた補償内容の見直しをおすすめします。プランの変更等は、
県庁生協ホームページ上で簡単に行えます。
現在ご加入の方は、ライフプラン（家族構成の変化）に合わせた補償内容の見直しをおすすめします。プランの変更等は、
県庁生協ホームページ上で簡単に行えます。

※未加入者の方もホームページよりご加入いただけます。

<平成28年度>
20歳代の事故発生件数 10件

<平成28年度>
30歳代の事故発生件数 3件

<平成28年度>
40歳代の事故発生件数 19件
未成年者の事故発生件数 24件
60歳以上の事故発生件数 58件

同居の親族の
事故発生件数は
43件！

同居の親族の
事故発生件数は
43件！

加入例…

団体傷害総合保険（夫婦型）
夫婦型プラン ＳB2型

55歳　　　　　 男性の場合

プラス

月額保険料
450円

オプションコード
OBP2

保険料
210円

オプションコード
OHB1

<平成28年度>
50歳代の事故発生件数 27件

高額賠償+携行品・受託品（オプション） ゴルファー保険高額賠償+携行品（オプション）
高額賠償+携行品・受託品（オプション）

高額賠償+携行品・受託品（オプション）

子ども・父母と6人家族42歳　　　　　　　　　  男性の場合 夫婦2人

大型スクーターを運転中、
車両と接触し転倒。右足を骨折。
（ケガ・本人）

合計月掛保険料　4,160円
合計月掛保険料　5,020円

合計月掛保険料　3,950円合計月掛保険料　1,140円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

本人
通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

4,000円
6,000円

620万円

配偶者
4,000円
6,000円

620万円
1,000万円

1億円

3,500円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

未加入者の方は未加入者の方は

家庭形成期～老後まで
それぞれ の
ライフプ ランに
あわさな いとね。

いろいろな
ケースがあるね。

子供・父母と
同居なら

子供が
独立しても夫 婦 子供・父母と

同居なら
子供が
独立しても夫 婦

夫婦が重点をおきたい
補償はともに手厚い入院・通院…
と考えている
あなたにお勧め！

夫婦だけでなく、子供のケガも心配…
そんな方には家族ぐるみで手厚い補償の
ファミリータイプがお勧めです。
お子さまの交通事故も心配ですね。
交通事故倍額支払いのプランもご用意しました。

子供の手も離れ、2人で楽しく
過ごしたいですね。ゴルフなども。
でも手厚い入院・通院は必要…
と考えている
あなたにお勧め！

旅行中、旅館内で
カバンを盗まれる。
（携行品）

自転車走行中、駐車中の車に接触し、
ミラーが破損。（賠償）

夫婦で山にハイキング中
（旅行中）配偶者が崖から転落し、
右腕を骨折。（ケガ・配偶者）

同居の母親が
階段から転落し、
左足を骨折。
（ケガ・その他親族）
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ライフサイクル例〈本人加入パターン〉ライフサイクル例〈本人加入パターン〉

－ 7 － － 8 －

独身～結婚期（20代）

50代40代30代20代10代

独身の時 結婚して… 子供が生まれて… そろそろ老後も…

加入例…

団体傷害総合保険（個人型）
個人型プラン ＳＣ１型

25歳　　　　女性の場合本人

月額保険料
240円

オプションコード
　　OCP1

まだ未加入者の方で、
死亡補償より入院・通院補償…
そして保険料を低く抑えたい…
と考えている
あなたにお勧め！

加入例…

団体傷害総合保険（夫婦型）
夫婦型プラン ＳＢ2型

30歳 共稼ぎ夫婦の場合

プラス
プラス

月額保険料
450円

オプションコード
　　OBP2

月額保険料
520円

オプションコード
　　OAP2

加入例…

団体傷害総合保険（家族型）
家族型プラン ＳA2型

本人

プラス

配偶者 その他の親族本人

※上記加入プランは、加入一例です。実際にご加入される場合、ライフプランにあわせてご検討ください。

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

1,800円
3,000円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

290万円
1,000万円

1億円

900円

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

4,000円
6,000円

620万円

配偶者
4,000円
6,000円

620万円

通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術
死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

2,400円
4,000円

435万円

2,400円
4,000円

435万円
1,000万円

1億円

4,500円

2,400円
4,000円

435万円

1,000万円
1億円

3,500円

現在ご加入の方は、ライフプラン（家族構成の変化）に合わせた補償内容の見直しをおすすめします。プランの変更等は、
県庁生協ホームページ上で簡単に行えます。
現在ご加入の方は、ライフプラン（家族構成の変化）に合わせた補償内容の見直しをおすすめします。プランの変更等は、
県庁生協ホームページ上で簡単に行えます。

※未加入者の方もホームページよりご加入いただけます。

<平成28年度>
20歳代の事故発生件数 10件

<平成28年度>
30歳代の事故発生件数 3件

<平成28年度>
40歳代の事故発生件数 19件
未成年者の事故発生件数 24件
60歳以上の事故発生件数 58件

同居の親族の
事故発生件数は
43件！

同居の親族の
事故発生件数は
43件！

加入例…

団体傷害総合保険（夫婦型）
夫婦型プラン ＳB2型

55歳　　　　　 男性の場合

プラス

月額保険料
450円

オプションコード
OBP2

保険料
210円

オプションコード
OHB1

<平成28年度>
50歳代の事故発生件数 27件

高額賠償+携行品・受託品（オプション） ゴルファー保険高額賠償+携行品（オプション）
高額賠償+携行品・受託品（オプション）

高額賠償+携行品・受託品（オプション）

子ども・父母と6人家族42歳　　　　　　　　　  男性の場合 夫婦2人

大型スクーターを運転中、
車両と接触し転倒。右足を骨折。
（ケガ・本人）

合計月掛保険料　4,160円
合計月掛保険料　5,020円

合計月掛保険料　3,950円合計月掛保険料　1,140円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

本人
通　院　日　額
入　院　日　額
手 術 保 険 金
入院中の手術
外 来 の 手 術
重 大 手 術

死亡・後遺障害
被　害　事　故
個　人　賠　償

月 額 保 険 料

4,000円
6,000円

620万円

配偶者
4,000円
6,000円

620万円
1,000万円

1億円

3,500円

入院日額の20倍
入院日額の5倍
入院日額の40倍

未加入者の方は未加入者の方は

家庭形成期～老後まで
それぞれ の
ライフプ ランに
あわさな いとね。

いろいろな
ケースがあるね。

子供・父母と
同居なら

子供が
独立しても夫 婦 子供・父母と

同居なら
子供が
独立しても夫 婦

夫婦が重点をおきたい
補償はともに手厚い入院・通院…
と考えている
あなたにお勧め！

夫婦だけでなく、子供のケガも心配…
そんな方には家族ぐるみで手厚い補償の
ファミリータイプがお勧めです。
お子さまの交通事故も心配ですね。
交通事故倍額支払いのプランもご用意しました。

子供の手も離れ、2人で楽しく
過ごしたいですね。ゴルフなども。
でも手厚い入院・通院は必要…
と考えている
あなたにお勧め！

旅行中、旅館内で
カバンを盗まれる。
（携行品）

自転車走行中、駐車中の車に接触し、
ミラーが破損。（賠償）

夫婦で山にハイキング中
（旅行中）配偶者が崖から転落し、
右腕を骨折。（ケガ・配偶者）

同居の母親が
階段から転落し、
左足を骨折。
（ケガ・その他親族）
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保険金額と保険料保険金額と保険料

－ 9 － － 10 －

過去の支払保険金による優良割引が15％から25％となりました。
保険料および補償内容等が変更になっていますのでご確認ください！

本 人

配 偶 者
その他のご家族

本 人

配 偶 者
その他のご家族

本 人

配 偶 者
その他のご家族

1,200円

　

2,000円

195万円

195万円

195万円

2,400円

　

4,000円

435万円

435万円

435万円

3,600円

　

6,000円

675万円

675万円

675万円

1,200円

　

2,000円

195万円

195万円

195万円

2,400円

　

4,000円

424万円

424万円

424万円

3,600円

　

6,000円

651万円

651万円

651万円

SA1

2,240円

SA2

4,500円

SA3

6,750円

SA4

2,070円

SA5

4,150円

SA6

6,220円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
  重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

● 傷害総合保険（家族型） 全プラン天災危険補償特約セット

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

（お1人につき）

（お1人につき）

（お1人につき）

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

　 

2,400円

4,000円

　

365万円

365万円

365万円

　 

1,200円

2,000円

　

195万円

195万円

195万円

　 

4,800円

8,000円

　

775万円

775万円

775万円

　 

2,400円

4,000円

　

435万円

435万円

435万円

　 

7,200円

12,000円

　

1,195万円

1,195万円

1,195万円

　 

3,600円

6,000円

　

675万円

675万円

675万円

2,850円 5,700円 8,550円

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
特定感染症危険補償特約　あり

毎月の保険料

プラン名

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）【交通事故充実プラン】

お子さまのケガも同居の父母も家族ぐるみの全員手厚い補償!

各プランは次ページよりご参照ください。

SA1＋KA1 SA2＋KA2 SA3＋KA3

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

うちの子、最近自転車通
学になったけど、他人と
ぶつかってケガさせてし
まったら大変！！

そのご心配、解決できます。

子供は元気なのが一番！
でも誤って他人の物を
壊してしまったらどうしよう。

団体傷害総合保険なら

父母（ご両親）とご一緒にお住まいのご家族の方 
お子さまがいらっしゃるご家族の方

組合員すべての方
地震、噴火またはこれらによる津波のケガは大丈夫!?

最近、父母と同居するように
なったけど、親の補償はどうしよう。
生命保険はもう入れないし。

地震の際に、タンスから
置物が落ちてケガしちゃった。

海辺の近くに住んでいるけど、
地震による津波が怖いな。

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

こんなご心配ありませんか？
独身～結婚期の方

夫婦2人の方

加入したいけど、
保険料は安く
抑えたい。

健康のため、自転車通勤にしたけど、
交通事故が心配。

夫婦2人で共稼ぎ！
2人でお金を貯めて
家を買いたい。
でも身体のケガも
心配。保険料も
安く抑えたい。

子供も独立し
夫婦2人に。
これから夫婦で
趣味に没頭するぞ。
でも補償も
大切だな。

休日は旅行に
行きたいけど、
財布やカバン
を盗られたら
どうしよう。

同居の父母が
ハイキングに凝り始めた！
ケガしないか心配。
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保険金額と保険料保険金額と保険料

－ 9 － － 10 －

過去の支払保険金による優良割引が15％から25％となりました。
保険料および補償内容等が変更になっていますのでご確認ください！

本 人

配 偶 者
その他のご家族

本 人

配 偶 者
その他のご家族

本 人

配 偶 者
その他のご家族

1,200円

　

2,000円

195万円

195万円

195万円

2,400円

　

4,000円

435万円

435万円

435万円

3,600円

　

6,000円

675万円

675万円

675万円

1,200円

　

2,000円

195万円

195万円

195万円

2,400円

　

4,000円

424万円

424万円

424万円

3,600円

　

6,000円

651万円

651万円

651万円

SA1

2,240円

SA2

4,500円

SA3

6,750円

SA4

2,070円

SA5

4,150円

SA6

6,220円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
  重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

● 傷害総合保険（家族型） 全プラン天災危険補償特約セット

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

（お1人につき）

（お1人につき）

（お1人につき）

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

　 

2,400円

4,000円

　

365万円

365万円

365万円

　 

1,200円

2,000円

　

195万円

195万円

195万円

　 

4,800円

8,000円

　

775万円

775万円

775万円

　 

2,400円

4,000円

　

435万円

435万円

435万円

　 

7,200円

12,000円

　

1,195万円

1,195万円

1,195万円

　 

3,600円

6,000円

　

675万円

675万円

675万円

2,850円 5,700円 8,550円

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
特定感染症危険補償特約　あり

毎月の保険料

プラン名

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）【交通事故充実プラン】

お子さまのケガも同居の父母も家族ぐるみの全員手厚い補償!

各プランは次ページよりご参照ください。

SA1＋KA1 SA2＋KA2 SA3＋KA3

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

うちの子、最近自転車通
学になったけど、他人と
ぶつかってケガさせてし
まったら大変！！

そのご心配、解決できます。

子供は元気なのが一番！
でも誤って他人の物を
壊してしまったらどうしよう。

団体傷害総合保険なら

父母（ご両親）とご一緒にお住まいのご家族の方 
お子さまがいらっしゃるご家族の方

組合員すべての方
地震、噴火またはこれらによる津波のケガは大丈夫!?

最近、父母と同居するように
なったけど、親の補償はどうしよう。
生命保険はもう入れないし。

地震の際に、タンスから
置物が落ちてケガしちゃった。

海辺の近くに住んでいるけど、
地震による津波が怖いな。

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

団体傷害総合保険
こんな方にお勧めします！

こんなご心配ありませんか？
独身～結婚期の方

夫婦2人の方

加入したいけど、
保険料は安く
抑えたい。

健康のため、自転車通勤にしたけど、
交通事故が心配。

夫婦2人で共稼ぎ！
2人でお金を貯めて
家を買いたい。
でも身体のケガも
心配。保険料も
安く抑えたい。

子供も独立し
夫婦2人に。
これから夫婦で
趣味に没頭するぞ。
でも補償も
大切だな。

休日は旅行に
行きたいけど、
財布やカバン
を盗られたら
どうしよう。

同居の父母が
ハイキングに凝り始めた！
ケガしないか心配。

団
体
傷
害
総
合
保
険

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

高
額
賠
償・携
行
品・受
託
品・家
財

ゴ
ル
フ
ァ
ー
保
険

健
康
状
態
に
関
す
る
告
知
書
に
つ
い
て

事
故
請
求
方
法

公
務
員
賠
償
責
任
保
険
契
約
概
要・注
意
喚
起
情
報

W
E
B
画
面
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

団
体
長
期
障
害
所
得
補
償

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

新・団
体
医
療
保
険

（お1人につき）
その他のご家族

（お1人につき）
その他のご家族

（お1人につき）
その他のご家族



保険金額と保険料保険金額と保険料

－ 11 － － 12 －

本 人

1,800円

3,000円

290万円

3,600円

6,000円

700万円

5,400円

9,000円

1,070万円

1,800円

3,000円

290万円

3,600円

6,000円

690万円

5,400円

9,000円

1,080万円

SC1

900円

SC2

1,810円

SC3

2,700円

SC4

840円

SC5

1,690円

SC6

2,530円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
 重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

手術保険金

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

全プラン天災危険補償付き！

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

本 人

3,600円

6,000円

600万円

1,800円

3,000円

290万円

7,200円

12,000円

1,260万円

3,600円

6,000円

700万円

10,800円

18,000円

1,970万円

5,400円

9,000円

1,070万円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

手術保険金

死亡・後遺障害

保 険 金 額

毎月の保険料

プラン名

【交通事故充実プラン】

入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

SC1＋KC1 SC2＋KC2 SC3＋KC3

特定感染症危険補償特約　あり

現在まだご加入されていない方、一人暮らしやスポーツを
始めた方など、ご加入しやすいプランをご用意しました。

● 傷害総合保険（個人型） 全プラン天災危険補償特約セット

本 人

配 偶 者
2,000円

　

3,000円

4,000円

　

6,000円

6,000円

　

9,000円

2,000円

　

3,000円

4,000円

　

6,000円

6,000円

　

9,000円

265万円

265万円

620万円

620万円

955万円

955万円

250万円

250万円

560万円

560万円

865万円

865万円

SB1

1,730円

SB2

3,500円

SB3

5,240円

SB4

1,570円

SB5

3,160円

SB6

4,720円

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
  重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

● 傷害総合保険（夫婦型） 全プラン天災危険補償特約セット

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
特定感染症危険補償特約　あり

毎月の保険料

プラン名

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）【交通事故充実プラン】

ご結婚やお子さまの独立により個人型や家族型にご加入の方は、
夫婦型に見直しをしましょう。

本 人

配 偶 者
4,000円

　

6,000円

2,000円

　

3,000円

8,000円

　

12,000円

4,000円

　

6,000円

12,000円

　

18,000円

6,000円

　

9,000円

495万円

495万円

265万円

265万円

1,080万円

1,080万円

620万円

620万円

1,625万円

1,625万円

955万円

955万円

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

SB2＋KB2 SB3＋KB3

親族の範囲
⑥六世の祖

⑤五世の祖

④高祖父母

③曾祖父母

②祖父母

①父母

   本 人

①子 ＝ 【1】配偶者

②孫 ＝ 【2】配偶者

③曾孫 ＝ 【3】配偶者

④玄孫

⑤五世の孫

⑥六世の孫

【3】曾祖父母

【2】祖父母

【1】父母

配偶者

【1】子

【2】孫

【3】曾孫

【3】伯叔父母

【2】兄弟姉妹

【3】甥姪

②伯叔父母＝【3】配偶者

④従兄弟姉妹

⑤伯叔父母の
　孫

⑥伯叔父母の
　曾孫

④祖父母の兄弟姉妹

⑤祖父母の甥姪

⑥再従兄弟姉妹

⑥高祖父母の兄弟姉妹

⑤曾祖父母の兄弟姉妹

⑥曾祖父母の
　甥姪

②兄弟＝【2】配偶者
　姉妹

③甥姪＝【3】配偶者

④兄弟姉妹の孫

⑤兄弟姉妹の曾孫

⑥兄弟姉妹の玄孫

（配偶者のみの）

 ① …　血族の親等
 【1】 …　姻族の親等
  …　直系
  …　傍系

　↑
尊属

卑属
　↓

●親族とは6親等内の血族と3親
等内の姻族をいいます。なお、配
偶者の親族については、本表の

「本人」を配偶者として置き換え
ます。

ご注意

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

2,290円 4,620円 6,910円

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

1,240円 2,470円 3,710円

SB1＋KB1

団
体
傷
害
総
合
保
険

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

高
額
賠
償・携
行
品・受
託
品・家
財

ゴ
ル
フ
ァ
ー
保
険

健
康
状
態
に
関
す
る
告
知
書
に
つ
い
て

事
故
請
求
方
法

公
務
員
賠
償
責
任
保
険
契
約
概
要・注
意
喚
起
情
報

W
E
B
画
面
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

団
体
長
期
障
害
所
得
補
償

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

新・団
体
医
療
保
険



保険金額と保険料保険金額と保険料

－ 11 － － 12 －

本 人

1,800円

3,000円

290万円

3,600円

6,000円

700万円

5,400円

9,000円

1,070万円

1,800円

3,000円

290万円

3,600円

6,000円

690万円

5,400円

9,000円

1,080万円

SC1

900円

SC2

1,810円

SC3

2,700円

SC4

840円

SC5

1,690円

SC6

2,530円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
 重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

手術保険金

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

全プラン天災危険補償付き！

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

本 人

3,600円

6,000円

600万円

1,800円

3,000円

290万円

7,200円

12,000円

1,260万円

3,600円

6,000円

700万円

10,800円

18,000円

1,970万円

5,400円

9,000円

1,070万円

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

手術保険金

死亡・後遺障害

保 険 金 額

毎月の保険料

プラン名

【交通事故充実プラン】

入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

SC1＋KC1 SC2＋KC2 SC3＋KC3

特定感染症危険補償特約　あり

現在まだご加入されていない方、一人暮らしやスポーツを
始めた方など、ご加入しやすいプランをご用意しました。

● 傷害総合保険（個人型） 全プラン天災危険補償特約セット

本 人

配 偶 者
2,000円

　

3,000円

4,000円

　

6,000円

6,000円

　

9,000円

2,000円

　

3,000円

4,000円

　

6,000円

6,000円

　

9,000円

265万円

265万円

620万円

620万円

955万円

955万円

250万円

250万円

560万円

560万円

865万円

865万円

SB1

1,730円

SB2

3,500円

SB3

5,240円

SB4

1,570円

SB5

3,160円

SB6

4,720円

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、手術保険金倍率変更特約および
  重大手術保険金倍率変更特約セット）

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　あり

おすすめプラン おてがるプラン 標準プラン

特定感染症危険補償特約　なし

おすすめプラン

毎月の保険料

プラン名

【基本プラン】

● 傷害総合保険（夫婦型） 全プラン天災危険補償特約セット

もっとも身近な危険の交通事故をワイドに補償する〔交通傷害危険のみ補償特約セットプラン〕をご用意しました。

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

1億円

1,000万円被害事故補償

個人賠償責任補償

通院保険金日額

入院保険金日額

死亡・後遺障害

保 険 金 額
特定感染症危険補償特約　あり

毎月の保険料

プラン名

手術保険金 入院中の手術：入院保険金日額の20倍、外来の手術：入院保険金日額の5倍、重大手術：入院保険金日額の40倍

（保険期間１年、職種級別Ａ級、団体割引20%、優良割引25%、天災危険補償特約、特定感染症危険補償特約、
  手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金倍率変更特約セット）【交通事故充実プラン】

ご結婚やお子さまの独立により個人型や家族型にご加入の方は、
夫婦型に見直しをしましょう。

本 人

配 偶 者
4,000円

　

6,000円

2,000円

　

3,000円

8,000円

　

12,000円

4,000円

　

6,000円

12,000円

　

18,000円

6,000円

　

9,000円

495万円

495万円

265万円

265万円

1,080万円

1,080万円

620万円

620万円

1,625万円

1,625万円

955万円

955万円

本 人

配 偶 者

本 人

配 偶 者

SB2＋KB2 SB3＋KB3

親族の範囲
⑥六世の祖

⑤五世の祖

④高祖父母

③曾祖父母

②祖父母

①父母

   本 人

①子 ＝ 【1】配偶者

②孫 ＝ 【2】配偶者

③曾孫 ＝ 【3】配偶者

④玄孫

⑤五世の孫

⑥六世の孫

【3】曾祖父母

【2】祖父母

【1】父母

配偶者

【1】子

【2】孫

【3】曾孫

【3】伯叔父母

【2】兄弟姉妹

【3】甥姪

②伯叔父母＝【3】配偶者

④従兄弟姉妹

⑤伯叔父母の
　孫

⑥伯叔父母の
　曾孫

④祖父母の兄弟姉妹

⑤祖父母の甥姪

⑥再従兄弟姉妹

⑥高祖父母の兄弟姉妹

⑤曾祖父母の兄弟姉妹

⑥曾祖父母の
　甥姪

②兄弟＝【2】配偶者
　姉妹

③甥姪＝【3】配偶者

④兄弟姉妹の孫

⑤兄弟姉妹の曾孫

⑥兄弟姉妹の玄孫

（配偶者のみの）

 ① …　血族の親等
 【1】 …　姻族の親等
  …　直系
  …　傍系

　↑
尊属

卑属
　↓

●親族とは6親等内の血族と3親
等内の姻族をいいます。なお、配
偶者の親族については、本表の

「本人」を配偶者として置き換え
ます。

ご注意

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

2,290円 4,620円 6,910円

交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合 交通事故の場合 交通事故以外の場合

1,240円 2,470円 3,710円

SB1＋KB1

団
体
傷
害
総
合
保
険

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

高
額
賠
償・携
行
品・受
託
品・家
財

ゴ
ル
フ
ァ
ー
保
険

健
康
状
態
に
関
す
る
告
知
書
に
つ
い
て

事
故
請
求
方
法

公
務
員
賠
償
責
任
保
険
契
約
概
要・注
意
喚
起
情
報

W
E
B
画
面
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

団
体
長
期
障
害
所
得
補
償

（
オ
プ
シ
ョ
ン
）

新・団
体
医
療
保
険



高額賠償・携行品・受託品・家財（オプション）高額賠償・携行品・受託品・家財（オプション）

－ 13 － － 14 －

〈家族型用オプション保険料早見表〉

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

50万円
30万円

1,500万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎家族型用オプション（特約）について

◆ホールインワン・アルバトロス費用補償

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時に
セットすることはできません。ホールインワンまた
は、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）
〈夫婦型用ホールインワン特約保険料表〉

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHB1

夫　婦
210円

OHB2
　

個人のみ
140円

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時に
セットすることはできません。ホールインワンまた
は、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHC1
20万円
個　人
140円

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引15％）
〈個人型用ホールインワン特約保険料表〉

◆住宅内生活用動産補償

　日本国内で、住宅内の家財等が火
災・水災・破損などにより損害を被った
場合に保険金をお支払いします。家
族プランの場合、単身赴任先や就学
に伴う下宿先の家財も補償します。

火災による家財の損害

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

〈夫婦型用オプション保険料早見表〉

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

50万円
30万円

1,000万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎夫婦型用オプション（特約）について

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

〈個人型用オプション保険料早見表〉

OC1

○
－
－
170円

OC3

○
○
○

1,260円

OC4

○
－
○

1,110円

OC5

－
○
－
150円

OC6

－
○
○

1,090円

OC7

－
－
○
940円

OC2

○
○
－
320円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

OB1

○
－
－
230円

OB3

○
○
○

1,820円

OB4

○
－
○

1,670円

OB5

－
○
－
150円

OB6

－
○
○

1,590円

OB7

－
－
○

1,440円

OB2

○
○
－
380円

OA1

○
－
－
300円

OA3

○
○
○

2,580円

OA4

○
－
○

2,430円

OA5

－
○
－
150円

OA6

－
○
○

2,280円

OA7

－
－
○

2,130円

OA2

○
○
－
450円

50万円
30万円
500万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎個人型用オプション（特約）について

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

20万円

高額賠償なしオプション
高額賠償ありオプション

各基本プラン、交通事故充実プランに、高額賠償、携行品、受託品、住宅家財、ホールインワン・アルバ トロスをオプションとして追加いただけます。ご希望の場合は、下記の保険料早見表をご覧ください。

◆携行品損害補償
　住宅外での偶然
な事故による身の
回り品の破損、盗
難などを補償しま
す。国内外問わず
補償します。

◆個人賠償責任補償
◆受託品賠償責任補償

　日本国内で他人から借りたものや預かったものを
壊した場合などの法律上の賠償責任を補償します。
ご家族全員、国内外補償します。
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人また
はその配偶者の同居の親族④本人またはその配
偶者の別居の未婚の子⑤本人が未成年者または
責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎ
ります。）。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれか
の方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督
義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能力者の親族にか
ぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

借りたカメラを壊してしまった

誤って路線内に
入り、電車が止
まった。

自転車に搭
乗中、誤って、
歩行者と接触

〈家族型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円

1,500万円

OAP8

○
－
－
－
70円

OAP1

○
○
－
－
370円

OAP3

○
○
○
○

2,650円

OAP4

○
○
－
○

2,500円

OAP5

○
－
○
－
220円

OAP6

○
－
○
○

2,350円

OAP7

○
－
－
○

2,200円

OAP2

○
○
○
－
520円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

再調達価額で
お支払い！

◎家族型用オプション（特約）について

〈夫婦型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円

1,000万円

OBP8

○
－
－
－
70円

OBP1

○
○
－
－
300円

OBP3

○
○
○
○

1,890円

OBP4

○
○
－
○

1,740円

OBP5

○
－
○
－
220円

OBP6

○
－
○
○

1,660円

OBP7

○
－
－
○

1,510円

OBP2

○
○
○
－
450円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

◎夫婦型用オプション（特約）について

〈個人型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円
500万円

OCP8

○
－
－
－
70円

OCP1

○
○
－
－
240円

OCP3

○
○
○
○

1,330円

OCP4

○
○
－
○

1,180円

OCP5

○
－
○
－
220円

OCP6

○
－
○
○

1,160円

OCP7

○
－
－
○

1,010円

OCP2

○
○
○
－
390円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

◎個人型用オプション（特約）について

◆ホールインワン・アルバトロス費用補償

　日本国内のゴルフ場でホールインワン・アルバトロスを達成した場合に慣
習として行う祝賀会費用等を補償します。
※本制度では、ゴルファー保険と重複加入できませんのでご注意ください。

ホールインワン・アルバトロス費用

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時にセットすることは
できません。ホールインワンまたは、ゴルファー保険のどちらかを
お選びください。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

〈家族型用ホールインワン特約保険料表〉

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHA1

家族全員
340円

OHA2
20万円
夫婦のみ
210円

OHA3　

個人のみ
140円

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

国内示談交渉サービス付き

※過去の支払保険金により優良割引が25％となりました。そのため、保険料の変更を行っています。

　ご家族全員の日常生活における法律上の賠償責任を補償します。
基本補償と合わせて2億円までの保険金額となります。
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者
の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本
人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法
定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方
（本人の親族にかぎります。）。ただし、本人に関する事故にかぎり
ます。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、
親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わっ
て責任無能力者を監督する方（その責任無能力者の親族にかぎ
ります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

カメラを
落として壊した

財布をすられた

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

再調達価額で
お支払い！
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〈家族型用オプション保険料早見表〉

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

50万円
30万円

1,500万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎家族型用オプション（特約）について

◆ホールインワン・アルバトロス費用補償

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時に
セットすることはできません。ホールインワンまた
は、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）
〈夫婦型用ホールインワン特約保険料表〉

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHB1

夫　婦
210円

OHB2
　

個人のみ
140円

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時に
セットすることはできません。ホールインワンまた
は、ゴルファー保険のどちらかをお選びください。

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHC1
20万円
個　人
140円

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引15％）
〈個人型用ホールインワン特約保険料表〉

◆住宅内生活用動産補償

　日本国内で、住宅内の家財等が火
災・水災・破損などにより損害を被った
場合に保険金をお支払いします。家
族プランの場合、単身赴任先や就学
に伴う下宿先の家財も補償します。

火災による家財の損害

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

〈夫婦型用オプション保険料早見表〉

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

50万円
30万円

1,000万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎夫婦型用オプション（特約）について

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

〈個人型用オプション保険料早見表〉

OC1

○
－
－
170円

OC3

○
○
○

1,260円

OC4

○
－
○

1,110円

OC5

－
○
－
150円

OC6

－
○
○

1,090円

OC7

－
－
○
940円

OC2

○
○
－
320円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

OB1

○
－
－
230円

OB3

○
○
○

1,820円

OB4

○
－
○

1,670円

OB5

－
○
－
150円

OB6

－
○
○

1,590円

OB7

－
－
○

1,440円

OB2

○
○
－
380円

OA1

○
－
－
300円

OA3

○
○
○

2,580円

OA4

○
－
○

2,430円

OA5

－
○
－
150円

OA6

－
○
○

2,280円

OA7

－
－
○

2,130円

OA2

○
○
－
450円

50万円
30万円
500万円

3,000円
5,000円
3,000円

◎個人型用オプション（特約）について

（保険期間1年、団体割引20%、優良割引25%）

※○印が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

20万円

高額賠償なしオプション
高額賠償ありオプション

各基本プラン、交通事故充実プランに、高額賠償、携行品、受託品、住宅家財、ホールインワン・アルバ トロスをオプションとして追加いただけます。ご希望の場合は、下記の保険料早見表をご覧ください。

◆携行品損害補償
　住宅外での偶然
な事故による身の
回り品の破損、盗
難などを補償しま
す。国内外問わず
補償します。

◆個人賠償責任補償
◆受託品賠償責任補償

　日本国内で他人から借りたものや預かったものを
壊した場合などの法律上の賠償責任を補償します。
ご家族全員、国内外補償します。
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人また
はその配偶者の同居の親族④本人またはその配
偶者の別居の未婚の子⑤本人が未成年者または
責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎ
ります。）。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれか
の方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督
義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能力者の親族にか
ぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

借りたカメラを壊してしまった

誤って路線内に
入り、電車が止
まった。

自転車に搭
乗中、誤って、
歩行者と接触

〈家族型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円

1,500万円

OAP8

○
－
－
－
70円

OAP1

○
○
－
－
370円

OAP3

○
○
○
○

2,650円

OAP4

○
○
－
○

2,500円

OAP5

○
－
○
－
220円

OAP6

○
－
○
○

2,350円

OAP7

○
－
－
○

2,200円

OAP2

○
○
○
－
520円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

再調達価額で
お支払い！

◎家族型用オプション（特約）について

〈夫婦型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円

1,000万円

OBP8

○
－
－
－
70円

OBP1

○
○
－
－
300円

OBP3

○
○
○
○

1,890円

OBP4

○
○
－
○

1,740円

OBP5

○
－
○
－
220円

OBP6

○
－
○
○

1,660円

OBP7

○
－
－
○

1,510円

OBP2

○
○
○
－
450円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

◎夫婦型用オプション（特約）について

〈個人型用オプション保険料早見表〉

1億円
50万円
30万円
500万円

OCP8

○
－
－
－
70円

OCP1

○
○
－
－
240円

OCP3

○
○
○
○

1,330円

OCP4

○
○
－
○

1,180円

OCP5

○
－
○
－
220円

OCP6

○
－
○
○

1,160円

OCP7

○
－
－
○

1,010円

OCP2

○
○
○
－
390円

補
償
内
容

保
険
金
額

自
己
負
担
額

オプションプラン名

毎月の保険料

0円
3,000円
5,000円
3,000円

個人賠償責任補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

◎個人型用オプション（特約）について

◆ホールインワン・アルバトロス費用補償

　日本国内のゴルフ場でホールインワン・アルバトロスを達成した場合に慣
習として行う祝賀会費用等を補償します。
※本制度では、ゴルファー保険と重複加入できませんのでご注意ください。

ホールインワン・アルバトロス費用

※ホールインワン特約は、ゴルファー保険と同時にセットすることは
できません。ホールインワンまたは、ゴルファー保険のどちらかを
お選びください。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

〈家族型用ホールインワン特約保険料表〉

オプションプラン名
保 険 金 額
補 償 対 象 者
毎 月の 保 険 料

OHA1

家族全員
340円

OHA2
20万円
夫婦のみ
210円

OHA3　

個人のみ
140円

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

（保険期間1年、団体割引20％、優良割引25％）

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

※○が補償されます。　※自己負担額は1事故あたりの金額です。

国内示談交渉サービス付き

※過去の支払保険金により優良割引が25％となりました。そのため、保険料の変更を行っています。

　ご家族全員の日常生活における法律上の賠償責任を補償します。
基本補償と合わせて2億円までの保険金額となります。
※ご家族の範囲：①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者
の同居の親族④本人またはその配偶者の別居の未婚の子⑤本
人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法
定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方
（本人の親族にかぎります。）。ただし、本人に関する事故にかぎり
ます。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、
親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わっ
て責任無能力者を監督する方（その責任無能力者の親族にかぎ
ります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

カメラを
落として壊した

財布をすられた

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

携行品損害補償

受託品賠償責任補償

住宅内生活用動産補償

再調達価額で
お支払い！
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－ 15 － － 16 －

団体長期障害所得補償保険「Group Long Term Disability」

（保険期間1年、団体割引20%適用）

※上記はあくまでもイメージ図です。
（注1）ご加入直前12か月における所得の平均月間額の40％まで。

団体割引
20％
団体割引
20％

『病気・ケガにより中長期にわたり働けなくなる』という大きなリスク…。
そんなときに収入の減少をカバーし、生活を守ってくれる保険がないものか…。

そんなとき、お役にたつのが『団体長期障害所得補償保険オプション』です！

－千葉県庁生協の団体長期障害所得補償保険オプションの特長－

病気・ケガにより
働けなくなったとき、
60歳まで
長期補償が
可能です。

①
保険金はご契約
金額に合わせて
定額でお支払い

します。

②
一部復職時（※1）や
医師の指示に
もとづく

自宅療養期間中
も補償されます。

③
精神障害による
就業障害も一部
補償されます。

④
県庁生協のスケール
メリットを活かし、
団体割引率
20％を適用
しています。

⑤

※対象期間は2年間が
　限度
※薬物依存やアルコール
　依存は補償の対象外
　です。

※1 仕事に復職しても障害が残り、収入が20％を超えて減少しているような場合には、その割合に応じて保険金をお支払いします。

団体長期障害所得補償保険オプションの仕組み

オプション加入例

◆対象期間60歳満了型・支払対象外期間3年（1095日）
◆保険金額月額20万円（4口）
◆女性32歳
◆天災危険補償特約、精神障害補償特約（2年間補償）、
　妊娠に伴う身体障害補償特約セット

加
入
条
件

1,992円

月
額
保
険
料

病気やケガで就業障害になった場合、設定された支払対象外期間を経
過後、就業障害が続くかぎり最長60歳まで、保険金が支払われます。

50％

100％

健
康
時
の
年
収（
賞
与
を
含
み
ま
す
。）

賞

　与

月

　
　収

有
給
休
暇
・
積
立
年
次
有
給
休
暇
等

健康保険
傷病手当金
など

障害年金（障害認定された場合）

『団体長期障害所得補償保険』
による収入補償（健康時の収入の40％まで）

最高6口まで（月額5～30万円）

3年（1095日）

60歳まで

支払対象外期間

就業障害
発生

（注1）

団体長期障害所得補償保険（オプション）団体長期障害所得補償保険（オプション）

団体長期障害所得補償保険は、告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入
いただく場合があります。

・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（平成29年5月現在）
・保険料は、保険始期日（・中途加入日）時点の満年齢によります。
・年齢は、保険期間の初日現在（中途加入の場合は、中途加入日時点）の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。

●告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。

※告知していただく内容はP21に記載されていますのでご確認ください。

保険金お支払例

1口あたり月額保険料

例えば、①月額補償額：保険金月額20万円(4口)、②支払対象外期間3年（1095日）、③対象期間
60歳まで、でご契約のＡさん（年齢40歳）が就業障害となった場合…。

脳こうそくで倒れ入院。6か月後に退院をしたが、重度の
後遺障害が残り、全く仕事復帰できない状態となった…

●保険金支払対象期間：
　12か月×17年＝204か月
●お支払いする保険金
　20万円×204か月
　　　　　　　　　　　＝ 4，080万円

【お支払例 その1】

脳こうそくで倒れ入院。6か月後に退院したが、その後、
後遺症が残り1年間自宅療養してから業務に復帰。
復帰後は平均して倒れる前の半分程度の一部復職。

●保険金支払対象期間：
　所得喪失率50％期間204か月（17年間）
●お支払いする保険金
　20万円×204か月×50％＝ 2，040万円

【お支払例 その2】

満15－24歳  447円  323円
満25－29歳  448円  401円
満30－34歳  463円  498円
満35－39歳  542円  684円
満40－44歳  721円  985円
満45－49歳  895円  1,170円
満50－54歳  818円  986円

年齢区分
男　性 女　性

支払基礎所得月額 支払基礎所得月額月払保険料 月払保険料

（保険期間1年間、支払対象外期間3年（1095日）、団体割引20％、天災危険補償、精神障害補償、妊娠に伴う身体障害補償特約セット）

ご注意

1口
50,000円

1口
50,000円

健康状態に関する告知のみでご加入いただけます

※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

告知の大切さに
ついての説明
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＜団体長期障害所得補償保険オプション保険料＞オプションプラン名：OE型

（ご加入の各条件について）
  保 険 期 間：1年間
  対 象 期 間：60歳まで
  支 払 対 象 外 期 間：3年（1095日）

  ご加入いただける限度口数：６口まで
  ご 加 入 い た だ け る 年 齢：54歳まで
  支 払 基 礎 所 得 月 額：１口 50,000円

団体長期障害所得補償保険は、団体傷害総合保険のオプションとなります。
本オプションにご加入される方は、必ず団体傷害総合保険とセットでご加入ください。
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団体長期障害所得補償保険「Group Long Term Disability」

（保険期間1年、団体割引20%適用）

※上記はあくまでもイメージ図です。
（注1）ご加入直前12か月における所得の平均月間額の40％まで。

団体割引
20％
団体割引
20％

『病気・ケガにより中長期にわたり働けなくなる』という大きなリスク…。
そんなときに収入の減少をカバーし、生活を守ってくれる保険がないものか…。

そんなとき、お役にたつのが『団体長期障害所得補償保険オプション』です！

－千葉県庁生協の団体長期障害所得補償保険オプションの特長－

病気・ケガにより
働けなくなったとき、
60歳まで
長期補償が
可能です。

①
保険金はご契約
金額に合わせて
定額でお支払い

します。

②
一部復職時（※1）や
医師の指示に
もとづく

自宅療養期間中
も補償されます。

③
精神障害による
就業障害も一部
補償されます。

④
県庁生協のスケール
メリットを活かし、
団体割引率
20％を適用
しています。

⑤

※対象期間は2年間が
　限度
※薬物依存やアルコール
　依存は補償の対象外
　です。

※1 仕事に復職しても障害が残り、収入が20％を超えて減少しているような場合には、その割合に応じて保険金をお支払いします。

団体長期障害所得補償保険オプションの仕組み

オプション加入例

◆対象期間60歳満了型・支払対象外期間3年（1095日）
◆保険金額月額20万円（4口）
◆女性32歳
◆天災危険補償特約、精神障害補償特約（2年間補償）、
　妊娠に伴う身体障害補償特約セット

加
入
条
件

1,992円

月
額
保
険
料

病気やケガで就業障害になった場合、設定された支払対象外期間を経
過後、就業障害が続くかぎり最長60歳まで、保険金が支払われます。

50％

100％

健
康
時
の
年
収（
賞
与
を
含
み
ま
す
。）

賞

　与

月

　
　収

有
給
休
暇
・
積
立
年
次
有
給
休
暇
等

健康保険
傷病手当金
など

障害年金（障害認定された場合）

『団体長期障害所得補償保険』
による収入補償（健康時の収入の40％まで）

最高6口まで（月額5～30万円）

3年（1095日）

60歳まで

支払対象外期間

就業障害
発生

（注1）

団体長期障害所得補償保険（オプション）団体長期障害所得補償保険（オプション）

団体長期障害所得補償保険は、告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入
いただく場合があります。

・本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（平成29年5月現在）
・保険料は、保険始期日（・中途加入日）時点の満年齢によります。
・年齢は、保険期間の初日現在（中途加入の場合は、中途加入日時点）の満年齢とします。
・ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。

●告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。

※告知していただく内容はP21に記載されていますのでご確認ください。

保険金お支払例

1口あたり月額保険料

例えば、①月額補償額：保険金月額20万円(4口)、②支払対象外期間3年（1095日）、③対象期間
60歳まで、でご契約のＡさん（年齢40歳）が就業障害となった場合…。

脳こうそくで倒れ入院。6か月後に退院をしたが、重度の
後遺障害が残り、全く仕事復帰できない状態となった…

●保険金支払対象期間：
　12か月×17年＝204か月
●お支払いする保険金
　20万円×204か月
　　　　　　　　　　　＝ 4，080万円

【お支払例 その1】

脳こうそくで倒れ入院。6か月後に退院したが、その後、
後遺症が残り1年間自宅療養してから業務に復帰。
復帰後は平均して倒れる前の半分程度の一部復職。

●保険金支払対象期間：
　所得喪失率50％期間204か月（17年間）
●お支払いする保険金
　20万円×204か月×50％＝ 2，040万円

【お支払例 その2】

満15－24歳  447円  323円
満25－29歳  448円  401円
満30－34歳  463円  498円
満35－39歳  542円  684円
満40－44歳  721円  985円
満45－49歳  895円  1,170円
満50－54歳  818円  986円

年齢区分
男　性 女　性

支払基礎所得月額 支払基礎所得月額月払保険料 月払保険料

（保険期間1年間、支払対象外期間3年（1095日）、団体割引20％、天災危険補償、精神障害補償、妊娠に伴う身体障害補償特約セット）

ご注意

1口
50,000円

1口
50,000円

健康状態に関する告知のみでご加入いただけます

※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

告知の大切さに
ついての説明
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体
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害
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ン
）
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額
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＜団体長期障害所得補償保険オプション保険料＞オプションプラン名：OE型

（ご加入の各条件について）
  保 険 期 間：1年間
  対 象 期 間：60歳まで
  支 払 対 象 外 期 間：3年（1095日）

  ご加入いただける限度口数：６口まで
  ご 加 入 い た だ け る 年 齢：54歳まで
  支 払 基 礎 所 得 月 額：１口 50,000円

団体長期障害所得補償保険は、団体傷害総合保険のオプションとなります。
本オプションにご加入される方は、必ず団体傷害総合保険とセットでご加入ください。
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介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）

からだの安心をトータルパッケージからだの安心をトータルパッケージからだの安心をトータルパッケージ

ご両親が要介護状態となったら・・・ご両親が要介護状態となったら・・・ご両親が要介護状態となったら・・・

疾病補償プラン は傷害総合保険のオプションプランです！！ 

親孝行一時金 親が公的介護保険制度において要介護2から５と認定され、
その状態が９０日を超えて継続した場合に、親孝行一時金をお支払いします。

疾病

介護一時金付 新・団体医療保険追加プラン

〈親孝行一時金オプションの補償内容と保険料〉（保険期間１年　団体割引２０％　優良割引25％）

補償内容
親孝行一時金

対象になる両親の年齢（保険始期時平成29年10月1日の満年齢）
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

FO
プラン名

100万円
保険料（月額：円）

  20円
  30円
  50円
  90円
190円
400円

補償内容
疾病入院保険金（1日につき）

疾病退院後通院保険金（1日につき）
疾病手術保険金
疾病退院一時金

三大疾病診断保険金
介護一時金

先進医療等費用補償
ご加入される方の年齢（保険始期時平成29年10月1日の満年齢）

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

F1
1,000円

500円

190円
190円
190円
190円
190円
240円
310円
430円
630円
940円

1,380円
2,150円
3,240円
4,700円

F2
2,000円
1,000円

240円
240円
240円
240円
240円
300円
400円
520円
740円

1,070円
1,550円
2,400円
3,570円
5,200円

F3
プラン名

3,000円
1,500円

300円
300円
300円
300円
300円
380円
480円
620円
840円

1,200円
1,710円
2,640円
3,900円
5,700円

入院保険金日額×10倍（入院時）、5倍（外来時）
5万円

100万円
300万円
300万円

保険料（月額：円）

F4
4,000円
2,000円

350円
350円
350円
350円
350円
440円
560円
710円
940円

1,330円
1,880円
2,890円
4,230円
6,200円

F5
5,000円
2,500円

400円
400円
400円
400円
400円
520円
640円
810円

1,040円
1,460円
2,030円
3,140円
4,560円
6,700円

保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年
齢によります。年齢は保険始日時点での満年齢
となります。中途加入の場合は、中途加入日時点
での満年齢となります。ご契約は１年ごとの更新
となりますので更新加入の保険料は更新時の保
険始期日時点の満年齢による保険料となります。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります。
　（平成29年5月現在）

保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。年齢は保険始日時点での満年齢となります。中途加入の場合は、中途加入日時点での
満年齢となります。ご契約は１年ごとの更新となりますので更新加入の保険料は更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（平成29年5月現在）

介護一時金付 新・団体医療保険は、告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入
いただく場合があります。

新規のご加入は対象になる両親の年齢が満69歳、その後の継続は満70～79歳
までご加入いただけます。

●告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。

入院した
ときには

疾病もがんも、
入院1日目から
補償します。
（注）1回の入院
で180日まで
お支払い。ご継
続の保険期間を
通じて1,000
日まで補償。

通院した
ときには

病気やがんは、
４日を超えて
入院された後の
退院後の通院を
補償します。

（90日限度）

手術を受けた
ときには

所定の手術を受
けた場合、入院
保険金日額に入
院 中 の 手 術 は
10倍、入院を伴
わない外来の手
術は5倍を乗じ
た額をお支払い
します。何度で
もお支払いしま
すので安心です。
※なお、手術の
種類によって
は回数制限
があります。

退院された
ときには

２０日を超えて
入院した後で無
事退院された場
合に、お見舞い
のお礼などの費
用として、疾病
退院一時金をお
支払いします。

三大疾病の診断を
受けたときには
がん、急性心筋
こうそく、脳卒
中に該当した場
合に、三大疾病
診断保険金をお
支払いします。

要介護状態と
なったときには
病気・ケガにより
所 定 の 要 介 護
状態（公的介護
保険制度におけ
る要介護２から
５相当の状態を
いいます。）が９０
日を超えて継続
した場合に、介
護一時金をお支
払いします。

先進医療等を
受けたときには
病気・ケガにより
先進医療等（先
進医療および臓
器移植術）を受
けた場合に、先
進 医 療 の 技 術
料や臓器移植に
要する費用をお
支払いします。

先進医療とは？
先進医療とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技
術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧く
ださい。（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

先進医療の費用は？

要介護認定者数の推移

先進医療の「技術料」には健康保険が適用されないため、全額自己負担となります。（投薬・入院料等）については健康保険が適用されます。）
従って、先進医療の内容によっては、高額な医療費が必要となる場合もあります。
●先進医療の例（平成24年7月1日～平成25年6月30日）

●先進医療に係る技術料は先進医療の種類および先進医療を実施している医療機関により異なります。
 （数千円～数百万円まで、さまざまです。）

技術名
陽子線治療

重粒子線治療

年間実施人数
2,170人
1,286人

１人あたり平均費用
258万5,912円
303万6,828円 厚生労働省　平成26年1月16日

「第14回 先進医療会議」資料

公的介護保険制度における要介護認定者数は
年々増加しています。高齢化の進展にともない、
今後ますます増加していくことが予想されます。

要介護状態になった場合の費用負担
要介護状態になった場合には、介護料金はもちろん、様々な費用が発生します。
一時的な支出（住宅改造や介護用ベッドの購入など）も高額になる可能性があります。

〈疾病補償プランの補償内容と保険料〉
（保険期間１年　団体割引２０％　優良割引25％　先進医療等費用は天災危険補償特約セット）

健康状態に関する告知のみでご加入いただけます

※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※告知していただく内容はP21に記載されていますのでご確認ください。

告知の大切さに
ついての説明

（ご加入の各条件について）
　・保険期間：1年間　  　・ご加入いただける年齢：69歳まで（ご継続は70歳まで）

〔千葉県庁生協では下記保険の他、終身医療保険（アクサ保険）もお取扱いしております。〕

介護一時金
支払特約

病気・ケガにより所定の要介護状態（公的介護保険制度における要介護2から5相当の状態をいいます。）
が90日を超えて継続した場合に、介護一時金をお支払いします。
※保険金をお支払いした場合、この特約は失効します。

親孝行一時金
支払特約

本人の親が公的介護保険制度において要介護2から5と認定され、その状態が90日を超えて継続
した場合に、親孝行一時金をお支払いします。
※保険金をお支払いした場合、この特約は失効します。

384 432 453 485 530 561

2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2012年

【介護費用（一時的な費用の合計）】

生命保険文化センター「平成24年度生命保険に関する全国実態調査」
厚生労働省　「介護保険事業状況報告（平成24年度 年報）」

掛かった費用はない
15万円未満

15～25万円未満
25～50万円未満
50～100万円未満
100～150万円未満
150～200万円未満
200万円以上

不明

16.4%
15.8%
7.6%
6.9%
8.7%
7.2%
1.6%
7.6%
28.1%

平均 91万円

【要介護認定者数の推移（単位：万人）】

【介護費用（月額）】
支払った費用はない

1万円未満
1万～2.5万円未満
2.5～5万円未満
5～7.5万円未満
7.5～10万円未満
10～12.5万円未満
12.5～15万円未満
15万円以上
不明

平均 7.7万円

4.1%
6.3%
14.1%
11.3%
13.7%
3.5%
10.4%
3.3%
14.1%
19.2%
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介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）

からだの安心をトータルパッケージからだの安心をトータルパッケージからだの安心をトータルパッケージ

ご両親が要介護状態となったら・・・ご両親が要介護状態となったら・・・ご両親が要介護状態となったら・・・

疾病補償プラン は傷害総合保険のオプションプランです！！ 

親孝行一時金 親が公的介護保険制度において要介護2から５と認定され、
その状態が９０日を超えて継続した場合に、親孝行一時金をお支払いします。

疾病

介護一時金付 新・団体医療保険追加プラン

〈親孝行一時金オプションの補償内容と保険料〉（保険期間１年　団体割引２０％　優良割引25％）

補償内容
親孝行一時金

対象になる両親の年齢（保険始期時平成29年10月1日の満年齢）
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

FO
プラン名

100万円
保険料（月額：円）

  20円
  30円
  50円
  90円
190円
400円

補償内容
疾病入院保険金（1日につき）

疾病退院後通院保険金（1日につき）
疾病手術保険金
疾病退院一時金

三大疾病診断保険金
介護一時金

先進医療等費用補償
ご加入される方の年齢（保険始期時平成29年10月1日の満年齢）

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳

F1
1,000円

500円

190円
190円
190円
190円
190円
240円
310円
430円
630円
940円

1,380円
2,150円
3,240円
4,700円

F2
2,000円
1,000円

240円
240円
240円
240円
240円
300円
400円
520円
740円

1,070円
1,550円
2,400円
3,570円
5,200円

F3
プラン名

3,000円
1,500円

300円
300円
300円
300円
300円
380円
480円
620円
840円

1,200円
1,710円
2,640円
3,900円
5,700円

入院保険金日額×10倍（入院時）、5倍（外来時）
5万円

100万円
300万円
300万円

保険料（月額：円）

F4
4,000円
2,000円

350円
350円
350円
350円
350円
440円
560円
710円
940円

1,330円
1,880円
2,890円
4,230円
6,200円

F5
5,000円
2,500円

400円
400円
400円
400円
400円
520円
640円
810円

1,040円
1,460円
2,030円
3,140円
4,560円
6,700円

保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年
齢によります。年齢は保険始日時点での満年齢
となります。中途加入の場合は、中途加入日時点
での満年齢となります。ご契約は１年ごとの更新
となりますので更新加入の保険料は更新時の保
険始期日時点の満年齢による保険料となります。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります。
　（平成29年5月現在）

保険料は、保険始期日（中途加入日）時点の満年齢によります。年齢は保険始日時点での満年齢となります。中途加入の場合は、中途加入日時点での
満年齢となります。ご契約は１年ごとの更新となりますので更新加入の保険料は更新時の保険始期日時点の満年齢による保険料となります。
※本保険は介護医療保険料控除の対象となります。（平成29年5月現在）

介護一時金付 新・団体医療保険は、告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入
いただく場合があります。

新規のご加入は対象になる両親の年齢が満69歳、その後の継続は満70～79歳
までご加入いただけます。

●告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。

入院した
ときには

疾病もがんも、
入院1日目から
補償します。
（注）1回の入院
で180日まで
お支払い。ご継
続の保険期間を
通じて1,000
日まで補償。

通院した
ときには

病気やがんは、
４日を超えて
入院された後の
退院後の通院を
補償します。

（90日限度）

手術を受けた
ときには

所定の手術を受
けた場合、入院
保険金日額に入
院 中 の 手 術 は
10倍、入院を伴
わない外来の手
術は5倍を乗じ
た額をお支払い
します。何度で
もお支払いしま
すので安心です。
※なお、手術の
種類によって
は回数制限
があります。

退院された
ときには

２０日を超えて
入院した後で無
事退院された場
合に、お見舞い
のお礼などの費
用として、疾病
退院一時金をお
支払いします。

三大疾病の診断を
受けたときには
がん、急性心筋
こうそく、脳卒
中に該当した場
合に、三大疾病
診断保険金をお
支払いします。

要介護状態と
なったときには
病気・ケガにより
所 定 の 要 介 護
状態（公的介護
保険制度におけ
る要介護２から
５相当の状態を
いいます。）が９０
日を超えて継続
した場合に、介
護一時金をお支
払いします。

先進医療等を
受けたときには
病気・ケガにより
先進医療等（先
進医療および臓
器移植術）を受
けた場合に、先
進 医 療 の 技 術
料や臓器移植に
要する費用をお
支払いします。

先進医療とは？
先進医療とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技
術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧く
ださい。（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

先進医療の費用は？

要介護認定者数の推移

先進医療の「技術料」には健康保険が適用されないため、全額自己負担となります。（投薬・入院料等）については健康保険が適用されます。）
従って、先進医療の内容によっては、高額な医療費が必要となる場合もあります。
●先進医療の例（平成24年7月1日～平成25年6月30日）

●先進医療に係る技術料は先進医療の種類および先進医療を実施している医療機関により異なります。
 （数千円～数百万円まで、さまざまです。）

技術名
陽子線治療

重粒子線治療

年間実施人数
2,170人
1,286人

１人あたり平均費用
258万5,912円
303万6,828円 厚生労働省　平成26年1月16日

「第14回 先進医療会議」資料

公的介護保険制度における要介護認定者数は
年々増加しています。高齢化の進展にともない、
今後ますます増加していくことが予想されます。

要介護状態になった場合の費用負担
要介護状態になった場合には、介護料金はもちろん、様々な費用が発生します。
一時的な支出（住宅改造や介護用ベッドの購入など）も高額になる可能性があります。

〈疾病補償プランの補償内容と保険料〉
（保険期間１年　団体割引２０％　優良割引25％　先進医療等費用は天災危険補償特約セット）

健康状態に関する告知のみでご加入いただけます

※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
※告知していただく内容はP21に記載されていますのでご確認ください。

告知の大切さに
ついての説明

（ご加入の各条件について）
　・保険期間：1年間　  　・ご加入いただける年齢：69歳まで（ご継続は70歳まで）

〔千葉県庁生協では下記保険の他、終身医療保険（アクサ保険）もお取扱いしております。〕

介護一時金
支払特約

病気・ケガにより所定の要介護状態（公的介護保険制度における要介護2から5相当の状態をいいます。）
が90日を超えて継続した場合に、介護一時金をお支払いします。
※保険金をお支払いした場合、この特約は失効します。

親孝行一時金
支払特約

本人の親が公的介護保険制度において要介護2から5と認定され、その状態が90日を超えて継続
した場合に、親孝行一時金をお支払いします。
※保険金をお支払いした場合、この特約は失効します。

384 432 453 485 530 561

2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2012年

【介護費用（一時的な費用の合計）】

生命保険文化センター「平成24年度生命保険に関する全国実態調査」
厚生労働省　「介護保険事業状況報告（平成24年度 年報）」

掛かった費用はない
15万円未満

15～25万円未満
25～50万円未満
50～100万円未満
100～150万円未満
150～200万円未満
200万円以上

不明

16.4%
15.8%
7.6%
6.9%
8.7%
7.2%
1.6%
7.6%
28.1%

平均 91万円

【要介護認定者数の推移（単位：万人）】

【介護費用（月額）】
支払った費用はない

1万円未満
1万～2.5万円未満
2.5～5万円未満
5～7.5万円未満
7.5～10万円未満
10～12.5万円未満
12.5～15万円未満
15万円以上
不明

平均 7.7万円

4.1%
6.3%
14.1%
11.3%
13.7%
3.5%
10.4%
3.3%
14.1%
19.2%
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保険金をお支払いする場合
◆第三者に対する賠償責任は、ゴルフの練習・プレー・指導中（場所を問いません。）およびゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそ
れに付随する行為中（更衣・休憩・食事・入浴など）の偶然な事故により、被保険者（保険の対象となる方）が誤って他人（キャディを含みま
す。）にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、相手に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟にな
った場合の費用をお支払いします。
◆ゴルファー自身の傷害については、ゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中（更衣・休憩・食事・入浴等）に、急
激かつ偶然な外来の事故によりご自分がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
◆ゴルフ用品の損害については、ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。
　①ゴルフ用品の盗難（ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。）、②ゴルフクラブの破
損・曲損（注）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損は、お支払いの対象となりません。
◆日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として
負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技
者1名以上と基準打数（パー）35以上の9ホール（ハーフ）、または基準打数（パー）35以上の9ホール（ハーフ）を含む18ホールを正規
にラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則と
して保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。

（注）保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

保険金の請求
　事故通知書（P24）をご利用いただくか、損保ジャパン日本興亜（連絡先は事故通知書に記載しております。）にご連絡ください。ご連絡
が遅れますと保険金が支払われないことがあります。
保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。

　キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象と
なりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の
参加者または競技委員が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール（球孔）
に入るまで連続した映像のものにかぎります。）が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者（※）が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
　（※）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の
　　　企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。

①所定の保険金請求書
②所定のホールインワン証明書
　次の方々全員の署名または記名捺印が必要です。
　●同伴競技者
　●キャディ
　　（当日あなたについていた当該ゴルフ場所属キャディ）
　●当該ゴルフ場の責任者
③費用の支払いを証明する領収書
④アテスト済のスコアカード（写）
⑤その他必要とする書類　　　　　　　　　　　　　など

A．ホールインワン費用またはアルバトロス費用を
　請求される場合 ①所定の保険金請求書

②事故証明書
③示談書
④診断書
⑤損害見積書
⑥その他必要とする書類　　　　　　　　　　　　　など
※発生場所がゴルフ場の場合は、ゴルフ場の証明書が必要と
　なります。

B．ホールインワン以外の保険金を請求される場合

キャディが同伴しないいわゆる「セルフプレー」について

ご
注
意
！

例えば
G2（おすすめ）コースで

加入の場合
（年間保険料）

ゴルファー
必須の

ワイドな補償！

ゴルファー保険ゴルファー保険
団体割

引

25％適
用

夢のホールインワンからプレー中の思わぬ事故までワイドに補償します！夢のホールインワンからプレー中の思わぬ事故までワイドに補償します！
ご加入コースと保険金額・年払保険料

保険期間

（保険期間1年　団体割引25％）

◆団体割引は、本団体契約の前年の加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
◆ゴルファー保険は現団体傷害総合保険の優良割引は適用されません。
＊身体傷害の保険金額をいいます。

平成29年10月1日午後4時から1年間

保険料の支払方法 平成29年10月分給与から控除となります。（年1回払い）

ゴルファー保険は団体割引25％でお得です！ゴルファー保険は団体割引25％でお得です！
一般加入　8,100円
団体加入　5,670円（Ｇ2） 2,430円

もお得です！
●練習・プレーも安心。他人への賠償も補償します！
●ゴルフ中の思わぬケガを補償します！ 
●練習場・ゴルフ場でのゴルフ用品の盗難等も補償します！
●夢のホールインワン達成時には記念品の購入費用等をお支払いします！　

もし、他のプレイヤーにケガをさせて
しまったら…

飛んできたボールでご自分が
大ケガしたら…

もし、大切なゴルフ用品が破損したら… 感激のホールインワンを達成！！
でも…

ゴルフ競技場、練習中などに、他の人にケガを負わ
せてしまったり、物を壊して法律上の賠償責任を
負った場合にその損害を補償します。

ゴルフ場内または、ゴルフ練習場内で、ゴルフクラブが
破損・曲損した場合、ゴルフ用品が盗難にあった場合は、
保険金額を限度として①ゴルフクラブの修理費用②盗
難による損害額をお支払いします。

ゴルフ場内で、ゴルフ競技、練習中などに
起こった偶然の事故によってケガをした
ときには、①死亡保険金②後遺障害保険
金③入院保険金④通院保険金をお支払
いします。

国内のゴルフ場内において、ゴルフ競技中
にホールインワンまたはアルバトロスを達
成し、慣習上負担する贈呈用記念品代（現
金・商品券等を除きます。）・祝賀会費用・記
念植樹費用・キャディへの謝礼費用を保険
金額を限度としてお支払いします。

賠 償 責 任 事 故

ゴ ル フ 用 品 の 損 害

ホールインワン・アルバトロス費用

年　間　保　険　料

基　本　コ　ー　ス

Ｇ１

 110万円

上記金額の100％～4％

 1,650円

 1,100円

 2,000万円

 10万円

  20万円

 2,910円

お す す め コ ー ス

G2

 240万円

上記金額の100％～4％

 3,600円

 2,400円

 4,000万円

 20万円

 40万円

 5,670円

安　心　コ　ー　ス

G3

 290万円

上記金額の100％～4％

 4,350円

 2,900円

 1億円

 35万円

 100万円

 12,520円

死　亡*

後　遺　障　害

入　院　日　額

通　院　日　額

傷

　
　害

※ゴルフ用品には、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設
計された物および被服類、またそれらを収容するバック類をいいます。
（ただし時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は含まれません。）また、
ゴルフボールのみの盗難はお支払いの対象となりません。
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保険金をお支払いする場合
◆第三者に対する賠償責任は、ゴルフの練習・プレー・指導中（場所を問いません。）およびゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそ
れに付随する行為中（更衣・休憩・食事・入浴など）の偶然な事故により、被保険者（保険の対象となる方）が誤って他人（キャディを含みま
す。）にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、相手に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟にな
った場合の費用をお支払いします。
◆ゴルファー自身の傷害については、ゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中（更衣・休憩・食事・入浴等）に、急
激かつ偶然な外来の事故によりご自分がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
◆ゴルフ用品の損害については、ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。
　①ゴルフ用品の盗難（ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。）、②ゴルフクラブの破
損・曲損（注）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損は、お支払いの対象となりません。
◆日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として
負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技
者1名以上と基準打数（パー）35以上の9ホール（ハーフ）、または基準打数（パー）35以上の9ホール（ハーフ）を含む18ホールを正規
にラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則と
して保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。

（注）保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

保険金の請求
　事故通知書（P24）をご利用いただくか、損保ジャパン日本興亜（連絡先は事故通知書に記載しております。）にご連絡ください。ご連絡
が遅れますと保険金が支払われないことがあります。
保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。

　キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象と
なりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の
参加者または競技委員が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール（球孔）
に入るまで連続した映像のものにかぎります。）が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者（※）が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合
　（※）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の
　　　企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。

①所定の保険金請求書
②所定のホールインワン証明書
　次の方々全員の署名または記名捺印が必要です。
　●同伴競技者
　●キャディ
　　（当日あなたについていた当該ゴルフ場所属キャディ）
　●当該ゴルフ場の責任者
③費用の支払いを証明する領収書
④アテスト済のスコアカード（写）
⑤その他必要とする書類　　　　　　　　　　　　　など

A．ホールインワン費用またはアルバトロス費用を
　請求される場合 ①所定の保険金請求書

②事故証明書
③示談書
④診断書
⑤損害見積書
⑥その他必要とする書類　　　　　　　　　　　　　など
※発生場所がゴルフ場の場合は、ゴルフ場の証明書が必要と
　なります。

B．ホールインワン以外の保険金を請求される場合

キャディが同伴しないいわゆる「セルフプレー」について

ご
注
意
！

例えば
G2（おすすめ）コースで

加入の場合
（年間保険料）

ゴルファー
必須の

ワイドな補償！

ゴルファー保険ゴルファー保険
団体割

引

25％適
用

夢のホールインワンからプレー中の思わぬ事故までワイドに補償します！夢のホールインワンからプレー中の思わぬ事故までワイドに補償します！
ご加入コースと保険金額・年払保険料

保険期間

（保険期間1年　団体割引25％）

◆団体割引は、本団体契約の前年の加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
◆ゴルファー保険は現団体傷害総合保険の優良割引は適用されません。
＊身体傷害の保険金額をいいます。

平成29年10月1日午後4時から1年間

保険料の支払方法 平成29年10月分給与から控除となります。（年1回払い）

ゴルファー保険は団体割引25％でお得です！ゴルファー保険は団体割引25％でお得です！
一般加入　8,100円
団体加入　5,670円（Ｇ2） 2,430円

もお得です！
●練習・プレーも安心。他人への賠償も補償します！
●ゴルフ中の思わぬケガを補償します！ 
●練習場・ゴルフ場でのゴルフ用品の盗難等も補償します！
●夢のホールインワン達成時には記念品の購入費用等をお支払いします！　

もし、他のプレイヤーにケガをさせて
しまったら…

飛んできたボールでご自分が
大ケガしたら…

もし、大切なゴルフ用品が破損したら… 感激のホールインワンを達成！！
でも…

ゴルフ競技場、練習中などに、他の人にケガを負わ
せてしまったり、物を壊して法律上の賠償責任を
負った場合にその損害を補償します。

ゴルフ場内または、ゴルフ練習場内で、ゴルフクラブが
破損・曲損した場合、ゴルフ用品が盗難にあった場合は、
保険金額を限度として①ゴルフクラブの修理費用②盗
難による損害額をお支払いします。

ゴルフ場内で、ゴルフ競技、練習中などに
起こった偶然の事故によってケガをした
ときには、①死亡保険金②後遺障害保険
金③入院保険金④通院保険金をお支払
いします。

国内のゴルフ場内において、ゴルフ競技中
にホールインワンまたはアルバトロスを達
成し、慣習上負担する贈呈用記念品代（現
金・商品券等を除きます。）・祝賀会費用・記
念植樹費用・キャディへの謝礼費用を保険
金額を限度としてお支払いします。

賠 償 責 任 事 故

ゴ ル フ 用 品 の 損 害

ホールインワン・アルバトロス費用

年　間　保　険　料

基　本　コ　ー　ス

Ｇ１

 110万円

上記金額の100％～4％

 1,650円

 1,100円

 2,000万円

 10万円

  20万円

 2,910円

お す す め コ ー ス

G2

 240万円

上記金額の100％～4％

 3,600円

 2,400円

 4,000万円

 20万円

 40万円

 5,670円

安　心　コ　ー　ス

G3

 290万円

上記金額の100％～4％

 4,350円

 2,900円

 1億円

 35万円

 100万円

 12,520円

死　亡*

後　遺　障　害

入　院　日　額

通　院　日　額

傷

　
　害

※ゴルフ用品には、ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設
計された物および被服類、またそれらを収容するバック類をいいます。
（ただし時計、宝石、貴金属、財布等の携行品は含まれません。）また、
ゴルフボールのみの盗難はお支払いの対象となりません。
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健康状態に関する告知書について健康状態に関する告知書について

〈ステップ1〉下記の質問事項にご回答ください。

※こちらは見本です。実際には別途お渡しする告知書にご記入いただきます。

＜ ステップ2 ＞をご参照のうえ、＜１＞の被保険者
番号に対応する「疾病・症状」欄にご記入ください。
また、「加入する保険種類」に○をしてください。

「はい」の方は矢印に従い、説明をご確認ください。質問事項へのご回答がすべて「いいえ」であれば、特別な条件を付けずにご加入いた
だけます。ご加入いただく保険種類により、ご回答いただく質問事項が異なります。○印のある質問事項にご回答ください。

継続してご加入される方は、上記のほか、加入依頼書の「補償対象外とする疾病」欄記載の群に属するすべての疾病等については、
全保険期間補償対象外となります。

〈ステップ2〉〈ステップ1〉（4）で「はい」の方は下記「疾病･症状一覧表」を
ご確認のうえ、上記「疾病･症状」欄にご記入ください。

疾病･症状一覧表　　※Ⅰ欄に該当がある方はご加入いただけません。Ⅱ欄に該当がある方は条件付きでご加入いただけます。

疾病･症状 加入する保険種類

所得補償

〈ステップ3〉〈ステップ2〉でⅡ欄に該当がある方は以下の特別な条件が付きます。
※該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされます。 補償対象外とする疾病等が発病した場合については、保険金をお支払いできません。

A群
胃・腸の

疾　　病

炎症性腸疾患　
（かいよう性大腸炎
・クローン病）

胃・腸・
十二指腸のかいよう
腹膜炎　
胃・腸のポリープ
腸閉塞
大腸炎

B群
肝　臓・
胆のう・
すい臓の
疾　　病

肝硬変
慢性肝炎　　
肝肥大
すい炎

急性肝炎
肝のうよう
胆石
胆のう炎

C群
腎　臓・
泌尿器の
疾　　病

慢性腎炎
ネフローゼ　　
腎不全
副腎しゅよう

腎盂炎
急性腎炎
腎臓・膀胱・
尿路の結石

D群

E群

気管支・

肺の疾病

結核
肺線維症　　
慢性閉塞性肺疾患

（COPD（慢性気管
支炎・肺気腫など））

肋膜炎
膿胸　　
ぜんそく
気管支拡張症
肺炎
肺壊疽
自然気胸

脳血管・

循環器

関係の

疾病

脳卒中（脳出血・
脳こうそく（脳軟化）・
くも膜下出血）
心臓弁膜症
心筋こうそく
心筋症　　狭心症
不整脈
(心房細動など、人工
ペースメーカーを
使用した場合を含
みます。)
心雑音

高血圧症
静脈瘤

F群
腰・脊椎

の 疾 病

骨のしゅよう
性疾患

腰痛症
変形性脊椎症
ギックリ腰
椎間板ヘルニア
骨粗しょう症
後縦靭帯骨化症

補償対象外とする疾病･症状
該当する疾病群に属するすべての疾病
※例えばA群を補償対象外としてご加入いただく場合、上表記載の疾病に関わらず、
　胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。

全保険期間
＊継続契約においても
　原則として同様です。

特定疾病等
対象外特約

補償対象外期間 セットされる特約

欄 Ⅰ欄 Ⅱ欄疾病群所
得
補
償

団
体
長
期

障
害
所
得

団
体
用

医
療
保
険

H群 眼の疾病
白内障
緑内障　
網膜炎
網膜症

I群 ご婦人の
疾　　病

子宮筋腫
子宮内膜症
卵巣のう腫　　
乳腺症（乳腺線維腺
腫を含みます。）
不正出血

Z群

糖尿病
紫斑病　　
結核性疾患

（カリエスなど）　
脳しゅよう
悪性しゅよう

（各種がん・上皮内
新生物・肉腫）　　
白血病
悪性リンパ腫　　
アルツハイマー病　　
ベーチェット病
こうげん病

（全身性エリテマ
トーデス・強皮症・
皮膚筋炎・関節リウ
マチ・多発性動脈炎
など）　　
リウマチ熱　　
精神および行動の
障害（統合失調症・
気分（感情）障害

（躁うつ病、うつ病
など）・恐慌性

（パニック）障害・
心的外傷後
ストレス障害

（PTSD）・
アルコール依存
など）

欄 Ⅰ欄 Ⅱ欄疾病群

そ の 他

質　　問　　事　　項 ご確認・ご記入いただく事項

○

○

○

○

－

○

－

○

○

○

○

○

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

（注）上欄にご記入いただいた疾病・症状が、Ⅰ欄の疾病・症状に包含されると損保ジャパン日本興亜が判断するものについては、ご加入いただけな
い場合があります。またⅡ欄のいずれかの群の疾病・症状に包含されると損保ジャパン日本興亜が判断するものについては、その群に応じた
条件付きでご加入いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

告知日現在、お仕事に就かれていない、またはお仕事によ
る収入（勤労所得）を得ていない状態ですか。

（所得補償保険 家事従事者特約セットの場合）告知日現在、
主として家庭において炊事・掃除・洗濯および育児等の家
事を行っていない状態ですか。

「はい」の方はご加入いただけません。

団体長期
障害所得

団体用
医療保険

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

告知日現在、入院中ですか。
または告知日以降に入院もしくは手術※の予定がありま
すか。
※医師からすすめられている場合や医師と相談している場合を含

みます。

「はい」の方はご加入いただけません。

告知日から過去２年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄
に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または投
薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄に記載の疾病・症状の疑いの指

摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含
みます。

「はい」の方はご加入いただけません。

告知日から過去２年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅱ
欄に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または
投薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に記載の疾病・症状の疑いの指

摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含
みます。

「はい」の方は下記＜３＞の「疾病・症状一
覧表」Ⅱ欄に該当する疾病・症状すべてを
右欄にご記入ください。

「がん」のみまたは「三大疾病」
のみ補償する特約（がん保険特
約、がん診断保険金支払特約、
三大疾病診断保険金支払特約
等）を1つでもセットする場合。

今までに、がん（悪性新生物を
いいます。白血病、悪性リンパ
腫を含みます。）・上皮内がんに
より医師の診察、検査、治療ま
たは投薬を受けたことがありま
すか。
※医師よりがん（悪性新生物）・上皮

内がんの疑いの指摘を受けた場
合を含みます。

女性の方のみご回答ください。 告知日現在、妊娠中ですか。

「はい」の方はご加入いただけません。

「はい」の方はご加入いただけません。
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健康状態に関する告知書について健康状態に関する告知書について

〈ステップ1〉下記の質問事項にご回答ください。

※こちらは見本です。実際には別途お渡しする告知書にご記入いただきます。

＜ ステップ2 ＞をご参照のうえ、＜１＞の被保険者
番号に対応する「疾病・症状」欄にご記入ください。
また、「加入する保険種類」に○をしてください。

「はい」の方は矢印に従い、説明をご確認ください。質問事項へのご回答がすべて「いいえ」であれば、特別な条件を付けずにご加入いた
だけます。ご加入いただく保険種類により、ご回答いただく質問事項が異なります。○印のある質問事項にご回答ください。

継続してご加入される方は、上記のほか、加入依頼書の「補償対象外とする疾病」欄記載の群に属するすべての疾病等については、
全保険期間補償対象外となります。

〈ステップ2〉〈ステップ1〉（4）で「はい」の方は下記「疾病･症状一覧表」を
ご確認のうえ、上記「疾病･症状」欄にご記入ください。

疾病･症状一覧表　　※Ⅰ欄に該当がある方はご加入いただけません。Ⅱ欄に該当がある方は条件付きでご加入いただけます。

疾病･症状 加入する保険種類

所得補償

〈ステップ3〉〈ステップ2〉でⅡ欄に該当がある方は以下の特別な条件が付きます。
※該当する疾病群により、以下の特別な条件がセットされます。 補償対象外とする疾病等が発病した場合については、保険金をお支払いできません。

A群
胃・腸の

疾　　病

炎症性腸疾患　
（かいよう性大腸炎
・クローン病）

胃・腸・
十二指腸のかいよう
腹膜炎　
胃・腸のポリープ
腸閉塞
大腸炎

B群
肝　臓・
胆のう・
すい臓の
疾　　病

肝硬変
慢性肝炎　　
肝肥大
すい炎

急性肝炎
肝のうよう
胆石
胆のう炎

C群
腎　臓・
泌尿器の
疾　　病

慢性腎炎
ネフローゼ　　
腎不全
副腎しゅよう

腎盂炎
急性腎炎
腎臓・膀胱・
尿路の結石

D群

E群

気管支・

肺の疾病

結核
肺線維症　　
慢性閉塞性肺疾患

（COPD（慢性気管
支炎・肺気腫など））

肋膜炎
膿胸　　
ぜんそく
気管支拡張症
肺炎
肺壊疽
自然気胸

脳血管・

循環器

関係の

疾病

脳卒中（脳出血・
脳こうそく（脳軟化）・
くも膜下出血）
心臓弁膜症
心筋こうそく
心筋症　　狭心症
不整脈
(心房細動など、人工
ペースメーカーを
使用した場合を含
みます。)
心雑音

高血圧症
静脈瘤

F群
腰・脊椎

の 疾 病

骨のしゅよう
性疾患

腰痛症
変形性脊椎症
ギックリ腰
椎間板ヘルニア
骨粗しょう症
後縦靭帯骨化症

補償対象外とする疾病･症状
該当する疾病群に属するすべての疾病
※例えばA群を補償対象外としてご加入いただく場合、上表記載の疾病に関わらず、
　胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。

全保険期間
＊継続契約においても
　原則として同様です。

特定疾病等
対象外特約

補償対象外期間 セットされる特約

欄 Ⅰ欄 Ⅱ欄疾病群所
得
補
償

団
体
長
期

障
害
所
得

団
体
用

医
療
保
険

H群 眼の疾病
白内障
緑内障　
網膜炎
網膜症

I群 ご婦人の
疾　　病

子宮筋腫
子宮内膜症
卵巣のう腫　　
乳腺症（乳腺線維腺
腫を含みます。）
不正出血

Z群

糖尿病
紫斑病　　
結核性疾患

（カリエスなど）　
脳しゅよう
悪性しゅよう

（各種がん・上皮内
新生物・肉腫）　　
白血病
悪性リンパ腫　　
アルツハイマー病　　
ベーチェット病
こうげん病

（全身性エリテマ
トーデス・強皮症・
皮膚筋炎・関節リウ
マチ・多発性動脈炎
など）　　
リウマチ熱　　
精神および行動の
障害（統合失調症・
気分（感情）障害

（躁うつ病、うつ病
など）・恐慌性

（パニック）障害・
心的外傷後
ストレス障害

（PTSD）・
アルコール依存
など）

欄 Ⅰ欄 Ⅱ欄疾病群

そ の 他

質　　問　　事　　項 ご確認・ご記入いただく事項

○

○

○

○

－

○

－

○

○

○

○

○

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

（注）上欄にご記入いただいた疾病・症状が、Ⅰ欄の疾病・症状に包含されると損保ジャパン日本興亜が判断するものについては、ご加入いただけな
い場合があります。またⅡ欄のいずれかの群の疾病・症状に包含されると損保ジャパン日本興亜が判断するものについては、その群に応じた
条件付きでご加入いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

告知日現在、お仕事に就かれていない、またはお仕事によ
る収入（勤労所得）を得ていない状態ですか。

（所得補償保険 家事従事者特約セットの場合）告知日現在、
主として家庭において炊事・掃除・洗濯および育児等の家
事を行っていない状態ですか。

「はい」の方はご加入いただけません。

団体長期
障害所得

団体用
医療保険

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

ご回答 は　い いいえ

告知日現在、入院中ですか。
または告知日以降に入院もしくは手術※の予定がありま
すか。
※医師からすすめられている場合や医師と相談している場合を含

みます。

「はい」の方はご加入いただけません。

告知日から過去２年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄
に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または投
薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅰ欄に記載の疾病・症状の疑いの指

摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含
みます。

「はい」の方はご加入いただけません。

告知日から過去２年以内に、右記の「疾病・症状一覧表」Ⅱ
欄に記載の疾病・症状により医師の診察、検査、治療または
投薬を受けたことがありますか。
※医師より「疾病・症状一覧表」Ⅱ欄に記載の疾病・症状の疑いの指

摘を受け、検査等の結果が判明しない場合や経過観察中を含
みます。

「はい」の方は下記＜３＞の「疾病・症状一
覧表」Ⅱ欄に該当する疾病・症状すべてを
右欄にご記入ください。

「がん」のみまたは「三大疾病」
のみ補償する特約（がん保険特
約、がん診断保険金支払特約、
三大疾病診断保険金支払特約
等）を1つでもセットする場合。

今までに、がん（悪性新生物を
いいます。白血病、悪性リンパ
腫を含みます。）・上皮内がんに
より医師の診察、検査、治療ま
たは投薬を受けたことがありま
すか。
※医師よりがん（悪性新生物）・上皮

内がんの疑いの指摘を受けた場
合を含みます。

女性の方のみご回答ください。 告知日現在、妊娠中ですか。

「はい」の方はご加入いただけません。

「はい」の方はご加入いただけません。
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保険金をお支払いする場合
千葉県庁生協  団体傷害総合保険・ゴルファー保険 事故通知書

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  千葉火災新種保険金サービス課　行

上記をご記入いただき、下記番号にFAXください。後日、保険金請求書類一式を送付させていただきます。

〈おケガ・疾病の事故の場合〉

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  千葉火災新種保険金サービス課

損害保険ジャパン日本興亜株式会社　御中

平成　　　　年　　　　月　　　　日

FAX 043-225-7406
お客さまの重要な個人情報が含まれますので、FAX番号はお間違えのないよう充分ご注意ください。
※FAXをご利用されない場合は、お手数ですが上記内容をお電話にてご連絡ください。
（平日9～17時：043-221-2183、夜間休日：0120-727-110）

　貴社が本保険請求に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等貴社の取り扱う商品・各種サービスの案
内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から③まで、およびその他業務上必要とする範囲で取得・利用・提供または登録することに同
意します。
①貴社が前記１．の業務のため業務委託先、医療機関、修理工場、損害賠償請求に関する関係先、等に提供すること。または、これらの者から提供を受けること。
②貴社が保険制度の健全な運営のために一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社等に提供もしくは登録し、またはこれら

のものから提供を受けること。
③貴社が再保険契約や共同保険契約における引受保険会社からの保険金等の受領のために引受保険会社等に提供すること（引受保険会社等から他の引受保

険会社への提供を含む）。
　なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）について、保険業法施行規則により限定された目的以外に利用しません。
　損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言等については、右記公式ウェブサイトをご覧ください。　http://www.sjnk.co.jp/

※詳しくはパンフレットの「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。

保険金お受取り
までの手順

証 券 番 号

所 属 名

保 険 加 入 者

被 保 険 者
（おケガをされた方）

連 絡 先 住 所
（ 書 類 送 付 先 ）

事 故 の 種 類

事 故 月 日

事 故 場 所

事 故 状 況

フリガナ

フリガナ

〒

（自　宅）
（　　　）　　　－

（　　　）　　　－
（日中連絡先）

生年月日（T・S・H　　　年　　　月　　　日）

1.傷害　　　　2.賠償　　　　3.ゴルフ　　　　4.携行品　　　　5.疾病　　　　6.その他

平成　　　年　　　月　　　日　　　AM・PM　　　　　時頃

　　　　　県　　　　　　　市　　　　　　　区　　　　　　　町

加 入 者 番 号

職  員  番  号

電  話  番  号

病 傷 名

病 傷 程 度

ギ プ ス 等

医療機関名

部位

症状

□治癒済　□治療中

□ギプス　□包帯　□他（　　　　　　　　）

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

通院

入院

手術

月　　　日　～　　　月　　　日

月　　　日　～　　　月　　　日

□ 無
□ 有 （手術名　　　　　　　　　　　　　 ）

保 険 加 入 者
と  の  関  係

同 居 の 有 無 □ 無 　 　 □ 有
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事故請求方法事故請求方法

1）事故の日から30日以内に、事故の報告をしてください。30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
2）支払い保険金が10万円を超える大きなケガの場合の保険金は、「損保ジャパン日本興亜指定の診断書」でご請求ください。
　（他の損害保険会社の請求に診断書を提出した場合には、そのコピーでも構いません。）

●10万円以下のご請求の場合は、
　①診察券・領収書・薬袋のうちいずれかのコピーと ②「入通院申告書」をご提出ください。「損保ジャパン日本興亜指定の診断書」は
　　不要です。

　　※いずれの場合も、診察券本体や領収書原本は不要です。
3）家族・夫婦型プランにご加入で、本人以外がケガをされた場合、ご家族全員の記載のある住民票または、健康保険証（コピー）をご提出が
　必要な場合があります。

セーフティーライフプランにご加入の皆さまへ

事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください

保険金ご請求の皆さまへ ご請求の際のご注意

たとえば、
SA2型加入の千葉さんの場合
千葉さんが朝の通勤のホームで
転倒し、打撲。10日通院しました。

千葉さんの場合、支払保険金が10万円以下なので、診断書は不要です。

SA2の通院日額
2,400円×10日

＝受取保険金24,000円

1 2

345

お子さんが、自転車で転んでケ
ガをしてしまいました。家での手
当てでは少し心配なキズです。

損保ジャパン日本興亜から「保険金
請求手続き」の書類が届いたら、必
要事項をご記入・捺印し、必要な書
類を同封して返送します。保険金を受け取りました。

お母さんがお子さんを連れて病院へ。
お医者さんの診察を受けました。

早速、保険事故通知書に必要事項を記入し
ＦＡＸしました。
※保険事故通知書は、損保ジャパン日本興亜ま
たは生協までご連絡ください。あるいは次の
ページの事故通知書をコピーし、必要事項を
ご記入のうえＦＡＸしてください。

事故請求方法事故請求方法
※事故の日から30日以内にご通知のない場合、保険金をお支払いできない場合があります。
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保険金をお支払いする場合
千葉県庁生協  団体傷害総合保険・ゴルファー保険 事故通知書

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  千葉火災新種保険金サービス課　行

上記をご記入いただき、下記番号にFAXください。後日、保険金請求書類一式を送付させていただきます。

〈おケガ・疾病の事故の場合〉

損害保険ジャパン日本興亜株式会社  千葉火災新種保険金サービス課

損害保険ジャパン日本興亜株式会社　御中

平成　　　　年　　　　月　　　　日

FAX 043-225-7406
お客さまの重要な個人情報が含まれますので、FAX番号はお間違えのないよう充分ご注意ください。
※FAXをご利用されない場合は、お手数ですが上記内容をお電話にてご連絡ください。
（平日9～17時：043-221-2183、夜間休日：0120-727-110）

　貴社が本保険請求に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等貴社の取り扱う商品・各種サービスの案
内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から③まで、およびその他業務上必要とする範囲で取得・利用・提供または登録することに同
意します。
①貴社が前記１．の業務のため業務委託先、医療機関、修理工場、損害賠償請求に関する関係先、等に提供すること。または、これらの者から提供を受けること。
②貴社が保険制度の健全な運営のために一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社等に提供もしくは登録し、またはこれら

のものから提供を受けること。
③貴社が再保険契約や共同保険契約における引受保険会社からの保険金等の受領のために引受保険会社等に提供すること（引受保険会社等から他の引受保

険会社への提供を含む）。
　なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）について、保険業法施行規則により限定された目的以外に利用しません。
　損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言等については、右記公式ウェブサイトをご覧ください。　http://www.sjnk.co.jp/

※詳しくはパンフレットの「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、ご確認ください。

保険金お受取り
までの手順

証 券 番 号

所 属 名

保 険 加 入 者

被 保 険 者
（おケガをされた方）

連 絡 先 住 所
（ 書 類 送 付 先 ）

事 故 の 種 類

事 故 月 日

事 故 場 所

事 故 状 況

フリガナ

フリガナ

〒

（自　宅）
（　　　）　　　－

（　　　）　　　－
（日中連絡先）

生年月日（T・S・H　　　年　　　月　　　日）

1.傷害　　　　2.賠償　　　　3.ゴルフ　　　　4.携行品　　　　5.疾病　　　　6.その他

平成　　　年　　　月　　　日　　　AM・PM　　　　　時頃

　　　　　県　　　　　　　市　　　　　　　区　　　　　　　町

加 入 者 番 号

職  員  番  号

電  話  番  号

病 傷 名

病 傷 程 度

ギ プ ス 等

医療機関名

部位

症状

□治癒済　□治療中

□ギプス　□包帯　□他（　　　　　　　　）

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②

通院

入院

手術

月　　　日　～　　　月　　　日

月　　　日　～　　　月　　　日

□ 無
□ 有 （手術名　　　　　　　　　　　　　 ）

保 険 加 入 者
と  の  関  係

同 居 の 有 無 □ 無 　 　 □ 有
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体
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合
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事故請求方法事故請求方法

1）事故の日から30日以内に、事故の報告をしてください。30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできない場合があります。
2）支払い保険金が10万円を超える大きなケガの場合の保険金は、「損保ジャパン日本興亜指定の診断書」でご請求ください。
　（他の損害保険会社の請求に診断書を提出した場合には、そのコピーでも構いません。）

●10万円以下のご請求の場合は、
　①診察券・領収書・薬袋のうちいずれかのコピーと ②「入通院申告書」をご提出ください。「損保ジャパン日本興亜指定の診断書」は
　　不要です。

　　※いずれの場合も、診察券本体や領収書原本は不要です。
3）家族・夫婦型プランにご加入で、本人以外がケガをされた場合、ご家族全員の記載のある住民票または、健康保険証（コピー）をご提出が
　必要な場合があります。

セーフティーライフプランにご加入の皆さまへ

事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください事故（ケガ）に遭われたら、ただちにご連絡ください

保険金ご請求の皆さまへ ご請求の際のご注意

たとえば、
SA2型加入の千葉さんの場合
千葉さんが朝の通勤のホームで
転倒し、打撲。10日通院しました。

千葉さんの場合、支払保険金が10万円以下なので、診断書は不要です。

SA2の通院日額
2,400円×10日

＝受取保険金24,000円

1 2

345

お子さんが、自転車で転んでケ
ガをしてしまいました。家での手
当てでは少し心配なキズです。

損保ジャパン日本興亜から「保険金
請求手続き」の書類が届いたら、必
要事項をご記入・捺印し、必要な書
類を同封して返送します。保険金を受け取りました。

お母さんがお子さんを連れて病院へ。
お医者さんの診察を受けました。

早速、保険事故通知書に必要事項を記入し
ＦＡＸしました。
※保険事故通知書は、損保ジャパン日本興亜ま
たは生協までご連絡ください。あるいは次の
ページの事故通知書をコピーし、必要事項を
ご記入のうえＦＡＸしてください。

事故請求方法事故請求方法
※事故の日から30日以内にご通知のない場合、保険金をお支払いできない場合があります。
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保険契約者・加入被保険者

千葉県庁生活協同組合が保険契約者となり、その組合員が被保険者となります。ただし、首長、消防職および医師、看護師等専門的職業に就く
職員は本保険にご加入いただくことはできません。（加入の可否が不明な場合は問い合わせ先までご連絡願います。）

（注 1）被保険者とは事故の際の補償対象者であり、保険会社から保険金を受け取ることができる人のことです。
（注 2）保険料は被保険者の個人負担となります。

退職日の属する保険期間末日までに保険にご加入いただくことで、その保険期間末日から 5 年間の請求期間延長担保特約が自動的に付帯さ
れます（中途脱退された場合、特約はセットされません。）。これにより、退職日の属する保険期間終了後、5年以内は保険金支払対象となる損
害賠償請求が提起された場合に備えることができます。（保険料の追徴はありません。）

初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合も補償の対象となります。
ただし、保険期間開始日前に係争中であったもの、加入者が訴訟提起される状況を知っていた場合（住民監査請求がなされた場合など知って
いたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）など訴訟または損害賠償請求が提起されることを予見していたものは保険金支払の
対象とはなりません。

損害賠償請求期間延長特約について

補償対象期間

初年度契約の保険開始日

過去の公務

補償対象（お支払いの対象期間）

保険期間
訴訟原因となる行為
および訴えの発生時期について

★退職後も5年間安心です！★退職後も5年間安心です！

★初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務も対象となります！★初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務も対象となります！

ご加入コースと保険金額・年払保険料

保険期間

（保険期間1年）

※お一人さま1プランのみ加入が可能です。標準プランやおすすめプランを2口、標準プランとおすすめプラン両方に加入などはできませんのでご注意ください。
※期間中限度額：1年間の保険期間における保険金お支払限度額のことをいいます。
※ 1訴訟：1事故に付随して提起される訴訟すべてをいいます。よって、1事故に対して地方裁判所、高等裁判所等複数に渡る訴訟が発生した場合でも、保険

金額が限度となります。保険金額の復元はできません。
※自己負担額（免責金額）はございません。
※翌年度以降の保険料は損害率に応じて変動することがあります。
※中途加入の場合は、月割保険料となります。　　　

平成29年10月1日午後4時から
平成30年10月1日午後4時まで1年間

（毎月1日を始期として、中途加入も可）
○中途加入の申込締切日：毎月20日
○中途加入の保険期間：申込受付月より2か月後の1日から平成30年10月1日まで
○保険料のお支払方法：申込受付月より2か月後に給与控除となります。
※7月（9月1日始期）のお申込については、公務員賠償責任保険等一斉募集の関係上、受付を行って
　おりませんのでご注意ください。
※詳細は、千葉県庁生協保険事業課までお問い合わせください。

被保険者1名あたりの保険金額

住民訴訟・その他の損害賠償請求

損害賠償金
（1訴訟あたり）

争訟費用
（1訴訟あたり）

期間中限度額

保険料
（保険期間1年間、1名あたり）

おすすめ
プランS 8,400円プランA 7,000円プランB 5,000円プランC10,000円

【募集要項】

プラン名

プランS

プランA

プランB

プランC

申込締切日：平成29年7月25日（火）
申込手続き方法：加入依頼書に必要事
項を記入のうえ、千葉県庁生協保険事
業課へご提出ください。（継続加入の
方で変更のない方は加入依頼書ご提
出は不要です。）
保険料お支払方法：保険料のお支払い
については、平成29年10月分給与か
らの控除となります（年払い）。

安心！

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

おすすめ

結果として
敗訴＝

「職員個人から
損害額を回収」

公務員賠償責任保険公務員賠償責任保険

万一の場合に備え安心して公務に専念することができます！万一の場合に備え安心して公務に専念することができます！

住民訴訟 民事訴訟

 地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して保険期
間中に地方自治法第 242 条の 2 第 1 項第 4 号に規定され
る訴訟に基づく損害賠償請求がなされた場合に、職員が法律
上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争
訟費用（弁護士報酬・裁判費用など）および損害賠償金を保
険金額の範囲内でお支払いします。

地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して住民訴訟
以外の手段により損害賠償請求をうけた場合に、職員が法律
上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争
訟費用（弁護士報酬・裁判費用など）および損害賠償金を保
険金額の範囲内でお支払いします。訴訟提起がされていなく
ても保険金お支払いの対象となります。

公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・
公務員賠償責任保険追加特約・保険責任期間に関する追加条項等

【住民訴訟の例】
①第3セクターに対する
　補助金について、
　自治体に訴訟が提起され、
　職員が訴訟告知を受けた。

②著しい廉価で県有地を売却したことについて
　住民訴訟が提起され、その契約を行った職員が
　訴訟告知を受けた。

③税金滞納者に対して時効処理を適用したところ
　徴収する努力が不足していたとして担当者に
　損害賠償請求があるとされた。

【民事訴訟の例】
①職員の窓口対応に問題が
　あるとして職員が名誉き損で
　訴えられ、損害賠償責任が
　あるとされた。

②職員の対応（法令違反等を除きます。）が原因で、
　店舗の営業許可が遅れたことにより逸失利益が生じ、
　損害賠償責任があるとされた。

③個人情報を誤って漏えいし、プライバシー侵害として
　訴えられ、損害賠償責任があるとされた。

住民が職員個人を直接、訴えるケースも出てきています。
訴訟で地方公共団体側が敗訴した場合には、その地方公共団体が職員個人に責任を追及せざるを得なくなります。
これを二次訴訟と呼びます。（地方自治法第242条の3より）

地方公共団体として、職員個人に責任を追及しなくてはならない現実

　この保険は、公務員の職員の皆さまが公務員としての職務に起因する損害賠償請求などが住民側からなされた場合に皆さまが負担される争訟
費用（弁護士報酬・裁判費用など）と法律上の損害賠償金について保険金としてお支払いするものです。
★ 「住民訴訟」により住民側が勝訴した場合における、地方公共団体から職員個人に請求される損害賠償（＝「二次訴訟」）について保険金として補

償します。
★ 公務遂行に起因した住民訴訟以外の損害賠償請求による損害賠償についても保険金として補償します。

●セクハラ・パワハラの争訟費用を補償します！
　※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
　※損害賠償金はお支払いの対象外です。

●地方自治法243条の2第3項に定める首長からの賠償命令を補償します！
　●会計管理者やその事務を補助する職員、物品を使用している職員等が、現金、有価証券、物品等を重大な過失により紛

失したり損傷した場合に補償します。
　※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。

●住民監査請求も対象!
　※初住民監査請求における監査委員による賠償勧告も対象となります。

●建築主事の構造計算適合性判定等に起因する損害賠償請求も補償も対象!
　※構造計算適合性判定・各種許認可・計画通知に起因する損害賠償請求も対象となります。

住民が
職員個人を
名指しで直接、
訴えた場合

住民が
職員個人を
名指しで直接、
訴えた場合

公務執行中であったとはいえ、
地方公共団体は60日以内に職員個人へ
損害額の回収請求をしなければならない。
応じない場合、職員は地方公共団体から

提訴されることになります !
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保険契約者・加入被保険者

千葉県庁生活協同組合が保険契約者となり、その組合員が被保険者となります。ただし、首長、消防職および医師、看護師等専門的職業に就く
職員は本保険にご加入いただくことはできません。（加入の可否が不明な場合は問い合わせ先までご連絡願います。）

（注 1）被保険者とは事故の際の補償対象者であり、保険会社から保険金を受け取ることができる人のことです。
（注 2）保険料は被保険者の個人負担となります。

退職日の属する保険期間末日までに保険にご加入いただくことで、その保険期間末日から 5 年間の請求期間延長担保特約が自動的に付帯さ
れます（中途脱退された場合、特約はセットされません。）。これにより、退職日の属する保険期間終了後、5年以内は保険金支払対象となる損
害賠償請求が提起された場合に備えることができます。（保険料の追徴はありません。）

初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合も補償の対象となります。
ただし、保険期間開始日前に係争中であったもの、加入者が訴訟提起される状況を知っていた場合（住民監査請求がなされた場合など知って
いたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）など訴訟または損害賠償請求が提起されることを予見していたものは保険金支払の
対象とはなりません。

損害賠償請求期間延長特約について

補償対象期間

初年度契約の保険開始日

過去の公務

補償対象（お支払いの対象期間）

保険期間
訴訟原因となる行為
および訴えの発生時期について

★退職後も5年間安心です！★退職後も5年間安心です！

★初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務も対象となります！★初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務も対象となります！

ご加入コースと保険金額・年払保険料

保険期間

（保険期間1年）

※お一人さま1プランのみ加入が可能です。標準プランやおすすめプランを2口、標準プランとおすすめプラン両方に加入などはできませんのでご注意ください。
※期間中限度額：1年間の保険期間における保険金お支払限度額のことをいいます。
※ 1訴訟：1事故に付随して提起される訴訟すべてをいいます。よって、1事故に対して地方裁判所、高等裁判所等複数に渡る訴訟が発生した場合でも、保険

金額が限度となります。保険金額の復元はできません。
※自己負担額（免責金額）はございません。
※翌年度以降の保険料は損害率に応じて変動することがあります。
※中途加入の場合は、月割保険料となります。　　　

平成29年10月1日午後4時から
平成30年10月1日午後4時まで1年間

（毎月1日を始期として、中途加入も可）
○中途加入の申込締切日：毎月20日
○中途加入の保険期間：申込受付月より2か月後の1日から平成30年10月1日まで
○保険料のお支払方法：申込受付月より2か月後に給与控除となります。
※7月（9月1日始期）のお申込については、公務員賠償責任保険等一斉募集の関係上、受付を行って
　おりませんのでご注意ください。
※詳細は、千葉県庁生協保険事業課までお問い合わせください。

被保険者1名あたりの保険金額

住民訴訟・その他の損害賠償請求

損害賠償金
（1訴訟あたり）

争訟費用
（1訴訟あたり）

期間中限度額

保険料
（保険期間1年間、1名あたり）

おすすめ
プランS 8,400円プランA 7,000円プランB 5,000円プランC10,000円

【募集要項】

プラン名

プランS

プランA

プランB

プランC

申込締切日：平成29年7月25日（火）
申込手続き方法：加入依頼書に必要事
項を記入のうえ、千葉県庁生協保険事
業課へご提出ください。（継続加入の
方で変更のない方は加入依頼書ご提
出は不要です。）
保険料お支払方法：保険料のお支払い
については、平成29年10月分給与か
らの控除となります（年払い）。

安心！

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

1.5億円

1億円

5,000万円

3,000万円

おすすめ

結果として
敗訴＝

「職員個人から
損害額を回収」

公務員賠償責任保険公務員賠償責任保険

万一の場合に備え安心して公務に専念することができます！万一の場合に備え安心して公務に専念することができます！

住民訴訟 民事訴訟

 地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して保険期
間中に地方自治法第 242 条の 2 第 1 項第 4 号に規定され
る訴訟に基づく損害賠償請求がなされた場合に、職員が法律
上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争
訟費用（弁護士報酬・裁判費用など）および損害賠償金を保
険金額の範囲内でお支払いします。

地方公共団体の職員が、その公務の遂行に起因して住民訴訟
以外の手段により損害賠償請求をうけた場合に、職員が法律
上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対し争
訟費用（弁護士報酬・裁判費用など）および損害賠償金を保
険金額の範囲内でお支払いします。訴訟提起がされていなく
ても保険金お支払いの対象となります。

公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・
公務員賠償責任保険追加特約・保険責任期間に関する追加条項等

【住民訴訟の例】
①第3セクターに対する
　補助金について、
　自治体に訴訟が提起され、
　職員が訴訟告知を受けた。

②著しい廉価で県有地を売却したことについて
　住民訴訟が提起され、その契約を行った職員が
　訴訟告知を受けた。

③税金滞納者に対して時効処理を適用したところ
　徴収する努力が不足していたとして担当者に
　損害賠償請求があるとされた。

【民事訴訟の例】
①職員の窓口対応に問題が
　あるとして職員が名誉き損で
　訴えられ、損害賠償責任が
　あるとされた。

②職員の対応（法令違反等を除きます。）が原因で、
　店舗の営業許可が遅れたことにより逸失利益が生じ、
　損害賠償責任があるとされた。

③個人情報を誤って漏えいし、プライバシー侵害として
　訴えられ、損害賠償責任があるとされた。

住民が職員個人を直接、訴えるケースも出てきています。
訴訟で地方公共団体側が敗訴した場合には、その地方公共団体が職員個人に責任を追及せざるを得なくなります。
これを二次訴訟と呼びます。（地方自治法第242条の3より）

地方公共団体として、職員個人に責任を追及しなくてはならない現実

　この保険は、公務員の職員の皆さまが公務員としての職務に起因する損害賠償請求などが住民側からなされた場合に皆さまが負担される争訟
費用（弁護士報酬・裁判費用など）と法律上の損害賠償金について保険金としてお支払いするものです。
★ 「住民訴訟」により住民側が勝訴した場合における、地方公共団体から職員個人に請求される損害賠償（＝「二次訴訟」）について保険金として補

償します。
★ 公務遂行に起因した住民訴訟以外の損害賠償請求による損害賠償についても保険金として補償します。

●セクハラ・パワハラの争訟費用を補償します！
　※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
　※損害賠償金はお支払いの対象外です。

●地方自治法243条の2第3項に定める首長からの賠償命令を補償します！
　●会計管理者やその事務を補助する職員、物品を使用している職員等が、現金、有価証券、物品等を重大な過失により紛

失したり損傷した場合に補償します。
　※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。

●住民監査請求も対象!
　※初住民監査請求における監査委員による賠償勧告も対象となります。

●建築主事の構造計算適合性判定等に起因する損害賠償請求も補償も対象!
　※構造計算適合性判定・各種許認可・計画通知に起因する損害賠償請求も対象となります。

住民が
職員個人を
名指しで直接、
訴えた場合

住民が
職員個人を
名指しで直接、
訴えた場合

公務執行中であったとはいえ、
地方公共団体は60日以内に職員個人へ
損害額の回収請求をしなければならない。
応じない場合、職員は地方公共団体から

提訴されることになります !
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初期対応費用について

お支払いする保険金

保険金のお支払いできない主な場合（免責事項）

被保険者が行った公務に起因して、被保険者が損害を被る場合において、被保険者が支出した次の①から⑦までに掲げられる費用（ただ
し、社会通念上妥当な費用にかぎります。）を補償します。
①事故現場の保存およびその記録に要する費用
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片付けに要する費用（残存物の廃棄費用を含みます。）
④被保険者が身体の障害を被った者の自宅またはその者が入院している医療機関に赴くために要する交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費
⑥被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金
⑦被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金購入費用
※⑥⑦の費用は 1 回の事故につき被害者 1 名につき合算で 3 万円が限度となります。

（1）住民訴訟に基づく損害賠償金と争訟費用（弁護士報酬など）※
　不当利得返還金そのものは補償対象とはなりませんが、不当利得返還請求に係わる争訟費用は対象となります。
（2）民事訴訟または損害賠償請求に基づく損害賠償金と争訟費用（訴訟費用、弁護士報酬など）※
　国家賠償法第 1 条、第 2 条に基づく求償請求も含みます。セクハラ・パワハラは争訟費用のみ補償対象となります。【被保険者の故意に起因する場

合は除きます。】また個人に直接訴訟を提起された場合も対象となります。
（3）共通
　①身体賠償事故の場合：治療費・休業損害・慰謝料
　②財物賠償事故の場合：修理費など（修理費および再調達費用については、その財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。）
　③確定判決により認められた逸失利益、名誉き損などの経済損失
　④被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
（4）初期対応費用
（5）地方自治法第 243条の 2第 3項に基づく損害賠償金
   ※事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。

この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここ
には保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。
①被保険者の故意に起因する損害賠償請求
②被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯

を除きます。）に起因する損害賠償請求
④法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起因する

損害賠償請求
⑤被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
⑥被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
⑦他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求 
⑧被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為

に起因する損害賠償請求
⑨公務員（法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。）に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑩供応接待（懇親会、歓談会その他名目を問いません。）、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑪初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一また

は関連する事実に起因する損害賠償請求
⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求

⑬この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の
損害賠償請求

⑭汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
⑮汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
⑯雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因する損害賠償請求
⑰被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者（被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。）が行う次の（ァ）から（ェ）ま

での仕事に起因して提起された損害賠償請求
　（ァ）医療行為（注）
　（ィ）あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
　（ゥ）法令により医師、歯科医師、獣医師、または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
　（ェ）身体の美容または整形
　（注）救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務
　　　を除きます。
⑱獣医師が行う専門職行為に起因して提起された損害賠償請求
⑲特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
⑳不当な逮捕、投獄、暴行、体罰に起因する賠償責任
㉑セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※争訟費用については、この規程を適用しません。
(※) 記名法人、記名法人の職員または記名法人の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害
　　については、お支払いできません。
(注)上記⑭～㉑については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、
　　①～⑬についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。

公務員賠償責任保険公務員賠償責任保険 契約概要・注意喚起情報契約概要・注意喚起情報
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ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載し
ています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。

千葉県庁生活協同組合　　　
平成29年10月1日午後4時から1年間となります。
＊保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付しています。その場合の保険期間は、中途加入日（毎月1日）から
　平成30年10月1日午後4時までとなります。
　7月（9月1日始期）のお申込については、団体傷害総合保険等一斉募集の関係上、受付を行っておりませんのでご注意ください。　
平成29年7月25日（火）　＊中途加入の場合は毎月20日締切

引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
千葉県庁生活協同組合の組合員　
千葉県庁生活協同組合の組合員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただ
けます。被保険者の続柄はケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

【傷害総合保険】新規加入の場合、満69歳（継続加入の場合は満70歳）までの方が対象となります。
<家族型>本人（加入者）が加入すれば、本人の配偶者やその他親族（本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚（これまでに

婚姻歴がないことをいいます。）の子）も保険の対象となります。
<夫婦型>本人（加入者）が加入すれば、本人の配偶者も保険の対象となります。
　　　　  ※被保険者の続柄はケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
<個人型>加入した方のみが保険の対象となります。

【団体長期障害所得補償保険】千葉県庁生活協同組合員で満15歳以上満54歳以下の方（継続加入の場合も満54歳以下の方）が対
象となります。

【新・団体医療】新規加入の場合、満69歳（継続加入の場合は満70歳）までの方が対象となります。
平成29年10月分給与から毎月控除となります（12回払い）。＊ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります（年払い）。
＊中途加入の場合は、加入日の翌々月の給与から毎月控除します。＊ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります（年払い）。
千葉県庁生活協同組合ホームページよりお手続きいただくか、下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の千葉県庁生協保険
事業課までご送付ください。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含み
ます。加入依頼書の修正方法等は千葉県庁生協保険事業課までお問い合わせください。

（注）傷害総合保険の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の千葉県庁生活協同組合 保険事業課までご連絡ください。

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

■保険契約者　　　
■保険期間　　

■申込締切日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等

　●加入対象者
　●被保険者

　

　●お支払方法

　●お手続方法

　
　

　●中途脱退
　●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
　　次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
　●満期返れい金・契約者配当金

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【傷害総合プラン】【傷害総合プラン】被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ（※）
をされた場合等に、保険金をお支払いします。

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

【傷害総合保険】【傷害総合保険】 この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。

共通注意事項

（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性
食中毒は含みません。特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をセットする場合、対象となる特定感染症を原因と
する食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。

（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過

程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 

商品の仕組み

〈職種級別表〉
・組合員の皆さまには一律表のA級職種にてご案内しています。B級職種に該当する皆さまは、訂正してご加入いただく必要があります。
 ご加入に際しての内容や、送付した加入依頼書の修正方法など、千葉県庁生活協同組合　保険課までお問い合わせください。

職業・職種職種級別

Ｂ　級

下記以外
木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。） 、採鉱・採石作業者、自動車運
転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

※１ オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。） 、モーター
　ボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※２ プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

ご
確
認
く
だ
さ
い

Ａ　級

ご加入対象者

新規加入者の皆さま

昨年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書
に打ち出しのプラン）で継続加入を行う場合

ご加入プランを変更するなど前年と条件を
変更して継続加入を行う場合※

継続加入を行わない場合

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

お手続方法
添付の「加入依頼書」（団体長期障害所得補償保険、新・団体医療保険は「加入
依頼書」および「告知書」）に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

書類のご提出は不要です。

継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」（団体長期障害所得補償保険、
新・団体医療保険は「加入依頼書」および「告知書」※）をご提出いただきます。
※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出

が必要です。
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初期対応費用について

お支払いする保険金

保険金のお支払いできない主な場合（免責事項）

被保険者が行った公務に起因して、被保険者が損害を被る場合において、被保険者が支出した次の①から⑦までに掲げられる費用（ただ
し、社会通念上妥当な費用にかぎります。）を補償します。
①事故現場の保存およびその記録に要する費用
②事故の原因および状況の調査に要する費用
③事故現場の取り片付けに要する費用（残存物の廃棄費用を含みます。）
④被保険者が身体の障害を被った者の自宅またはその者が入院している医療機関に赴くために要する交通費、宿泊費等の費用
⑤通信費
⑥被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金
⑦被害者の生命または身体を害したことに対する見舞金購入費用
※⑥⑦の費用は 1 回の事故につき被害者 1 名につき合算で 3 万円が限度となります。

（1）住民訴訟に基づく損害賠償金と争訟費用（弁護士報酬など）※
　不当利得返還金そのものは補償対象とはなりませんが、不当利得返還請求に係わる争訟費用は対象となります。
（2）民事訴訟または損害賠償請求に基づく損害賠償金と争訟費用（訴訟費用、弁護士報酬など）※
　国家賠償法第 1 条、第 2 条に基づく求償請求も含みます。セクハラ・パワハラは争訟費用のみ補償対象となります。【被保険者の故意に起因する場

合は除きます。】また個人に直接訴訟を提起された場合も対象となります。
（3）共通
　①身体賠償事故の場合：治療費・休業損害・慰謝料
　②財物賠償事故の場合：修理費など（修理費および再調達費用については、その財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。）
　③確定判決により認められた逸失利益、名誉き損などの経済損失
　④被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
（4）初期対応費用
（5）地方自治法第 243条の 2第 3項に基づく損害賠償金
   ※事前に損保ジャパン日本興亜の承認が必要です。

この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここ
には保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通保険約款、特約条項、追加条項をご覧ください。
①被保険者の故意に起因する損害賠償請求
②被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯

を除きます。）に起因する損害賠償請求
④法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起因する

損害賠償請求
⑤被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
⑥被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
⑦他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求 
⑧被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為

に起因する損害賠償請求
⑨公務員（法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。）に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑩供応接待（懇親会、歓談会その他名目を問いません。）、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑪初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一また

は関連する事実に起因する損害賠償請求
⑫この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
（知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求

⑬この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の
損害賠償請求

⑭汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
⑮汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
⑯雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因する損害賠償請求
⑰被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者（被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。）が行う次の（ァ）から（ェ）ま

での仕事に起因して提起された損害賠償請求
　（ァ）医療行為（注）
　（ィ）あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
　（ゥ）法令により医師、歯科医師、獣医師、または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
　（ェ）身体の美容または整形
　（注）救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務
　　　を除きます。
⑱獣医師が行う専門職行為に起因して提起された損害賠償請求
⑲特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
⑳不当な逮捕、投獄、暴行、体罰に起因する賠償責任
㉑セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※争訟費用については、この規程を適用しません。
(※) 記名法人、記名法人の職員または記名法人の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害
　　については、お支払いできません。
(注)上記⑭～㉑については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、
　　①～⑬についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。

公務員賠償責任保険公務員賠償責任保険 契約概要・注意喚起情報契約概要・注意喚起情報
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ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載し
ています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様とします。）にも、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。

千葉県庁生活協同組合　　　
平成29年10月1日午後4時から1年間となります。
＊保険期間の中途でご加入される場合は、毎月受付しています。その場合の保険期間は、中途加入日（毎月1日）から
　平成30年10月1日午後4時までとなります。
　7月（9月1日始期）のお申込については、団体傷害総合保険等一斉募集の関係上、受付を行っておりませんのでご注意ください。　
平成29年7月25日（火）　＊中途加入の場合は毎月20日締切

引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
千葉県庁生活協同組合の組合員　
千葉県庁生活協同組合の組合員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただ
けます。被保険者の続柄はケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。

【傷害総合保険】新規加入の場合、満69歳（継続加入の場合は満70歳）までの方が対象となります。
<家族型>本人（加入者）が加入すれば、本人の配偶者やその他親族（本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚（これまでに

婚姻歴がないことをいいます。）の子）も保険の対象となります。
<夫婦型>本人（加入者）が加入すれば、本人の配偶者も保険の対象となります。
　　　　  ※被保険者の続柄はケガ、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
<個人型>加入した方のみが保険の対象となります。

【団体長期障害所得補償保険】千葉県庁生活協同組合員で満15歳以上満54歳以下の方（継続加入の場合も満54歳以下の方）が対
象となります。

【新・団体医療】新規加入の場合、満69歳（継続加入の場合は満70歳）までの方が対象となります。
平成29年10月分給与から毎月控除となります（12回払い）。＊ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります（年払い）。
＊中途加入の場合は、加入日の翌々月の給与から毎月控除します。＊ゴルファー保険・公務員賠償責任保険は1回の控除となります（年払い）。
千葉県庁生活協同組合ホームページよりお手続きいただくか、下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の千葉県庁生協保険
事業課までご送付ください。

※「前年と条件を変更して加入を行う場合には、あらかじめ加入依頼書に打ち出された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含み
ます。加入依頼書の修正方法等は千葉県庁生協保険事業課までお問い合わせください。

（注）傷害総合保険の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。

この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入窓口の千葉県庁生活協同組合 保険事業課までご連絡ください。

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。

■保険契約者　　　
■保険期間　　

■申込締切日
■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等

　●加入対象者
　●被保険者

　

　●お支払方法

　●お手続方法

　
　

　●中途脱退
　●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。
　　次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
　●満期返れい金・契約者配当金

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【傷害総合プラン】【傷害総合プラン】被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ（※）
をされた場合等に、保険金をお支払いします。

この保険のあらまし（契約概要のご説明）

【傷害総合保険】【傷害総合保険】 この商品は傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。

共通注意事項

（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性
食中毒は含みません。特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約をセットする場合、対象となる特定感染症を原因と
する食中毒にかぎり、同特約の内容に従いお支払いの対象となります。

（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過

程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。

（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 

商品の仕組み

〈職種級別表〉
・組合員の皆さまには一律表のA級職種にてご案内しています。B級職種に該当する皆さまは、訂正してご加入いただく必要があります。
 ご加入に際しての内容や、送付した加入依頼書の修正方法など、千葉県庁生活協同組合　保険課までお問い合わせください。

職業・職種職種級別

Ｂ　級

下記以外
木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。） 、採鉱・採石作業者、自動車運
転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者

※１ オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。） 、モーター
　ボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※２ プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

ご
確
認
く
だ
さ
い

Ａ　級

ご加入対象者

新規加入者の皆さま

昨年と同等条件のプラン（送付した加入依頼書
に打ち出しのプラン）で継続加入を行う場合

ご加入プランを変更するなど前年と条件を
変更して継続加入を行う場合※

継続加入を行わない場合

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

お手続方法
添付の「加入依頼書」（団体長期障害所得補償保険、新・団体医療保険は「加入
依頼書」および「告知書」）に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。

書類のご提出は不要です。

継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。

前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」（団体長期障害所得補償保険、
新・団体医療保険は「加入依頼書」および「告知書」※）をご提出いただきます。
※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出

が必要です。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡さ
れた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障
害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

死 亡
保 険 金

後遺障害
保 険 金

【共通】
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運

転または麻薬等により正常な運転がで
きないおそれがある状態での運転

④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
（※1）を除きます。）、核燃料物質等によ
るもの

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち
症」）、腰痛等で医学的他覚所見（※2）
のないもの　　　　　　　　　　

⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング（フリークライミ
ングを含みます。）、航空機操縦（職務

　として操縦する場合を除きます。）、ハン
ググライダー搭乗等の危険な運動を行
っている間の事故

⑩自動車、原動機付自転車等による競技、
競争、興行（これらに準ずるものおよび
練習を含みます。）の間の事故　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　など

【交通事故充実プランの場合】
⑪交通乗用具による競技、競争、興行（これ

らに準ずるものおよび練習を含みま
す。）の間の事故

⑫船舶に搭乗することを職務（養成所の生
徒を含みます。）とする被保険者が、職務
または実習のために船舶に搭乗してい
る間の事故

⑬航空運送事業者が路線を定めて運行する
航空機以外の航空機を被保険者が操縦ま
たは職務として搭乗している間の事故

⑭グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等
の航空機に搭乗している間の事故

⑮被保険者が職務として、交通乗用具への
荷物、貨物等の積込み作業または交通乗
用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従
事中のその作業に直接起因する事故

                                                 など
※1　「テロ行為」とは、政治的・社会的もし

くは宗教・思想的な主義・主張を有す
る団体・個人またはこれと連帯する
ものがその主義・主張に関して行う
暴力的行為をいいます。以下同様
とします。

※2　「医学的他覚所見」とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見
をいいます。以下同様とします。

事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①また
は②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1
回の手術にかぎります。
なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術
保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されて
いる手術（※1）
②先進医療に該当する手術（※2）

手術（重大手術（※3）以外）
＜入院中に受けた手術の場合＞　手術保険金の額＝入院保険金日額×20（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞　手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍）

重大手術（※3）
手術保険金の額＝入院保険金日額×40（倍）

（注）重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術
保険金としてお支払いします。

（※1）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整
復固定術および授動術、抜歯手術

（※2）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部ま
たは必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

（※3）重大手術とは以下の手術をいいます。
①開頭手術（穿頭術を含みます。）
②開胸手術および開腹手術（胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。）
③四肢切断術（手指・足指を除きます。）
④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵（すい）臓・腎（じん）臓（それぞれ、人工臓器を除きま
す。）の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律（平成9年法律第104
号）に規定する移植手術にかぎります。

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の
通院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入
院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋
骨、胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはそ
の日数について通院したものとみなします。

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって
も、重複して通院保険金をお支払いしません。

【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約】
特定感染症（※）を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、
後遺障害保険金、入院保険金（180日限度）、通院保険金（180日以内の90日限度）をお支払いします。
ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。

（※）「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。平成
29年5月現在、結核、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものにかぎります。）、腸管出血性大腸菌感染症 

（Ｏ－１５７を含みます。）等が該当します。

【交通事故充実プランの場合】
次のような事故によりケガをされた場合は、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。
①交通乗用具（※1）との接触、衝突等の交通事故
②交通乗用具（※1）に搭乗中（※2）の事故　
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   など

（※1）電車、自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、航空機、船舶等
（※2）正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。 ただし、異常かつ危険な方法で
　　  の搭乗を除きます。
⑪交通乗用具による競技、競争、興行（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）の間の事故
⑫船舶に搭乗することを職務（養成所の生徒を含みます。）とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
⑬航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故
⑭グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故
⑮被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事
　中のその作業に直接起因する事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に
応じた割合（４％～100％）

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

傷
害（
国
内
外
補
償
）

事故によりケガをされ、入院された場合、1,000日を限度として、１日につき入院保険金日
額をお支払いします。入 院

保 険 金 入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（1,000日限度）

手 術
保 険 金

通 院
保 険 金

通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（事故の発生の日から
1,000日以内の90日限度）

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺
障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４％～100％を
お支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、
死亡・後遺障害保険金額を限度とします。　　　　　　　　　　　　　　

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

【オプション補償】【オプション補償】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

物
の
損
害
の
補
償

賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

①故意
②被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きます。）、核

燃料物質等による損害
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤自然発火または自然爆発
⑥偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食

い、虫食い等
⑧屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹（ひょう）に

よる受託品の損壊
⑨被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑩被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑪受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品

の損壊に起因する損害賠償責任
⑫受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任
（直接、間接を問いません。）　

⑬受託品について通常必要とされる取扱い上の注意に著
しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに
起因する損害賠償責任　　　　　　　　　　　など

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻

薬等により正常な運転ができないおそれがある状
態での運転

④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ね

ずみ食い、虫食い等
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械

的事故
⑩置き忘れまたは紛失
⑪楽器の弦（ピアノ線を含みます。）の切断または打

楽器の打皮の破損
⑫楽器の音色または音質の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　など

被保険者（※１）が日本国内において受託した財物（※２）について、住宅内で保管中または一時
的に住宅外で管理中に損傷・紛失・盗難が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害
賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金につ
いては、受託品の時価（※3）を基準に算出した損害額から免責金額（１回の事故につき
5,000円）を差し引いた額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間を通じて受託
品賠償責任の保険金額を限度とします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、受託品
賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日
本興亜の承認を必要とします。

（※１）この特約における被保険者は次のとおりです。
　①本人
　②本人の配偶者
　③本人またはその配偶者の同居の親族
　④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
　⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者お

よび監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただし、
本人に関する事故にかぎります。

　⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督
義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能力者
の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

　なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
（※２）次のものは保険の対象となりません。
■通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿
■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品
■自動車、原動機付自転車、船舶（ヨット、モーターボート等を含みます。）、航空機
■銃砲、刀剣
■山岳登はん、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）等の危険な運動等を
行っている間のその運動等のための用具
■動物、植物
■建物(付属設備を含みます。)
■公序良俗に反する物                               　　　　　　　　　　　　　　　　など

偶然な事故により携行品（※1）に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額（※２）を基準に算
出した損害額から免責金額（１回の事故につき3,000円）を差し引いた金額をお支払いし
ます。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。

（※１）「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される住宅（物置、倉庫その他の付属建物
を含み、敷地は含みません。）外において、被保険者が携行している被保険者所有の
身の回り品をいいます。（個人型の場合は加入依頼書等記載の住宅にかぎります。）

（※２） 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用
途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 

（注１）乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して５万円を
損害額の限度とします。

（注２）次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務

機器およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコ

ン模型およびこれらの付属品
■船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、
　自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券（小切手を除きます。）
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物        　 など

携 行 品
損 害

（国内外補償）
（注）

（国内外補償）
（注）

受 託 品
賠償責任

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

①故意
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等による損害
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊

について、その財物について正当な権利を有する方
に対して負担する損害賠償責任

⑦心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または

殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車

両（※）、銃器の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任

⑩環境汚染に起因する損害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（※）次の①から③までのいずれかに該当するものを
除きます。

①主たる原動力が人力であるもの
②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
　（ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主

への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。）
③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動

機を用いるもの

住宅（※１）の所有・使用・管理または被保険者（※2）の日常生活（住宅以外の不動産の所有、使
用または管理を除きます。）に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他
人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠
償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払いします（免責金額はありません。）。
ただし、１回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。

（※１）「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の
用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含み
ます。

（※２）この特約における被保険者は次のとおりです。
　①本人
　②本人の配偶者
　③本人またはその配偶者の同居の親族
　④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
　⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者

および監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただ
し、本人に関する事故にかぎります。

　⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能
力者の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

個 人 賠 償
責 任

（国内外補償）
（注）

被
害
事
故（
国
内
外
補
償
）

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤頸（けい）部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等

で医学的他覚所見のないもの
⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当

する場合
　被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者

の３親等内の親族、被保険者の同居の親族　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害（※）が生じた
場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引
き、１回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。
①自賠責保険等からの給付
②対人賠償保険等からの給付
③加害者等からの賠償金
④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付

　　　など
（※）「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト掲載
　　の約款集をご覧ください。

被害事故
補 償
（注）
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡さ
れた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障
害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

死 亡
保 険 金

後遺障害
保 険 金

【共通】
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運

転または麻薬等により正常な運転がで
きないおそれがある状態での運転

④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為
（※1）を除きます。）、核燃料物質等によ
るもの

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち
症」）、腰痛等で医学的他覚所見（※2）
のないもの　　　　　　　　　　

⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登
はん、ロッククライミング（フリークライミ
ングを含みます。）、航空機操縦（職務

　として操縦する場合を除きます。）、ハン
ググライダー搭乗等の危険な運動を行
っている間の事故

⑩自動車、原動機付自転車等による競技、
競争、興行（これらに準ずるものおよび
練習を含みます。）の間の事故　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　など

【交通事故充実プランの場合】
⑪交通乗用具による競技、競争、興行（これ

らに準ずるものおよび練習を含みま
す。）の間の事故

⑫船舶に搭乗することを職務（養成所の生
徒を含みます。）とする被保険者が、職務
または実習のために船舶に搭乗してい
る間の事故

⑬航空運送事業者が路線を定めて運行する
航空機以外の航空機を被保険者が操縦ま
たは職務として搭乗している間の事故

⑭グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等
の航空機に搭乗している間の事故

⑮被保険者が職務として、交通乗用具への
荷物、貨物等の積込み作業または交通乗
用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従
事中のその作業に直接起因する事故

                                                 など
※1　「テロ行為」とは、政治的・社会的もし

くは宗教・思想的な主義・主張を有す
る団体・個人またはこれと連帯する
ものがその主義・主張に関して行う
暴力的行為をいいます。以下同様
とします。

※2　「医学的他覚所見」とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像
検査等により認められる異常所見
をいいます。以下同様とします。

事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①また
は②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1
回の手術にかぎります。
なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術
保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されて
いる手術（※1）
②先進医療に該当する手術（※2）

手術（重大手術（※3）以外）
＜入院中に受けた手術の場合＞　手術保険金の額＝入院保険金日額×20（倍）
＜外来で受けた手術の場合＞　手術保険金の額＝入院保険金日額×5（倍）

重大手術（※3）
手術保険金の額＝入院保険金日額×40（倍）

（注）重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術
保険金としてお支払いします。

（※1）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整
復固定術および授動術、抜歯手術

（※2）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部ま
たは必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。

（※3）重大手術とは以下の手術をいいます。
①開頭手術（穿頭術を含みます。）
②開胸手術および開腹手術（胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。）
③四肢切断術（手指・足指を除きます。）
④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵（すい）臓・腎（じん）臓（それぞれ、人工臓器を除きま
す。）の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律（平成9年法律第104
号）に規定する移植手術にかぎります。

事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の
通院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入
院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては通院保険金をお支払いしません。

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位（脊柱、肋
骨、胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはそ
の日数について通院したものとみなします。

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であって
も、重複して通院保険金をお支払いしません。

【特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約】
特定感染症（※）を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に、所定の後遺障害が生じた場合、入院した場合、通院した場合に、
後遺障害保険金、入院保険金（180日限度）、通院保険金（180日以内の90日限度）をお支払いします。
ご加入初年度の場合は、保険期間の開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金をお支払いできません。

（※）「特定感染症」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。平成
29年5月現在、結核、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものにかぎります。）、腸管出血性大腸菌感染症 

（Ｏ－１５７を含みます。）等が該当します。

【交通事故充実プランの場合】
次のような事故によりケガをされた場合は、死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。
①交通乗用具（※1）との接触、衝突等の交通事故
②交通乗用具（※1）に搭乗中（※2）の事故　
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   など

（※1）電車、自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、航空機、船舶等
（※2）正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。 ただし、異常かつ危険な方法で
　　  の搭乗を除きます。
⑪交通乗用具による競技、競争、興行（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）の間の事故
⑫船舶に搭乗することを職務（養成所の生徒を含みます。）とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
⑬航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故
⑭グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故
⑮被保険者が職務として、交通乗用具への荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事
　中のその作業に直接起因する事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に
応じた割合（４％～100％）

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

傷
害（
国
内
外
補
償
）

事故によりケガをされ、入院された場合、1,000日を限度として、１日につき入院保険金日
額をお支払いします。入 院

保 険 金 入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（1,000日限度）

手 術
保 険 金

通 院
保 険 金

通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（事故の発生の日から
1,000日以内の90日限度）

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺
障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４％～100％を
お支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、
死亡・後遺障害保険金額を限度とします。　　　　　　　　　　　　　　

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

【オプション補償】【オプション補償】
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

物
の
損
害
の
補
償

賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

①故意
②被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きます。）、核

燃料物質等による損害
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤自然発火または自然爆発
⑥偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食

い、虫食い等
⑧屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹（ひょう）に

よる受託品の損壊
⑨被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑩被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑪受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品

の損壊に起因する損害賠償責任
⑫受託品を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任
（直接、間接を問いません。）　

⑬受託品について通常必要とされる取扱い上の注意に著
しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに
起因する損害賠償責任　　　　　　　　　　　など

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻

薬等により正常な運転ができないおそれがある状
態での運転

④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ね

ずみ食い、虫食い等
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械

的事故
⑩置き忘れまたは紛失
⑪楽器の弦（ピアノ線を含みます。）の切断または打

楽器の打皮の破損
⑫楽器の音色または音質の変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　など

被保険者（※１）が日本国内において受託した財物（※２）について、住宅内で保管中または一時
的に住宅外で管理中に損傷・紛失・盗難が生じ、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害
賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金につ
いては、受託品の時価（※3）を基準に算出した損害額から免責金額（１回の事故につき
5,000円）を差し引いた額とし、お支払いする損害賠償金の額は、保険期間を通じて受託
品賠償責任の保険金額を限度とします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、受託品
賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日
本興亜の承認を必要とします。

（※１）この特約における被保険者は次のとおりです。
　①本人
　②本人の配偶者
　③本人またはその配偶者の同居の親族
　④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
　⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者お

よび監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただし、
本人に関する事故にかぎります。

　⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督
義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能力者
の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

　なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
（※２）次のものは保険の対象となりません。
■通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿
■貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品
■自動車、原動機付自転車、船舶（ヨット、モーターボート等を含みます。）、航空機
■銃砲、刀剣
■山岳登はん、ロッククライミング（フリークライミングを含みます。）等の危険な運動等を
行っている間のその運動等のための用具
■動物、植物
■建物(付属設備を含みます。)
■公序良俗に反する物                               　　　　　　　　　　　　　　　　など

偶然な事故により携行品（※1）に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額（※２）を基準に算
出した損害額から免責金額（１回の事故につき3,000円）を差し引いた金額をお支払いし
ます。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。

（※１）「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される住宅（物置、倉庫その他の付属建物
を含み、敷地は含みません。）外において、被保険者が携行している被保険者所有の
身の回り品をいいます。（個人型の場合は加入依頼書等記載の住宅にかぎります。）

（※２） 「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用
途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。 

（注１）乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して５万円を
損害額の限度とします。

（注２）次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務

機器およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコ

ン模型およびこれらの付属品
■船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、
　自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券（小切手を除きます。）
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物        　 など

携 行 品
損 害

（国内外補償）
（注）

（国内外補償）
（注）

受 託 品
賠償責任

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

①故意
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等による損害
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊

について、その財物について正当な権利を有する方
に対して負担する損害賠償責任

⑦心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または

殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車

両（※）、銃器の所有、使用または管理に起因する損
害賠償責任

⑩環境汚染に起因する損害賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（※）次の①から③までのいずれかに該当するものを
除きます。

①主たる原動力が人力であるもの
②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート
　（ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主

への賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。）
③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動

機を用いるもの

住宅（※１）の所有・使用・管理または被保険者（※2）の日常生活（住宅以外の不動産の所有、使
用または管理を除きます。）に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他
人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠
償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支払いします（免責金額はありません。）。
ただし、１回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。

（※１）「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の
用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含み
ます。

（※２）この特約における被保険者は次のとおりです。
　①本人
　②本人の配偶者
　③本人またはその配偶者の同居の親族
　④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
　⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者

および監督義務者に代わって本人を監督する方（本人の親族にかぎります。）。ただ
し、本人に関する事故にかぎります。

　⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方（その責任無能
力者の親族にかぎります。）ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。

個 人 賠 償
責 任

（国内外補償）
（注）

被
害
事
故（
国
内
外
補
償
）

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
④地震、噴火またはこれらによる津波
⑤頸（けい）部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等

で医学的他覚所見のないもの
⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当

する場合
　被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者

の３親等内の親族、被保険者の同居の親族　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害（※）が生じた
場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引
き、１回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。
①自賠責保険等からの給付
②対人賠償保険等からの給付
③加害者等からの賠償金
④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付

　　　など
（※）「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン日本興亜の公式ウェブサイト掲載
　　の約款集をご覧ください。

被害事故
補 償
（注）
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

費
用
の
補
償

①ゴルフの競技または指導を職業としている方の
行ったホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営また
は勤務するゴルフ場で行ったホールインワンま
たはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバ
トロス

　　　　　など

日本国内にあるゴルフ場（※１）においてゴルフ競技（※２）中にホールインワンまたはアル
バトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担すること
によって被る損害に対して、ホールインワン･アルバトロス費用の保険金額を限度に保険
金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しま
せん。
　①贈呈用記念品購入費用（現金、商品券等を除きます。）
　②祝賀会費用（※３）
　③ゴルフ場に対する記念植樹費用
　④同伴キャディに対する祝儀
　⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用（保険金額
　　の10％を限度とします。）

（※１）「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、９ホール以
上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。

（※２）「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者１名以上と同伴（ゴルフ場が主催
または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。）し、基
準打数（パー）35以上の９ホール（ハーフ）、または基準打数（パー）35以上の９ホー
ル（ハーフ）を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技に
は、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポー
ツの競技を含みません。

（※３）「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から３か月以内に
開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う
場合において、被保険者から損保ジャパン日本興亜にゴルフ競技を行う時期につい
て告げ、損保ジャパン日本興亜がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバ
トロスを行った日から１年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含める
ことができます。

ホールインワン
・

アルバトロス
費 用

（※３）「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月に
よる消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能
な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれかが低い方でお
支払いします。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬

等により正常な運転ができないおそれがある状態で
の運転

④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねず

み食い、虫食い等
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的

事故
⑩置き忘れまたは紛失
⑪楽器の弦（ピアノ線を含みます。）の切断または打楽

器の打皮の破損
⑫楽器の音色または音質の変化　　　　　  　　など

<前ページより続きます。> <前ページより続きます。>賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

受 託 品
賠償責任

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

物
の
損
害
の
補
償

【①損害保険金】
住宅（※1）内に所在する生活用動産（※２）で、被保険者または被保険者と生計を共にする親族
が所有する物について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調
達価額（※３）を基準に算出した損害額から免責金額（１回の事故につき3,000円）を差し引
いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限
度とします。

（※１）「住宅」とは、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。（個人型の場
合は、加入依頼書等記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地
は含みません。）

（※２）「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必
要な動産をいいます。

（※３）「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用
途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。

（注）保険の対象が貴金属、宝玉または宝石もしくは書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
である場合は、１個、１組または１対のものについては各30万円を、乗車券等、通貨、小切
手、預貯金証書、印紙または切手については合計して５万円を損害額の限度とします。
【②臨時費用保険金】
①の損害保険金をお支払いする場合において、事故によって保険の対象が損害を受けた
ため臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の30％に相当する額を
お支払いします。ただし、１回の事故につき、１敷地内ごとに100万円を限度とします。
【③残存物取片づけ費用保険金】
①の損害保険金をお支払いする場合において、損害を受けた生活用動産の残存物取片づ
け費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10％に相当する額を限度
に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。
【④失火見舞費用保険金】
保険の対象または保険の対象を収容する建物（※1）から発生した火災、破裂または爆発によ
って、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失
火見舞費用保険金として被災世帯（※２）の数に１被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じ
て得た額をお支払いします。ただし、１回の事故につき、生活用動産の保険金額または損
害額の再調達価額（※３）のいずれか低い額の20％に相当する額を限度とします。

（※１）日本国内にかぎります。
（※２）「被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯また

は法人をいいます。
（※３）「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用

途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
（注）次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務

機器およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン

模型およびこれらの付属品
■船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、自

動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券（小切手を除きます。）
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 　　　　など

住 宅 内
生 活 用
動 産

（国内外補償）
（注）

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

　【 用語のご説明 】

用 語

交 通 乗 用 具

治 療

通 院

入 院
被 害 事 故

未 婚
免 責 金 額

用語の定義

電車、自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三輪以上の
幼児用車両、スケートボード、キックボード（原動機を用いるものを含みます。）等は除きます。

先 進 医 療
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。
対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を行うことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等の
ためのものは含みません。

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 

これまでに婚姻歴がないことをいいます。

支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

（注１）ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けで
きます（ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外とな
ります。）。

（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金
のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。

★ご注意ください！
・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスに
ついては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までの
いずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃(※４)しており、署名または記名捺印された証明書が得ら

れる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホール

インワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※４)し
ており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合

③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもの
で、第１打からホール（球孔）に入るまで連続した映像のものにかぎります。）が提出でき
る場合

④同伴競技者以外の第三者（※５）が目撃(※４)しており、署名または記名捺印された証明
書が得られる場合

（※４）ホールインワンの場合は、被保険者が第１打で打ったボールがホール（球孔）に入る
ことを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準
打数（パー）より３つ少ない打数で打った最終打のボールがホール（球孔）に入るこ
とを、その場で確認することをいいます。

（※５）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショート
ホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社
員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。

費
用
の
補
償

ホールインワン
・

アルバトロス
費 用

次の事由に起因する身体障害（病気ま
たはケガ）による就業障害に対しては、
保険金をお支払いしません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ
　ー等の使用（治療を目的として医師

が用いた場合を除きます。）
④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行

為（※1）を除きます。）、核燃料物質等
によるもの

被保険者が、日本国内または
国外において、保険期間中に
身体障害（病気またはケガ）
を被り、その直接の結果とし
て就業障害になった場合

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合

被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である
期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。

（注1）就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額（3０万
円）を限度とします。

（注2）保険金額（支払基礎所得額）が平均月間所得額を超える場合は、平
均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金
の額を算出します。

お支払いする保険金の額（月額）＝保険金額×所得喪失率（※1）
（※1）所得喪失率＝
  （就業障害発生前の所得額－回復所得額）÷就業障害発生前の所得額

（国内のみ補償）
（注）

（国内のみ補償）
（注）

（国内のみ補償）
（注）

【団体長期障害所得補償保険】【団体長期障害所得補償保険】
この商品は団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。商品の仕組み

（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償
されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特
約の要否をご判断ください（※2）。

（※1）傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
（※2）1 契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき

などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

費
用
の
補
償

①ゴルフの競技または指導を職業としている方の
行ったホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフ場の経営者または従業員がその経営また
は勤務するゴルフ場で行ったホールインワンま
たはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバ
トロス

　　　　　など

日本国内にあるゴルフ場（※１）においてゴルフ競技（※２）中にホールインワンまたはアル
バトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担すること
によって被る損害に対して、ホールインワン･アルバトロス費用の保険金額を限度に保険
金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しま
せん。
　①贈呈用記念品購入費用（現金、商品券等を除きます。）
　②祝賀会費用（※３）
　③ゴルフ場に対する記念植樹費用
　④同伴キャディに対する祝儀
　⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用（保険金額
　　の10％を限度とします。）

（※１）「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、９ホール以
上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。

（※２）「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者１名以上と同伴（ゴルフ場が主催
または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。）し、基
準打数（パー）35以上の９ホール（ハーフ）、または基準打数（パー）35以上の９ホー
ル（ハーフ）を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技に
は、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポー
ツの競技を含みません。

（※３）「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から３か月以内に
開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う
場合において、被保険者から損保ジャパン日本興亜にゴルフ競技を行う時期につい
て告げ、損保ジャパン日本興亜がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバ
トロスを行った日から１年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含める
ことができます。

ホールインワン
・

アルバトロス
費 用

（※３）「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月に
よる消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能
な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれかが低い方でお
支払いします。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬

等により正常な運転ができないおそれがある状態で
の運転

④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねず

み食い、虫食い等
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的

事故
⑩置き忘れまたは紛失
⑪楽器の弦（ピアノ線を含みます。）の切断または打楽

器の打皮の破損
⑫楽器の音色または音質の変化　　　　　  　　など

<前ページより続きます。> <前ページより続きます。>賠
償
責
任（
国
内
外
補
償
）

受 託 品
賠償責任

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

物
の
損
害
の
補
償

【①損害保険金】
住宅（※1）内に所在する生活用動産（※２）で、被保険者または被保険者と生計を共にする親族
が所有する物について、日本国内における偶然な事故によって生じた損害に対して、再調
達価額（※３）を基準に算出した損害額から免責金額（１回の事故につき3,000円）を差し引
いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、住宅内生活用動産の保険金額を限
度とします。

（※１）「住宅」とは、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。（個人型の場
合は、加入依頼書等記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地
は含みません。）

（※２）「生活用動産」とは、生活の用に供する家具、じゅう器、衣服、その他の生活に通常必
要な動産をいいます。

（※３）「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用
途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。

（注）保険の対象が貴金属、宝玉または宝石もしくは書画、骨とう、彫刻物その他の美術品
である場合は、１個、１組または１対のものについては各30万円を、乗車券等、通貨、小切
手、預貯金証書、印紙または切手については合計して５万円を損害額の限度とします。
【②臨時費用保険金】
①の損害保険金をお支払いする場合において、事故によって保険の対象が損害を受けた
ため臨時に生ずる費用に対し、臨時費用保険金として損害保険金の30％に相当する額を
お支払いします。ただし、１回の事故につき、１敷地内ごとに100万円を限度とします。
【③残存物取片づけ費用保険金】
①の損害保険金をお支払いする場合において、損害を受けた生活用動産の残存物取片づ
け費用に対し、残存物取片づけ費用保険金として損害保険金の10％に相当する額を限度
に残存物取片づけ費用の額をお支払いします。
【④失火見舞費用保険金】
保険の対象または保険の対象を収容する建物（※1）から発生した火災、破裂または爆発によ
って、第三者の所有物の滅失、損傷または汚損が生じた場合に、見舞金等の費用に対し、失
火見舞費用保険金として被災世帯（※２）の数に１被災世帯あたりの支払額(20万円)を乗じ
て得た額をお支払いします。ただし、１回の事故につき、生活用動産の保険金額または損
害額の再調達価額（※３）のいずれか低い額の20％に相当する額を限度とします。

（※１）日本国内にかぎります。
（※２）「被災世帯」とは、失火見舞費用保険金のお支払対象となる損害が生じた世帯また

は法人をいいます。
（※３）「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用

途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。
（注）次のものは保険の対象となりません。
■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務

機器およびこれらの付属品
■コンタクトレンズ、眼鏡
■義歯、義肢その他これらに準ずる物
■動物、植物
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン

模型およびこれらの付属品
■船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、自

動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
■手形その他の有価証券（小切手を除きます。）
■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 　　　　など

住 宅 内
生 活 用
動 産

（国内外補償）
（注）

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】（続き）

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

　【 用語のご説明 】

用 語

交 通 乗 用 具

治 療

通 院

入 院
被 害 事 故

未 婚
免 責 金 額

用語の定義

電車、自動車（スノーモービルを含みます。）、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三輪以上の
幼児用車両、スケートボード、キックボード（原動機を用いるものを含みます。）等は除きます。

先 進 医 療
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。
対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を行うことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等の
ためのものは含みません。

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 

これまでに婚姻歴がないことをいいます。

支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

（注１）ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引き受けで
きます（ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外とな
ります。）。

（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金
のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。

★ご注意ください！
・キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスに
ついては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までの
いずれかを満たすときにかぎり、お支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃(※４)しており、署名または記名捺印された証明書が得ら

れる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホール

インワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※４)し
ており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合

③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもの
で、第１打からホール（球孔）に入るまで連続した映像のものにかぎります。）が提出でき
る場合

④同伴競技者以外の第三者（※５）が目撃(※４)しており、署名または記名捺印された証明
書が得られる場合

（※４）ホールインワンの場合は、被保険者が第１打で打ったボールがホール（球孔）に入る
ことを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準
打数（パー）より３つ少ない打数で打った最終打のボールがホール（球孔）に入るこ
とを、その場で確認することをいいます。

（※５）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショート
ホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社
員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。

費
用
の
補
償

ホールインワン
・

アルバトロス
費 用

次の事由に起因する身体障害（病気ま
たはケガ）による就業障害に対しては、
保険金をお支払いしません。
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ
　ー等の使用（治療を目的として医師

が用いた場合を除きます。）
④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行

為（※1）を除きます。）、核燃料物質等
によるもの

被保険者が、日本国内または
国外において、保険期間中に
身体障害（病気またはケガ）
を被り、その直接の結果とし
て就業障害になった場合

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合

被保険者が被る損失に対して、支払対象外期間を超える就業障害である
期間1か月につき次の計算式によって算出した額をお支払いします。

（注1）就業障害である期間1か月について最高保険金支払月額（3０万
円）を限度とします。

（注2）保険金額（支払基礎所得額）が平均月間所得額を超える場合は、平
均月間所得額を保険金の算出の基礎としてお支払いする保険金
の額を算出します。

お支払いする保険金の額（月額）＝保険金額×所得喪失率（※1）
（※1）所得喪失率＝
  （就業障害発生前の所得額－回復所得額）÷就業障害発生前の所得額

（国内のみ補償）
（注）

（国内のみ補償）
（注）

（国内のみ補償）
（注）

【団体長期障害所得補償保険】【団体長期障害所得補償保険】
この商品は団体長期障害所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。商品の仕組み

（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償
されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特
約の要否をご判断ください（※2）。

（※1）傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
（※2）1 契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき

などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
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　【 用語のご説明 】

〈ご継続の場合も必ずご確認ください。〉
●保険金額の設定について
　保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、

健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な金
額をお決めください。また、他の保険契約等（※）にご加入の場合は、ご加
入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出く
ださい。

（※）「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積
立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が
同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

●特定疾病等対象外について
　・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、

特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きで
ご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることに
より、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いた
だけます。

　　※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、
腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。

　　　「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続
される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外
の条件」がセットされます。

　・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過さ
れている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条
件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対
象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外の条件」を削除で
きないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。

　　（削除できない場合の例）
　　○補償対象外とする疾病群が複数の場合
　　○告知書「疾病・症状一覧表」のＦ群（腰・脊椎の疾病）が補償対象外と

なっている場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜

までお問い合わせください。
●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生

および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャ
パン日本興亜は、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者
または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することが
あります。損保ジャパン日本興亜は、その協議の結果として被保険者の
業務復帰のために有益な費用をお支払いします。

被保険者が、日本国内または
国外において、保険期間中に
身体障害（病気またはケガ）
を被り、その直接の結果とし
て就業障害になった場合

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合

その他ご注意いただくこと

被保険者が加入している
公的医療保険制度

ご加入直前12か月における所得の
平均月間額に対する保険金額割合

共済組合（例：公務員） 4０%以下

（注3）保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金
をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当す
る月の日数で日割計算します。

（注4）補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。
保険金をお支払いする期間（※）＝就業障害である期間－支払対象外期間

（※）協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期
間を超えた時から対象期間（60歳に達するまで）が始まり、その対
象期間内における就業障害である期間（日数）をいいます。対象期
間が60歳満了のご契約であっても、ご加入時に満54歳以上の方
は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間と
なります。

（注5）対象期間（60歳に達するまで）を経過した後の期間の就業障害に
対しては、保険金をお支払いできません。

（注6）原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期
間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支
払いしません。

（注7）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場
合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額を
お支払いします。

　　　ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業
障害となった場合を除きます。

　　①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された
保険金の額

　　②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された
保険金の額

（注8）支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の
原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した
場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし
ます。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を
経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合
は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新
たに支払対象外期間および対象期間を適用します。

    （注）支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規
定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。

（注9）上記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、
前年度に対する物価上昇率（※）をもとに損保ジャパン日本興亜所
定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払い
します。

　　（※）物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数（全国総
合）」をもとに算出します。

　　　 ・ 前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を０％として
　　　　計算します。
　　　 ・ 物価上昇率が5％を超える場合は、これを5％として計算します。

（注10）精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保
険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外
期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。

（注11）妊娠に伴う身体障害補償特約をセットした場合、被保険者の妊娠、
出産、早産、流産によって生じた身体障害による就業障害について
も保険金をお支払いします。ただし、支払対象外期間は、主契約の
支払対象外期間または90日のいずれか長い期間とします。

⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちう
ち症」)、腰痛等で医学的他覚所見（※
2）のないもの

⑥自動車または原動機付自転車の無資
格運転、酒気を帯びた状態での運転

⑦地震、噴火またはこれらによる津波
　（天災危険補償特約をセットしない場

合）
⑧精神病性障害、アルツハイマー病の

認知症、血管性認知症、知的障害、人
格障害、アルコール依存および薬物
依存等の精神障害を被り、これを原
因として生じた就業障害

⑨発熱等の他覚的症状のない感染　など
（注）精神障害補償特約がセットされた

場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統
合失調症、神経衰弱等一部の精神障
害を被り、これを原因として生じた就
業障害はお支払いの対象となります

（アルツハイマー病の認知症、血管性
認知症、知的障害、アルコール依存、
薬物依存等はお支払いの対象とはな
りません。)。また、お支払いは、対象
期間にかかわらず、支払対象外期間
終了日の翌日から起算して2年を限
度とします。

（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的も
しくは宗教・思想的な主義・主張を有
する団体・個人またはこれと連帯する
ものがその主義・主張に関して行う暴
力的行為をいいます。

（※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像検
査等により認められる異常所見をい
います。

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）を除

きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為　　
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
（治療を目的として医師が用いた場合を除きます。）

⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等
（※2）の支払いの対象となる場合を除きます。

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、 腰痛
等で医学的他覚所見（※3）のないもの

⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害　
　　など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張
に関して行う暴力的行為をいいます。

（※２）「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定
める法令に規定された「療養の給付」に要する
費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険
外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送
費」および「家族移送費」をいいます。

（※3）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的
検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、１回の入院につき180日を限度として、
入院した日数に対し、入院１日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年
度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。
 

以下の（1）または（2）のいずれかの場合に保険金をお支払いします。
（1）保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下

①から③までのいずれかの手術（※1）を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いし
ます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙され
ている手術

②先進医療に該当する手術（※2）
③放射線治療に該当する診療行為

　＜入院中に受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×10（倍）
　＜外来で受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×5（倍）

（※1）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な
整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を
直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度におけ
る医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目
的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術（レーシック手術等）　　　　　　  など

疾
病

疾 病 入 院
保 険 金

疾 病 手 術
保 険 金

疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額 × 入院した日数

（注）団体長期障害所得補償保険を複数ご契約（※）された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約か
らでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、
補償の要否をご判断ください。

（※）他社のご契約を含みます。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【新・団体医療保険】【新・団体医療保険】
この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等をセットしたものです。

被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に
通院された場合等に保険金をお支払いします。 

商品の仕組み

用　　語 用 語 の 定 義

傷害（傷害の原因となった事故を含みます。）および疾病をあわせて身体障害といいます。

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然か
つ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

・ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故
から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

・ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する
予知されない出来事をいいます。

・ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
　（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

傷害以外の身体の障害をいいます。

次の①または②のいずれかの時をいいます。
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。
② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。

（支払対象外期間中の就業障害の定義）
　身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。

（対象期間中の就業障害の定義）
　身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することが

できず、かつ所得喪失率が20％を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害
とはいいません。

業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより
支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一
定割合内で設定していただきます。

就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。

支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。

就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間（日数）をいい、この期間に対しては、保
険金をお支払いしません。

支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払う期間は、こ
の期間をもって限度とします。

傷害（ケガ）

身体障害

疾病（病気）

就業障害

所　　得

支払基礎所得額

平均月間所得額
回復所得額

身体障害を
被った時

支払対象外期間

対象期間
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　【 用語のご説明 】

〈ご継続の場合も必ずご確認ください。〉
●保険金額の設定について
　保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、

健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ、適切な金
額をお決めください。また、他の保険契約等（※）にご加入の場合は、ご加
入いただける金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出く
ださい。

（※）「他の保険契約等」とは、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険、積
立所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が
同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

●特定疾病等対象外について
　・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、

特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きで
ご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外の条件」をセットすることに
より、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いた
だけます。

　　※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、
腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。

　　　「特定疾病等対象外の条件」をセットされた条件でのご契約を継続
される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外
の条件」がセットされます。

　・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過さ
れている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外の条
件」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対
象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外の条件」を削除で
きないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。

　　（削除できない場合の例）
　　○補償対象外とする疾病群が複数の場合
　　○告知書「疾病・症状一覧表」のＦ群（腰・脊椎の疾病）が補償対象外と

なっている場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜

までお問い合わせください。
●被保険者が就業障害になった場合、被保険者には、所得の喪失の発生

および拡大を防止するため業務復帰に努めていただきます。損保ジャ
パン日本興亜は、被保険者が就業障害の状態になった場合は、ご契約者
または被保険者と、被保険者の業務復帰援助のために協議することが
あります。損保ジャパン日本興亜は、その協議の結果として被保険者の
業務復帰のために有益な費用をお支払いします。

被保険者が、日本国内または
国外において、保険期間中に
身体障害（病気またはケガ）
を被り、その直接の結果とし
て就業障害になった場合

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の主な内容 保険金をお支払いできない主な場合

その他ご注意いただくこと

被保険者が加入している
公的医療保険制度

ご加入直前12か月における所得の
平均月間額に対する保険金額割合

共済組合（例：公務員） 4０%以下

（注3）保険金をお支払いする期間が1か月に満たない場合または保険金
をお支払いする期間に1か月未満の端日数がある場合は、該当す
る月の日数で日割計算します。

（注4）補償の対象となる期間は、次の計算式によって算出します。
保険金をお支払いする期間（※）＝就業障害である期間－支払対象外期間

（※）協定書に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期
間を超えた時から対象期間（60歳に達するまで）が始まり、その対
象期間内における就業障害である期間（日数）をいいます。対象期
間が60歳満了のご契約であっても、ご加入時に満54歳以上の方
は、対象期間は支払対象外期間終了日の翌日から起算して3年間と
なります。

（注5）対象期間（60歳に達するまで）を経過した後の期間の就業障害に
対しては、保険金をお支払いできません。

（注6）原因または時が異なって被った身体障害により就業障害である期
間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支
払いしません。

（注7）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場
合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額を
お支払いします。

　　　ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業
障害となった場合を除きます。

　　①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された
保険金の額

　　②被保険者が就業障害になった時のお支払条件により算出された
保険金の額

（注8）支払対象外期間を超える就業障害が終了した後、その就業障害の
原因となった身体障害によって6か月以内に就業障害が再発した
場合は、後の就業障害は前の就業障害と同一の就業障害とみなし
ます。ただし、就業障害が終了した日からその日を含めて6か月を
経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業障害となった場合
は、後の就業障害は前の就業障害と異なった就業障害とみなし、新
たに支払対象外期間および対象期間を適用します。

    （注）支払対象外期間および対象期間については、協定書に特別の規
定がある場合は、協定書の規定に従うこととします。

（注9）上記により計算した額に、就業障害開始後1年を経過するごとに、
前年度に対する物価上昇率（※）をもとに損保ジャパン日本興亜所
定の方法により算出した係数を乗じて算出した保険金をお支払い
します。

　　（※）物価上昇率は国の行政機関発表の「消費者物価指数（全国総
合）」をもとに算出します。

　　　 ・ 前年度と比べて物価下落している場合は、上昇率を０％として
　　　　計算します。
　　　 ・ 物価上昇率が5％を超える場合は、これを5％として計算します。

（注10）精神障害補償特約をセットした場合、精神障害補償特約による保
険金のお支払いは、主契約の対象期間にかかわらず、支払対象外
期間終了日の翌日から起算して2年を限度とします。

（注11）妊娠に伴う身体障害補償特約をセットした場合、被保険者の妊娠、
出産、早産、流産によって生じた身体障害による就業障害について
も保険金をお支払いします。ただし、支払対象外期間は、主契約の
支払対象外期間または90日のいずれか長い期間とします。

⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちう
ち症」)、腰痛等で医学的他覚所見（※
2）のないもの

⑥自動車または原動機付自転車の無資
格運転、酒気を帯びた状態での運転

⑦地震、噴火またはこれらによる津波
　（天災危険補償特約をセットしない場

合）
⑧精神病性障害、アルツハイマー病の

認知症、血管性認知症、知的障害、人
格障害、アルコール依存および薬物
依存等の精神障害を被り、これを原
因として生じた就業障害

⑨発熱等の他覚的症状のない感染　など
（注）精神障害補償特約がセットされた

場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統
合失調症、神経衰弱等一部の精神障
害を被り、これを原因として生じた就
業障害はお支払いの対象となります

（アルツハイマー病の認知症、血管性
認知症、知的障害、アルコール依存、
薬物依存等はお支払いの対象とはな
りません。)。また、お支払いは、対象
期間にかかわらず、支払対象外期間
終了日の翌日から起算して2年を限
度とします。

（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的も
しくは宗教・思想的な主義・主張を有
する団体・個人またはこれと連帯する
ものがその主義・主張に関して行う暴
力的行為をいいます。

（※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像検
査等により認められる異常所見をい
います。

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）を除

きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為　　
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
（治療を目的として医師が用いた場合を除きます。）

⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等
（※2）の支払いの対象となる場合を除きます。

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、 腰痛
等で医学的他覚所見（※3）のないもの

⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害　
　　など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張
に関して行う暴力的行為をいいます。

（※２）「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定
める法令に規定された「療養の給付」に要する
費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険
外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送
費」および「家族移送費」をいいます。

（※3）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的
検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、１回の入院につき180日を限度として、
入院した日数に対し、入院１日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年
度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。
 

以下の（1）または（2）のいずれかの場合に保険金をお支払いします。
（1）保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下

①から③までのいずれかの手術（※1）を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いし
ます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙され
ている手術

②先進医療に該当する手術（※2）
③放射線治療に該当する診療行為

　＜入院中に受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×10（倍）
　＜外来で受けた手術の場合＞疾病手術保険金の額＝疾病入院保険金日額×5（倍）

（※1）以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な
整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を
直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度におけ
る医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目
的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術（レーシック手術等）　　　　　　  など

疾
病

疾 病 入 院
保 険 金

疾 病 手 術
保 険 金

疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額 × 入院した日数

（注）団体長期障害所得補償保険を複数ご契約（※）された場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約か
らでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、
補償の要否をご判断ください。

（※）他社のご契約を含みます。
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補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【新・団体医療保険】【新・団体医療保険】
この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等をセットしたものです。

被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に
通院された場合等に保険金をお支払いします。 

商品の仕組み

用　　語 用 語 の 定 義

傷害（傷害の原因となった事故を含みます。）および疾病をあわせて身体障害といいます。

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然か
つ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

・ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故
から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

・ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する
予知されない出来事をいいます。

・ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
　（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

傷害以外の身体の障害をいいます。

次の①または②のいずれかの時をいいます。
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時。
② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。

（支払対象外期間中の就業障害の定義）
　身体障害により、被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないこと。

（対象期間中の就業障害の定義）
　身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することが

できず、かつ所得喪失率が20％を超えていること。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害
とはいいません。

業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより
支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。

保険金の算出の基礎となる所得の額をいい、被保険者の属する公的医療保険制度に応じて、平均月間所得額に対する一
定割合内で設定していただきます。

就業障害が開始した日の属する月の直前12か月間の所得の平均月間額をいいます。

支払対象外期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。

就業障害が開始した日から起算して、継続して就業障害である協定書記載の期間（日数）をいい、この期間に対しては、保
険金をお支払いしません。

支払対象外期間終了日の翌日から起算する協定書記載の期間をいい、損保ジャパン日本興亜が保険金を支払う期間は、こ
の期間をもって限度とします。

傷害（ケガ）

身体障害

疾病（病気）

就業障害

所　　得

支払基礎所得額

平均月間所得額
回復所得額

身体障害を
被った時

支払対象外期間

対象期間



－ 35 － － 36 －

疾病退院後通院保険金の額＝疾病退院後通院保険金日額 × 通院した日数

①故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きます。）
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核

燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成
物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な
特性

④上記以外の放射線照射または放射能汚染
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

①故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用（治療を目的

として医師が用いた場合を除きます。）
⑤頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛

等で医学的他覚所見のないもの
⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑦地震、噴火またはこれらによる津波（天災危険補償

特約をセットしない場合）
⑧妊娠、出産
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロ

ッククライミング（フリークライミングを含みま
す。）、航空機操縦（職務として操縦する場合を除き
ます。）、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を
行っている間の事故

⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行
（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）の
間の事故　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）を除

きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為　　
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
（治療を目的として医師が用いた場合を除きます。）

⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等
（※2）の支払いの対象となる場合を除きます。

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、 腰痛
等で医学的他覚所見（※3）のないもの

⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害　
　　など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張
に関して行う暴力的行為をいいます。

（※２）「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定
める法令に規定された「療養の給付」に要する
費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険
外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送
費」および「家族移送費」をいいます。

（※3）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的
検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用（治

療を目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用（治療を

目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

保険期間中に疾病を被り、かつ継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通
院した場合、１回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日数に対し、通院１日
につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、１回の入院について、最初
の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対して
は、保険金をお支払いしません。
また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保
険金をお支払いしません。

保険期間中に疾病を被り、継続して20日を超えて入院し、最初の入院の開始日からその
日を含めて1,000日以内に生存している状態で退院した場合、疾病退院一時金保険金額
をお支払いします（１回の入院について１回かぎりとなります。）。

被保険者が責任開始日以降の保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事由に
該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に該当した場
合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるとき
は、保険金をお支払いしません。
①次のいずれかに該当したこと。
　ア．初めてがんと診断確定されたこと。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からそ

の日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。
　イ．原発がん（※）が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めて

がんが再発または転移したと診断確定されたこと。
　ウ．原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。
②急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。
③脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく）を発病し、その治療を直接の目的として入

院を開始したこと。
（※）初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にす

でに診断確定されたがんをいいます。

保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等（※1）を受けた
ことにより負担した先進医療（※2）の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費
用保険金額を限度にお支払いします。

（※1）先進医療および臓器移植術をいいます。
（※2）病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚

生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の
種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省
ホームページをご覧ください。

　　　（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）
（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。

補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されま
すが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入に
あたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判
断ください（※2）。

（※1）傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含
みます。

（※2）1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変
化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったときなどは、
補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態（公的介護保険制度における要介
護2から5に相当します。）となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日
を含めて、90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。保険金を
お支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。

（※2）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部
または必要部位に切除、摘出等の処理を施すものにかぎります。

（2）骨髄幹細胞採取手術（※1）を受けた場合は、保険期間中に確認検査（※2）を受けた
時を疾病を被った時とみなして、（1）と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支
払いします。

（※1）ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場
合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場
合は、保険金をお支払いしません。

（※2）「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するため
の検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検
査を除きます。

疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お
支払いする回数・保険金の額に以下（1）から（4）までの制限があります。

（1）時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いい
ずれか1つの手術についてのみお支払いします。

（2）同一の手術（同一の先進医療に該当する手術を含みます。）を2回以上受けた場合で、
それらの手術が一連の手術（※1）に該当するときは、同一手術期間（※2）に受けた一
連の手術（※1）については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術に
ついてのみお支払いします。

（※1）一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連
の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定
められている手術をいいます。

（※2）同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて
60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直
前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間
を新たな同一手術期間とします。

（3）医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定
されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目につ
いてのみお支払いします。

（4）放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払い
を限度とします。
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（注）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
　　ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して１年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
　①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
　②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額

⑧戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等
での医学的他覚所見のないもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用（治

療を目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用（治療を

目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波
⑧戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等

での医学的他覚所見のないもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

<前ページより続きます。>

被保険者（本人の親で、加入時に指定された方となります。）が公的介護保険制度を定める
法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5に該当する認定を受け、その状態が
要介護認定を受けた日（公的介護保険制度に基づいて申請を行った日）からその日を含め
て90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保
険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。

（注1）初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払
事由がお支払いの対象となります。

（注2）本特約の被保険者（親）の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下
（継続加入は89歳以下）の方となります。

（注3）保険金支払条件変更特約（親孝行一時金用）がセットされています。

介 護
一 時 金

親 孝 行
一 時 金
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　【 用語のご説明 】

用　　語 用 語 の 定 義
傷害以外の身体の障害をいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

・ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故
から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

・ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する
予知されない出来事をいいます。

・ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
　（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等
の受領等のためのものは含みません。

傷害（ケガ）

通　　　　院

疾病（病気）

1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終
わる期間をいいます。通院責任期間

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美
容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。入　　　　院

医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療を
いいます。治　　　療

「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類概要ICD-10（2003年版）準拠」に定められた分類項目
中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。が　　　ん

医師または歯科医師（※）が、病理組織学的所見（剖検や生検）、細胞学的所見、理学的所見（X線や内視鏡等）、臨床学的所見およ
び手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。

（※）被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。
がんと診断確定
された時

入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害（疾病については、前の入院の原
因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。）により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1
回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初
の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。

病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術
をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページ
をご覧ください。（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

1回の入院

次の①または②のいずれか該当する医療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為（※）。ただし、血
液照射を除きます。
②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

（※）歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放
　　射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

放射線治療

先進医療

●特定疾病等対象外特約について
　・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入い

ただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
　　※例えば、Ｆ群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償対象外となります。
　・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
　・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除でき

ることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保
険期間の中途での削除はできません。

　　（削除できない場合の例）
　  　○補償対象外とする疾病群が複数の場合
　  　○告知書「疾病・症状一覧表」のＦ群（腰・脊椎の疾病）が補償対象外となっている場合　　など　　　　　　　　　　　　　
　・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

その他ご注意いただくこと
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－ 35 － － 36 －

疾病退院後通院保険金の額＝疾病退院後通院保険金日額 × 通院した日数

①故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きます。）
③核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核

燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成
物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な
特性

④上記以外の放射線照射または放射能汚染
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

①故意または重大な過失
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用（治療を目的

として医師が用いた場合を除きます。）
⑤頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛

等で医学的他覚所見のないもの
⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑦地震、噴火またはこれらによる津波（天災危険補償

特約をセットしない場合）
⑧妊娠、出産
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロ

ッククライミング（フリークライミングを含みま
す。）、航空機操縦（職務として操縦する場合を除き
ます。）、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を
行っている間の事故

⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行
（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）の
間の事故　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①故意または重大な過失
②戦争､外国の武力行使、暴動（テロ行為（※１）を除

きます。）、核燃料物質等によるもの
③自殺行為､犯罪行為または闘争行為　　
④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
（治療を目的として医師が用いた場合を除きます。）

⑥傷害
⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等
（※2）の支払いの対象となる場合を除きます。

⑧頸（けい）部症候群（いわゆる｢むちうち症｣）、 腰痛
等で医学的他覚所見（※3）のないもの

⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害　
　　など

（※１）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗
教・思想的な主義・主張を有する団体・個人
またはこれと連帯するものがその主義・主張
に関して行う暴力的行為をいいます。

（※２）「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定
める法令に規定された「療養の給付」に要する
費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険
外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送
費」および「家族移送費」をいいます。

（※3）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的
検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用（治

療を目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用（治療を

目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

保険期間中に疾病を被り、かつ継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通
院した場合、１回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日数に対し、通院１日
につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、１回の入院について、最初
の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対して
は、保険金をお支払いしません。
また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保
険金をお支払いしません。

保険期間中に疾病を被り、継続して20日を超えて入院し、最初の入院の開始日からその
日を含めて1,000日以内に生存している状態で退院した場合、疾病退院一時金保険金額
をお支払いします（１回の入院について１回かぎりとなります。）。

被保険者が責任開始日以降の保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事由に
該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に該当した場
合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるとき
は、保険金をお支払いしません。
①次のいずれかに該当したこと。
　ア．初めてがんと診断確定されたこと。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始日からそ

の日を含めて91日目以降に該当した場合にかぎります。
　イ．原発がん（※）が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めて

がんが再発または転移したと診断確定されたこと。
　ウ．原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。
②急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。
③脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく）を発病し、その治療を直接の目的として入

院を開始したこと。
（※）初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にす

でに診断確定されたがんをいいます。

保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等（※1）を受けた
ことにより負担した先進医療（※2）の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費
用保険金額を限度にお支払いします。

（※1）先進医療および臓器移植術をいいます。
（※2）病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚

生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の
種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省
ホームページをご覧ください。

　　　（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）
（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。

補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されま
すが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入に
あたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判
断ください（※2）。

（※1）傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含
みます。

（※2）1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変
化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったときなどは、
補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

保険期間中に、疾病や傷害などにより所定の要介護状態（公的介護保険制度における要介
護2から5に相当します。）となり、その要介護状態が要介護状態に該当した日からその日
を含めて、90日を超えて継続した場合、介護一時金保険金額をお支払いします。保険金を
お支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。

（※2）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部
または必要部位に切除、摘出等の処理を施すものにかぎります。

（2）骨髄幹細胞採取手術（※1）を受けた場合は、保険期間中に確認検査（※2）を受けた
時を疾病を被った時とみなして、（1）と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支
払いします。

（※1）ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場
合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場
合は、保険金をお支払いしません。

（※2）「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するため
の検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検
査を除きます。

疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お
支払いする回数・保険金の額に以下（1）から（4）までの制限があります。

（1）時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いい
ずれか1つの手術についてのみお支払いします。

（2）同一の手術（同一の先進医療に該当する手術を含みます。）を2回以上受けた場合で、
それらの手術が一連の手術（※1）に該当するときは、同一手術期間（※2）に受けた一
連の手術（※1）については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術に
ついてのみお支払いします。

（※1）一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連
の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定
められている手術をいいます。

（※2）同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて
60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直
前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間
を新たな同一手術期間とします。

（3）医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定
されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目につ
いてのみお支払いします。

（4）放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払い
を限度とします。
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（注）初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
　　ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して１年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
　①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額
　②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額

⑧戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま
す。）、核燃料物質等によるもの

⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等
での医学的他覚所見のないもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故
④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用（治

療を目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑤アルコール依存、薬物依存または薬物乱用（治療を

目的として医師が用いた場合を除きます。）
⑥先天性異常
⑦地震、噴火またはこれらによる津波
⑧戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除きま

す。）、核燃料物質等によるもの
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛等

での医学的他覚所見のないもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

<前ページより続きます。>

被保険者（本人の親で、加入時に指定された方となります。）が公的介護保険制度を定める
法令に規定された要介護状態区分の要介護2から5に該当する認定を受け、その状態が
要介護認定を受けた日（公的介護保険制度に基づいて申請を行った日）からその日を含め
て90日を超えて継続した場合、被保険者へ親孝行一時金保険金額をお支払いします。保
険金をお支払いした場合この特約は失効するため、お支払いは1回かぎりとなります。

（注1）初年度契約については、保険始期からその日を含めて91日目以降に該当した支払
事由がお支払いの対象となります。

（注2）本特約の被保険者（親）の引受対象年齢は、新規加入の場合40歳以上79歳以下
（継続加入は89歳以下）の方となります。

（注3）保険金支払条件変更特約（親孝行一時金用）がセットされています。

介 護
一 時 金

親 孝 行
一 時 金

そ
の
他
の
特
約

　【 用語のご説明 】

用　　語 用 語 の 定 義
傷害以外の身体の障害をいいます。
急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ
一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。

・ 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故
から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。

・ 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する
予知されない出来事をいいます。

・ 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
　（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等
の受領等のためのものは含みません。

傷害（ケガ）

通　　　　院

疾病（病気）

1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終
わる期間をいいます。通院責任期間

自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美
容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。入　　　　院

医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療を
いいます。治　　　療

「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類概要ICD-10（2003年版）準拠」に定められた分類項目
中、所定の悪性新生物をいいます。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。が　　　ん

医師または歯科医師（※）が、病理組織学的所見（剖検や生検）、細胞学的所見、理学的所見（X線や内視鏡等）、臨床学的所見およ
び手術所見の全部またはいずれかによってがんと診断確定した時をいいます。

（※）被保険者が医師または歯科医師である場合は、被保険者以外の医師または歯科医師をいいます。
がんと診断確定
された時

入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害（疾病については、前の入院の原
因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。）により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1
回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初
の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。

病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術
をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページ
をご覧ください。（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html）

1回の入院

次の①または②のいずれか該当する医療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為（※）。ただし、血
液照射を除きます。
②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為

（※）歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放
　　射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。

放射線治療

先進医療

●特定疾病等対象外特約について
　・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入い

ただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
　　※例えば、Ｆ群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償対象外となります。
　・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
　・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除でき

ることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保
険期間の中途での削除はできません。

　　（削除できない場合の例）
　  　○補償対象外とする疾病群が複数の場合
　  　○告知書「疾病・症状一覧表」のＦ群（腰・脊椎の疾病）が補償対象外となっている場合　　など　　　　　　　　　　　　　
　・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

その他ご注意いただくこと
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（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償さ
れますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要
否をご判断ください（※2）。

（※1）賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
（※2）1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったときなどは、

補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

　【 用語のご説明 】

　

ゴ ル フ 場

ゴルフ場敷地内

ゴ ル フ 用 品

ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
（注）ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の
　　　補償内容をご確認ください。

ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。
ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。
ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含まれません。

ホールインワンの場合は、被保険者が第１打で打ったボールがホール（球孔）に入ることを、その場で確認することをいいます。
アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数（パー）より３つ少ない打数で打った最終打のボールがホール（球孔）に入ることを、
その場で確認することをいいます。

支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時
に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
　・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から
　　結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
　・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知
　　されない出来事をいいます。
　・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

目 撃

免 責 金 額 

傷 害
（ ケ ガ ）

用　　語 用 語 の 定 義

ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

1．クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
【共通】

●ご加入の際は、加入依頼書・告知書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認
ください。

●加入依頼書・告知書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な
引受判断を行ううえで重要な事項となります。

●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答い
ただく義務（告知義務）があります。

　 （※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書等の
記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものを
いい、他の保険契約等に関する事項を含みます。

  ＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　 ★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態（団体長期障害所得補償保険、
　　 新・団体医療保険の場合）

　 ★被保険者ご本人の職業または職務（傷害総合保険基本プランの場合）
　 ★他の保険契約等（※）の加入状況

 　（※）「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通
事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、ゴルファー保険、個
人賠償責任保険、医療保険、各種商品の入院特約、団体長期障害所得補償
保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一
部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことには
なりません。

＊告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記
入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことが
あります。

●損保ジャパン日本興亜または取扱代理店は告知受領権を有しています。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険
者の同意の確認手続きが必要です。
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保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金を
お支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ
た場合、その程度に応じて保険金額の4％～100％をお支払いしま
す。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保
険金額を限度とします。 

入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の
入院日数に対し、１日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額
をお支払いします。 

通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を
含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、１日につ
き保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただ
し、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保
険金をお支払いしません。 

①故意または重大な過失によって生じた損害 
②自然の消耗または性質による変質その他類似の事

由によって生じた損害 
③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装

反乱その他これらに類似の事変または暴動によっ
て生じた損害

⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然
変象によって生じた損害

⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害
に対して、時価（※）を基準に算出した損害の額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 
①ゴルフ用品の盗難（ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に
生じた場合にかぎります。） 
②ゴルフクラブの破損または曲損 

（※）「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消
耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、
保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。

（注）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となり
ません。

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガ
をされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するため
に医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日
数について通院したものとみなします。

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ
をされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いし
ません。

ゴルフ用品
（注）

①死　亡
　保険金

②後遺障害
　保険金

③入　院
　保険金

④通　院
　保険金

①ゴルフ場の経営者または使用人（臨時雇いを含み
ます。）がその経営または勤務するゴルフ場で行っ
たホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行
ったホールインワンまたはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバト
ロス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①ゴルフ場の経営者または使用人（臨時雇いを含み
ます。）がその経営または勤務するゴルフ場で行っ
たホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行
ったホールインワンまたはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバト
ロス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

（※２）この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者１名以上と同
伴し（ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有
無は問いません。）、基準打数（パー）35以上の９ホール（ハーフ）、または基準打数

（パー）35以上の９ホール（ハーフ）を含む18ホールを正規にラウンドすることを
いいます。 

（※３）「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から３か月以内に
開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う
場合において、被保険者から損保ジャパン日本興亜にゴルフ競技を行う時期につい
て告げ、損保ジャパン日本興亜がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバ
トロスを行った日から１年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めるこ
とができます。

（注１）ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます（ゴル
フの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。） 。

（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金
のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。

★ご注意ください！
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスにつ
いては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までの
いずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる

場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホール

インワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃してお
り、署名または記名捺印された証明書が得られる場合

③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可
能なもので、第１打からボールがホール（球孔）に入るまで連続した映像のものにかぎ
ります。）が提出できる場合

④同伴競技者以外の第三者（※）が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得
られる場合

（※）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないが
ショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイ
ベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業
者、工事業者をいいます。 

日本国内にあるゴルフ場（※１）においてゴルフ競技（※２）中にホールインワンまたはア
ルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担する
ことによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険
金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 
①贈呈用記念品購入費用（現金、商品券等を除きます。）
②祝賀会費用（※３）
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用（保険
　金額の10％を限度とします。）

（※１）この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施
設で、９ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 

ホールインワン 
・

アルバトロス
費 用

（注）

ホールインワン 
・

アルバトロス
費 用

（注）

死亡保険金の額＝保険金額の全額 

後遺障害保険金の額＝保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（4％～100％） 

入院保険金の額＝保険金額×1.5／1000×入院日数（事故の発生の日から180日以内） 

通院保険金の額＝保険金額×1.0／1000×通院日数 
（事故の発生の日から180日以内の90日限度） 

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
①故意によって生じた賠償責任 
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装

反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因
する賠償責任

③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然
変象に起因する賠償責任

④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊
について、その財物に対し正当な権利を有する方
に対して負担する賠償責任

⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の

約定がある場合において、その約定によって加重
された賠償責任

⑦自動車（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを
除きます。）の所有、使用または管理に起因する賠
償責任 (※）　　　                                    など

（※）ゴルフカート自体の損害に対する賠償責任につ
いては保険金をお支払いできません。

①故意または重大な過失に起因するケガ 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ
③脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ 
④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による

もの
⑤地震、噴火または津波に起因するケガ  
⑥頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛

等で医学的他覚所見（※）のないもの
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　など 

（※）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検
査、臨床検査、画像検査等により認められる異常
所見をいいます。

 

ゴルフの練習、競技または指導（これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、
休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中に発生した偶然な事故により、他人（キャディ
を含みます。）にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の
損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支
払いします。ただし、１回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 　　 
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。

（注１）法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金
等はお支払いの対象となりません。 

（注２）お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失
の割合等によって決定されます。 

（注3）記名被保険者（加入依頼書等記載の本人をいいます。）が未成年者または責任無
能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方（記名被保険
者の親族にかぎります。）についても被保険者となります。

ゴルフ場敷地内でゴルフの練習、競技または指導（これらに付随して通常ゴルフ場敷地
内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中に急激かつ偶然な外
来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に保険金をお支払いします。

賠償責任
（注）

身 体 傷 害

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【ゴルファー保険】【ゴルファー保険】 この商品は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用
品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。

ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の
盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。

（注１）ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。 
（注２）保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

商品の仕組み
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（注）補償内容が同様のご契約（※1）が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償さ
れますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要
否をご判断ください（※2）。

（※1）賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
（※2）1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償の対象外になったときなどは、

補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

　【 用語のご説明 】

　

ゴ ル フ 場

ゴルフ場敷地内

ゴ ル フ 用 品

ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
（注）ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の
　　　補償内容をご確認ください。

ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。
ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、その他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。
ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含まれません。

ホールインワンの場合は、被保険者が第１打で打ったボールがホール（球孔）に入ることを、その場で確認することをいいます。
アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数（パー）より３つ少ない打数で打った最終打のボールがホール（球孔）に入ることを、
その場で確認することをいいます。

支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 

急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時
に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
　・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から
　　結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
　・偶然とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知
　　されない出来事をいいます。
　・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
（注）靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

目 撃

免 責 金 額 

傷 害
（ ケ ガ ）

用　　語 用 語 の 定 義

ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）

1．クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
【共通】

●ご加入の際は、加入依頼書・告知書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認
ください。

●加入依頼書・告知書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な
引受判断を行ううえで重要な事項となります。

●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答い
ただく義務（告知義務）があります。

　 （※）「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書等の
記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものを
いい、他の保険契約等に関する事項を含みます。

  ＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　 ★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態（団体長期障害所得補償保険、
　　 新・団体医療保険の場合）

　 ★被保険者ご本人の職業または職務（傷害総合保険基本プランの場合）
　 ★他の保険契約等（※）の加入状況

 　（※）「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通
事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険、ゴルファー保険、個
人賠償責任保険、医療保険、各種商品の入院特約、団体長期障害所得補償
保険、所得補償保険、積立所得補償保険等、この保険契約の全部または一
部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことには
なりません。

＊告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記
入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことが
あります。

●損保ジャパン日本興亜または取扱代理店は告知受領権を有しています。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険
者の同意の確認手続きが必要です。
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保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、
保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金を
お支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 

事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じ
た場合、その程度に応じて保険金額の4％～100％をお支払いしま
す。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保
険金額を限度とします。 

入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の
入院日数に対し、１日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額
をお支払いします。 

通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を
含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、１日につ
き保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただ
し、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保
険金をお支払いしません。 

①故意または重大な過失によって生じた損害 
②自然の消耗または性質による変質その他類似の事

由によって生じた損害 
③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装

反乱その他これらに類似の事変または暴動によっ
て生じた損害

⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然
変象によって生じた損害

⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害
に対して、時価（※）を基準に算出した損害の額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 
①ゴルフ用品の盗難（ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に
生じた場合にかぎります。） 
②ゴルフクラブの破損または曲損 

（※）「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消
耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、
保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。

（注）ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となり
ません。

（注1）通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガ
をされた部位（脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等）を固定するため
に医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日
数について通院したものとみなします。

（注2）通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ
をされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いし
ません。

ゴルフ用品
（注）

①死　亡
　保険金

②後遺障害
　保険金

③入　院
　保険金

④通　院
　保険金

①ゴルフ場の経営者または使用人（臨時雇いを含み
ます。）がその経営または勤務するゴルフ場で行っ
たホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行
ったホールインワンまたはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバト
ロス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

①ゴルフ場の経営者または使用人（臨時雇いを含み
ます。）がその経営または勤務するゴルフ場で行っ
たホールインワンまたはアルバトロス

②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行
ったホールインワンまたはアルバトロス

③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバト
ロス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

（※２）この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者１名以上と同
伴し（ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有
無は問いません。）、基準打数（パー）35以上の９ホール（ハーフ）、または基準打数

（パー）35以上の９ホール（ハーフ）を含む18ホールを正規にラウンドすることを
いいます。 

（※３）「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から３か月以内に
開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う
場合において、被保険者から損保ジャパン日本興亜にゴルフ競技を行う時期につい
て告げ、損保ジャパン日本興亜がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバ
トロスを行った日から１年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めるこ
とができます。

（注１）ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます（ゴル
フの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。） 。

（注２）ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金
のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。

★ご注意ください！
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスにつ
いては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までの
いずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得られる

場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホール

インワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃してお
り、署名または記名捺印された証明書が得られる場合

③ビデオ映像（ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可
能なもので、第１打からボールがホール（球孔）に入るまで連続した映像のものにかぎ
ります。）が提出できる場合

④同伴競技者以外の第三者（※）が目撃しており、署名または記名捺印された証明書が得
られる場合

（※）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないが
ショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイ
ベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業
者、工事業者をいいます。 

日本国内にあるゴルフ場（※１）においてゴルフ競技（※２）中にホールインワンまたはア
ルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担する
ことによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険
金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 
①贈呈用記念品購入費用（現金、商品券等を除きます。）
②祝賀会費用（※３）
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
④同伴キャディに対する祝儀
⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用（保険
　金額の10％を限度とします。）

（※１）この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施
設で、９ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 

ホールインワン 
・

アルバトロス
費 用

（注）

ホールインワン 
・

アルバトロス
費 用

（注）

死亡保険金の額＝保険金額の全額 

後遺障害保険金の額＝保険金額×後遺障害の程度に応じた割合（4％～100％） 

入院保険金の額＝保険金額×1.5／1000×入院日数（事故の発生の日から180日以内） 

通院保険金の額＝保険金額×1.0／1000×通院日数 
（事故の発生の日から180日以内の90日限度） 

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
①故意によって生じた賠償責任 
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装

反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因
する賠償責任

③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然
変象に起因する賠償責任

④被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊
について、その財物に対し正当な権利を有する方
に対して負担する賠償責任

⑤被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の

約定がある場合において、その約定によって加重
された賠償責任

⑦自動車（ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを
除きます。）の所有、使用または管理に起因する賠
償責任 (※）　　　                                    など

（※）ゴルフカート自体の損害に対する賠償責任につ
いては保険金をお支払いできません。

①故意または重大な過失に起因するケガ 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ
③脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ 
④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による

もの
⑤地震、噴火または津波に起因するケガ  
⑥頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、腰痛

等で医学的他覚所見（※）のないもの
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　など 

（※）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検
査、臨床検査、画像検査等により認められる異常
所見をいいます。

 

ゴルフの練習、競技または指導（これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、
休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中に発生した偶然な事故により、他人（キャディ
を含みます。）にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の
損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）の合計金額をお支
払いします。ただし、１回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 　　 
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパン日本興亜の承認を必要とします。

（注１）法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金
等はお支払いの対象となりません。 

（注２）お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失
の割合等によって決定されます。 

（注3）記名被保険者（加入依頼書等記載の本人をいいます。）が未成年者または責任無
能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監
督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方（記名被保険
者の親族にかぎります。）についても被保険者となります。

ゴルフ場敷地内でゴルフの練習、競技または指導（これらに付随して通常ゴルフ場敷地
内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。）中に急激かつ偶然な外
来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に保険金をお支払いします。

賠償責任
（注）

身 体 傷 害

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】

【ゴルファー保険】【ゴルファー保険】 この商品は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用
品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。

ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の
盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。

（注１）ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。 
（注２）保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

商品の仕組み
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＊中途加入の場合は、毎月２０日までの受付分は受付日の翌々月１日（２０日過ぎの
受付分は翌翌々月１日）に保険責任が始まります。

【団体長期障害所得補償保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病・発生した

事故による傷害を原因とする就業障害（保険金の支払事由）に対しては、正しく
告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、
ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を経過した後
に就業障害（保険金の支払事由）が生じた場合は、その就業障害（保険金の支払
事由）に対しては保険金をお支払いします。

　（※1）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約
についてはそのセットした日をいいます。

　（※2）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学
上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある
疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断によ
り初めて発見された時をいいます。

　（注）特別な条件付き（「特定疾病等対象外の条件」をセット）でご加入いただく場
合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補
償対象外となります。

【新・団体医療保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病に対して

は、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時
（※1）より前に発病（※2）した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始
時(※1）からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由（入院を開
始された場合や手術を受けられた場合等）が生じた場合は、その保険金の支払
事由に対しては保険金をお支払いします。

　（注1）特別な条件付き（「特定疾病等対象外特約」セット）でご加入いただく場合は、
上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対
象外となります。

　（注2）三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由に対しては、ご加入初
年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を経過した後に保
険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払いできません。

　（※1）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約
についてはそのセットした日をいいます。

　（※2）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学
上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある
疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断によ
り初めて発見された時をいいます。

【三大疾病診断保険金支払特約】
●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含

めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。また、
一部の疾病群について保険金お支払いの対象外とする条件（「特定疾病等対象
外特約」をセット）でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とす
るがんについては保険金をお支払いできません。

５．事故がおきた場合の取扱い
【共通】

●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店まで
ご通知ください。事故の発生の日（疾病の場合、入院を開始した日あるいは手術
を受けた日。ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワン
またはアルバトロスを行った場合。）からその日を含めて３０日以内にご通知がな
い場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジ
ャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン
日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになっ
たりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

（注）個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故につ
いては、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる

「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあた
っては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。

　なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのご注意ください。
　・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
　・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合　　　　　など
※受託品賠償責任補償特約の対象となる事故につきましては示談交渉サービスは

ありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜にご相談い
ただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜

が求めるものを提出してください。
【傷害総合保険・新・団体医療保険・団体長期障害所得補償保険】

【新・団体医療保険・団体長期障害所得補償保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて1年以内に過去の

傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパン日本興亜に告知していただい
た内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が
解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）から
その日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）
からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご
契約が解除になることがあります。

（※）保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発

生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
　ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合

は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初

年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
　　・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取

得させる目的をもって契約した場合
　　・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によ

って損保ジャパン日本興亜が契約した場合　　　　　　　　　　　　 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③まで

のいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます（「特定の疾病群について補償対象外と

する条件付き（「特定疾病等対象外特約」セット）」でご加入いただけます。）。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病

歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していた
だいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部
分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入
となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知
されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払い
できないことがあります。

【新・団体医療保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断

確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにか
かわらず、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由は無効（これらの
特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいい
ます。）となります。この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその
事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。

３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
【傷害総合保険】

●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業に就かれ
た場合または職業をやめられた場合を含みます。）は、ご契約者または被保険者
には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義
務（通知義務）があります。

■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる
場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。

　追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解
除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。

■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。こ
のため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれ
た場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除に
なった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が
生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

【ゴルファー保険】
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャ

パン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変
更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。  

   （注）ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴル
フの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行った
ホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんの
で、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご
通知ください。

【団体長期障害所得補償保険】
●被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または

被保険者には、遅滞なく取引代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知い
ただく義務（通知義務）があります。

●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。保険金額の設定
の見直しについてご相談ください。

●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
　・他の身体障害（病気またはケガ）の影響等があった場合
　・他の保険契約等がある場合　　　　　　　など

【共通】
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代

理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャ

パン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変
更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。

●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞

　被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除す
ることを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店また
は損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすること
や、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご
了承ください。

＜重大事由による解除等＞
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者

または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認
められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないこと
があります。

４．責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由、親孝行一時金支払特約等
については、ご加入初年度の保険期間の開始日（中途加入の場合は中途加入日）
からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、
力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払
いします。

　（注1）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、左記以外の書類も
しくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

　（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジ
ャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求で
きるとがあります。

●左記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含め
て30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事
項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまで
の期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン
日本興亜までお問い合わせください。

●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可
能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合
もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確
認ください。

【新・団体医療保険】
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支

払いした場合、満期時にご契約をお断りすることがあります。
【団体長期障害所得補償保険】

●就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月
単位により保険金の内払を行います。その場合、左記の書類のほか、就業障害が
継続していることを証明する書類を提出してください。

●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続
加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。

【ゴルファー保険】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジ

ャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン
日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになっ
たりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

（注）ゴルファー保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につ
きましては、損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら被保険者ご自身で交
渉をすすめていただくことになります。

●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパン日本興亜にご相談ください。
なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。 

●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求める
ものを提出してください。

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払い
します。

（注1）事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もし
くは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

（注2）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャ
パン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できるこ
とがあります。

●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含め
て30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事
項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が
不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を
終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳し
い内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があ
ります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。
損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提
出が必要となります。

１．証明書類
（１）ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用した場合
    １名以上の同伴競技者、補助者としてついたキャディおよびゴルフ場の責任者等

が署名または記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定のホールインワン・ア
ルバトロス証明書（以下「証明書」といいます。）

（２）ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合

   １名以上の同伴競技者およびゴルフ場の責任者等が署名または記名捺印された
損保ジャパン日本興亜所定の証明書に加え、以下①から④までのいずれかの提
出が必要です。

①ホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員（※1）が署名ま
たは記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定の証明書

②ゴルフ場が主催または共催する公式競技において、ゴルフ場の会員である被保
険者が達成したホールインワンまたはアルバトロスを目撃した競技参加者また
は競技委員が署名または記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定の証明書

③ビデオ映像（ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第
１打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。）

④同伴競技者以外の第三者（※2）がホールインワンまたはアルバトロスを目撃し
ている場合、同伴競技者以外の第三者が署名または記名捺印された損保ジャパ
ン日本興亜所定の証明書

　　（※1）そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派
遣社員のことをいいます。

　　（※2）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではない
がショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わる
イベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬
業者、工事業者をいいます。

２．費用支払を証明する書類
３．アテスト済のスコアカード（写）

その他必要書類については、損保ジャパン日本興亜よりその都度連絡させていた
だきます。

６．保険金をお支払いできない主な場合
　本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできな
い主な場合】をご確認ください。
７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
　この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。 傷害総合保
険、団体長期障害所得補償保険、新・団体医療保険については脱退（解約）に際しては、既
経過期間（保険期間の初日からすでに過ぎた期間）に相当する月割保険料をご精算いた
だきます。なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。
　ゴルファー保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。な
お、脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過で
あった期間（保険期間のうちいまだ過ぎていない期間）の保険料を返れいする場合
があります。

（注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険
者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払い
するべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約の
ときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、
分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払
われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきま
す。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお
問い合わせください。

【団体長期障害所得補償保険】
ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業障害の原因と
なった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事し
なくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者
に係る部分についてはご契約は効力を失います。
８．複数の保険会社による共同保険契約の締結
　この保険契約は複数の保険会社（損害保険ジャパン日本興亜株式会社・あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社）による共同保険契約であり、引受保険会社は
各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、
保険金支払その他の業務または事務を行っております。
※引受割合につきましては、取引代理店までお問い合わせください。
※新・団体医療保険は損保ジャパン日本興亜単独の引受となります。
９．保険会社破綻時の取扱い
　引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状
況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の
変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払い
が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
　新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険は、損害保険契約者保護機構の補償
対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等
の9割までが補償されます。
　傷害総合保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険
会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から
３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
　ゴルファー保険については、ご契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用
する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合

（以下「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対
象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場
合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事
故による保険金は全額）が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約で
あっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされて
いるもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
１０．個人情報の取扱いについて
○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供し

ます。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損

保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・
利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な
非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目
的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェ
ブサイト （http://www.sjnk.co.jp/）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入く
ださい。
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保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任
状、代理請求申請書、住民票  など
傷害状況報告書、就業障害状況報告書、事故
証明書、メーカーや修理業者等からの原因調
査報告書 など
①被保険者の身体の傷害または疾病に関す

る事故、他人の身体の障害に関する賠償事
故の場合

　死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断
書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治
療費領収書、診察券（写）、運転免許証

（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書
類、公的給付控除対象となる額を証明する
書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害
補償規定、補償金受領書　    　　　  など

②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊
に関する賠償事故の場合

　修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害
品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営
業状況を示す帳簿（写） など

③ホールインワンまたはアルバトロスを達成
した場合

　ホールインワン・アルバトロス証明書、ア
テスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品
購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など

売買契約書（写）、保証書 など

同意書 など

示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解
調書（写）、相手の方からの領収書、承諾書 など
他の保険契約等の保険金支払内容を記載し
た支払内訳書 など

保険金請求書および保険金請
求権者が確認できる書類
事故日時・事故原因および事
故状況等が確認できる書類

傷害または疾病の程度、保険
の対象の価額、損害の額、損
害の程度および損害の範囲、
復旧の程度、身体障害の内
容、就業障害の状況および程
度等が確認できる書類

保険の対象であることが確認
できる書類
公の機関や関係先等への調
査のために必要な書類
被保険者が損害賠償責任を負
担することが確認できる書類
損保ジャパン日本興亜が支払う
べき保険金の額を算出するため
の書類

必要書類の例必要となる書類

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任
状、代理請求申請書、住民票 など
事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修
理業者等からの原因調査報告書 など
示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解
調書（写）、相手の方からの領収書、 承諾書 

など
①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保

険者の身体の傷害に関する事故の場合
　死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、

診療報酬明細書、入院通院申告書、 治療費
領収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レン
トゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害
証明書、源泉徴収票 など

②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴル
フ用品等に関する事故の場合 修理見積
書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細
書、賃貸借契約書（写）、売上 高等営業状況
を示す帳簿（写）  など

③ホールインワンまたはアルバトロスを達成
した場合

　ホールインワン・アルバトロス証明書、ア
テスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品
購入費用領収書、祝賀会費用領収書

 など
売買契約書（写）、保証書 など

同意書 など

他の保険契約等の保険金支払内容を記載し
た支払内訳書 など

保険金請求書および保険金請
求権者が確認できる書類
事故日時・事故原因および事
故状況等が確認できる書類
被保険者が損害賠償責任を負
担することが確認できる書類

保険の対象の価額、損害の額、
損害の程度および損害の 範
囲、復旧の程度等が確認でき
る書類

保険の対象であることが確認
できる書類
公の機関や関係先等への調査
のために必要な書類
損保ジャパン日本興亜が支払うべき
保険金の額を算出するための書類

必要書類の例必要となる書類

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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＊中途加入の場合は、毎月２０日までの受付分は受付日の翌々月１日（２０日過ぎの
受付分は翌翌々月１日）に保険責任が始まります。

【団体長期障害所得補償保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病・発生した

事故による傷害を原因とする就業障害（保険金の支払事由）に対しては、正しく
告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、
ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を経過した後
に就業障害（保険金の支払事由）が生じた場合は、その就業障害（保険金の支払
事由）に対しては保険金をお支払いします。

　（※1）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約
についてはそのセットした日をいいます。

　（※2）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学
上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある
疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断によ
り初めて発見された時をいいます。

　（注）特別な条件付き（「特定疾病等対象外の条件」をセット）でご加入いただく場
合は、上記にかかわらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補
償対象外となります。

【新・団体医療保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※1）より前に発病（※2）した疾病に対して

は、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時
（※1）より前に発病（※2）した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始
時(※1）からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由（入院を開
始された場合や手術を受けられた場合等）が生じた場合は、その保険金の支払
事由に対しては保険金をお支払いします。

　（注1）特別な条件付き（「特定疾病等対象外特約」セット）でご加入いただく場合は、
上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対
象外となります。

　（注2）三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由に対しては、ご加入初
年度の保険期間の開始時（※1）からその日を含めて1年を経過した後に保
険金の支払事由が生じた場合も保険金をお支払いできません。

　（※1）継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約
についてはそのセットした日をいいます。

　（※2）医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学
上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある
疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断によ
り初めて発見された時をいいます。

【三大疾病診断保険金支払特約】
●がんと診断確定された時が、ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含

めて90日を経過するより前である場合は、保険金をお支払いできません。また、
一部の疾病群について保険金お支払いの対象外とする条件（「特定疾病等対象
外特約」をセット）でのご加入の場合、その疾病群およびその疾病群を原因とす
るがんについては保険金をお支払いできません。

５．事故がおきた場合の取扱い
【共通】

●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店まで
ご通知ください。事故の発生の日（疾病の場合、入院を開始した日あるいは手術
を受けた日。ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワン
またはアルバトロスを行った場合。）からその日を含めて３０日以内にご通知がな
い場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジ
ャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン
日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになっ
たりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

（注）個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故につ
いては、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる

「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあた
っては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。

　なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのご注意ください。
　・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
　・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合　　　　　など
※受託品賠償責任補償特約の対象となる事故につきましては示談交渉サービスは

ありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜にご相談い
ただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜

が求めるものを提出してください。
【傷害総合保険・新・団体医療保険・団体長期障害所得補償保険】

【新・団体医療保険・団体長期障害所得補償保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始時（※）からその日を含めて1年以内に過去の

傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパン日本興亜に告知していただい
た内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が
解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）から
その日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時（※）
からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご
契約が解除になることがあります。

（※）保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発

生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
　ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合

は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初

年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
　　・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取

得させる目的をもって契約した場合
　　・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によ

って損保ジャパン日本興亜が契約した場合　　　　　　　　　　　　 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③まで

のいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます（「特定の疾病群について補償対象外と

する条件付き（「特定疾病等対象外特約」セット）」でご加入いただけます。）。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病

歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していた
だいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部
分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入
となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知
されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払い
できないことがあります。

【新・団体医療保険】
●ご加入初年度の保険期間の開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断

確定されていた場合は、被保険者がその事実を知っているまたは知らないとにか
かわらず、三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由は無効（これらの
特約のすべての効力が、ご加入時から生じなかったものとして取り扱うことをいい
ます。）となります。この場合において、告知前にご契約者または被保険者がその
事実を知っていたときは、すでにお支払いいただいた保険料を返還しません。

３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
【傷害総合保険】

●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業に就かれ
た場合または職業をやめられた場合を含みます。）は、ご契約者または被保険者
には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義
務（通知義務）があります。

■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる
場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。

　追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解
除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。

■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。こ
のため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれ
た場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除に
なった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が
生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

【ゴルファー保険】
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャ

パン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変
更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。  

   （注）ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴル
フの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行った
ホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんの
で、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご
通知ください。

【団体長期障害所得補償保険】
●被保険者がご加入時に就いていたお仕事をやめられた場合は、ご契約者または

被保険者には、遅滞なく取引代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知い
ただく義務（通知義務）があります。

●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。保険金額の設定
の見直しについてご相談ください。

●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。
　・他の身体障害（病気またはケガ）の影響等があった場合
　・他の保険契約等がある場合　　　　　　　など

【共通】
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代

理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャ

パン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変
更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。

●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞

　被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除す
ることを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店また
は損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすること
や、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご
了承ください。

＜重大事由による解除等＞
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者

または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認
められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないこと
があります。

４．責任開始期
保険責任は保険期間初日の午後４時に始まります。
三大疾病診断保険金支払特約のがんによる支払事由、親孝行一時金支払特約等
については、ご加入初年度の保険期間の開始日（中途加入の場合は中途加入日）
からその日を含めて90日を経過した日の翌日に責任開始期が始まります。

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、
力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払
いします。

　（注1）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、左記以外の書類も
しくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

　（注２）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジ
ャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求で
きるとがあります。

●左記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含め
て30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事
項の確認を終え、保険金をお支払いします。
ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまで
の期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン
日本興亜までお問い合わせください。

●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可
能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合
もあります。損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確
認ください。

【新・団体医療保険】
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支

払いした場合、満期時にご契約をお断りすることがあります。
【団体長期障害所得補償保険】

●就業障害期間が1か月以上継続する場合は、お申し出によって、1か月以上の月
単位により保険金の内払を行います。その場合、左記の書類のほか、就業障害が
継続していることを証明する書類を提出してください。

●保険金をお支払いする就業障害が発生した場合、お支払いの内容等により、継続
加入をお断りすることや、継続加入の条件を制限することがあります。

【ゴルファー保険】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジ

ャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパン
日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになっ
たりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

（注）ゴルファー保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につ
きましては、損保ジャパン日本興亜にご相談いただきながら被保険者ご自身で交
渉をすすめていただくことになります。

●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパン日本興亜にご相談ください。
なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。 

●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求める
ものを提出してください。

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払い
します。

（注1）事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もし
くは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。

（注2）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャ
パン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できるこ
とがあります。

●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含め
て30日以内に、損保ジャパン日本興亜が保険金をお支払いするために必要な事
項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が
不可欠な場合は、損保ジャパン日本興亜は確認が必要な事項およびその確認を
終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳し
い内容につきましては、損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があ
ります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。
損保ジャパン日本興亜・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。

●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提
出が必要となります。

１．証明書類
（１）ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用した場合
    １名以上の同伴競技者、補助者としてついたキャディおよびゴルフ場の責任者等

が署名または記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定のホールインワン・ア
ルバトロス証明書（以下「証明書」といいます。）

（２）ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合

   １名以上の同伴競技者およびゴルフ場の責任者等が署名または記名捺印された
損保ジャパン日本興亜所定の証明書に加え、以下①から④までのいずれかの提
出が必要です。

①ホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員（※1）が署名ま
たは記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定の証明書

②ゴルフ場が主催または共催する公式競技において、ゴルフ場の会員である被保
険者が達成したホールインワンまたはアルバトロスを目撃した競技参加者また
は競技委員が署名または記名捺印された損保ジャパン日本興亜所定の証明書

③ビデオ映像（ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第
１打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。）

④同伴競技者以外の第三者（※2）がホールインワンまたはアルバトロスを目撃し
ている場合、同伴競技者以外の第三者が署名または記名捺印された損保ジャパ
ン日本興亜所定の証明書

　　（※1）そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派
遣社員のことをいいます。

　　（※2）例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではない
がショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わる
イベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬
業者、工事業者をいいます。

２．費用支払を証明する書類
３．アテスト済のスコアカード（写）

その他必要書類については、損保ジャパン日本興亜よりその都度連絡させていた
だきます。

６．保険金をお支払いできない主な場合
　本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできな
い主な場合】をご確認ください。
７．中途脱退と中途脱退時の返れい金等
　この保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。 傷害総合保
険、団体長期障害所得補償保険、新・団体医療保険については脱退（解約）に際しては、既
経過期間（保険期間の初日からすでに過ぎた期間）に相当する月割保険料をご精算いた
だきます。なお、脱退（解約）に際して、返れい金のお支払いはありません。
　ゴルファー保険から脱退（解約）される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。な
お、脱退（解約）に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過で
あった期間（保険期間のうちいまだ過ぎていない期間）の保険料を返れいする場合
があります。

（注）ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険
者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払い
するべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約の
ときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、
分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払
われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきま
す。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお
問い合わせください。

【団体長期障害所得補償保険】
ご加入後、被保険者が死亡された場合、または保険金をお支払いする就業障害の原因と
なった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事し
なくなった、もしくは従事できなくなった場合は、その事実が発生した時にその被保険者
に係る部分についてはご契約は効力を失います。
８．複数の保険会社による共同保険契約の締結
　この保険契約は複数の保険会社（損害保険ジャパン日本興亜株式会社・あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社）による共同保険契約であり、引受保険会社は
各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、
保険金支払その他の業務または事務を行っております。
※引受割合につきましては、取引代理店までお問い合わせください。
※新・団体医療保険は損保ジャパン日本興亜単独の引受となります。
９．保険会社破綻時の取扱い
　引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状
況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の
変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払い
が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
　新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険は、損害保険契約者保護機構の補償
対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等
の9割までが補償されます。
　傷害総合保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険
会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から
３か月までに発生した事故による保険金は全額）が補償されます。
　ゴルファー保険については、ご契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用
する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。）またはマンション管理組合

（以下「個人等」といいます。）である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対
象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場
合は、保険金・解約返れい金等の８割まで（ただし、破綻時から３か月までに発生した事
故による保険金は全額）が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約で
あっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされて
いるもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
１０．個人情報の取扱いについて
○保険契約者（団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパン日本興亜に提供し

ます。
○損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損

保ジャパン日本興亜の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・
利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な
非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目
的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパン日本興亜公式ウェ
ブサイト （http://www.sjnk.co.jp/）に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、
取扱代理店または損保ジャパン日本興亜営業店までお問い合わせ願います。

申込人（加入者）および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入く
ださい。
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保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任
状、代理請求申請書、住民票  など
傷害状況報告書、就業障害状況報告書、事故
証明書、メーカーや修理業者等からの原因調
査報告書 など
①被保険者の身体の傷害または疾病に関す

る事故、他人の身体の障害に関する賠償事
故の場合

　死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断
書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治
療費領収書、診察券（写）、運転免許証

（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書
類、公的給付控除対象となる額を証明する
書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害
補償規定、補償金受領書　    　　　  など

②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊
に関する賠償事故の場合

　修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害
品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営
業状況を示す帳簿（写） など

③ホールインワンまたはアルバトロスを達成
した場合

　ホールインワン・アルバトロス証明書、ア
テスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品
購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など

売買契約書（写）、保証書 など

同意書 など

示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解
調書（写）、相手の方からの領収書、承諾書 など
他の保険契約等の保険金支払内容を記載し
た支払内訳書 など

保険金請求書および保険金請
求権者が確認できる書類
事故日時・事故原因および事
故状況等が確認できる書類

傷害または疾病の程度、保険
の対象の価額、損害の額、損
害の程度および損害の範囲、
復旧の程度、身体障害の内
容、就業障害の状況および程
度等が確認できる書類

保険の対象であることが確認
できる書類
公の機関や関係先等への調
査のために必要な書類
被保険者が損害賠償責任を負
担することが確認できる書類
損保ジャパン日本興亜が支払う
べき保険金の額を算出するため
の書類

必要書類の例必要となる書類

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任
状、代理請求申請書、住民票 など
事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修
理業者等からの原因調査報告書 など
示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解
調書（写）、相手の方からの領収書、 承諾書 

など
①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保

険者の身体の傷害に関する事故の場合
　死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、

診療報酬明細書、入院通院申告書、 治療費
領収書、診察券（写）、運転免許証（写）、レン
トゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害
証明書、源泉徴収票 など

②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴル
フ用品等に関する事故の場合 修理見積
書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細
書、賃貸借契約書（写）、売上 高等営業状況
を示す帳簿（写）  など

③ホールインワンまたはアルバトロスを達成
した場合

　ホールインワン・アルバトロス証明書、ア
テスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品
購入費用領収書、祝賀会費用領収書

 など
売買契約書（写）、保証書 など

同意書 など

他の保険契約等の保険金支払内容を記載し
た支払内訳書 など

保険金請求書および保険金請
求権者が確認できる書類
事故日時・事故原因および事
故状況等が確認できる書類
被保険者が損害賠償責任を負
担することが確認できる書類

保険の対象の価額、損害の額、
損害の程度および損害の 範
囲、復旧の程度等が確認でき
る書類

保険の対象であることが確認
できる書類
公の機関や関係先等への調査
のために必要な書類
損保ジャパン日本興亜が支払うべき
保険金の額を算出するための書類

必要書類の例必要となる書類

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



（13）この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
（14）汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
（15）汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
（16）地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
（17）記名法人、記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害賠償請求〈ただし、被保険者と利害関係のない記名法人

の職員を除きます。〉
（18）雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された損害賠償請求
（19）不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求
（20）被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者（被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。）が行う次のアからエまでの仕事に起因

して提起された損害賠償請求
ア医療行為（注）
イあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ身体の美容または整形

（注）救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
（21）獣医師が行う専門的行為に起因して提起された損害賠償請求
（22）航空機、自動車（道路運送車両法〈昭和26年法律第185号〉によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。）または施設外における船、

車両（原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）の所有、使用または管理に起因して提起された損害賠償請求
（23）プライバシーの侵害（個人情報の漏えいを除きます。）肖像権の侵害または不当な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された

損害賠償請求
（24）財物の紛失または盗難（それらに起因して提起する財物の使用不能損害を含みます。）に起因して提起された損害賠償請求
（25）セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求
　　※争訟費用については、この規定を適用しません。

（26）公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求
（27）特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
（28）業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
（29）被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
（30）不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
（31）被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
（32）被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他

人の営業権の侵害（商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。）に起因する損害賠償請求
（33）議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事実に起因する損害賠償請求
（34）被保険者が過去任用または選任されていた国もしくは公共団体（以下「既任用団体」といいます。）または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた

一連の損害賠償請求　など
（注）上記（14）～（34）については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、（1）～（13）

についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。
※記名法人とは、
　保険証券（加入者証）記載の記名法人欄に記載された地方共同体をいい、次のア.からウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規程に基づき記名法人から

被保険者が派遣されている地方公共団体または公益団体を含みます。
　ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律
　イ.地方自治法
　ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例
10.訴訟提起や損害賠償請求をうけた場合の手続き
1.ご連絡

（1）住民監査請求および住民訴訟
住民監査請求がなされた段階で、損保ジャパン日本興亜へご連絡ください。また、住民訴訟が提起された段階で、再度ご連絡ください。

（2）民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被害者から損害賠償請求をうけた場合、または民事訴訟が提起された段階で、損保ジャパン日本興亜へご連絡ください。

［連絡事項］
（1）住民訴訟
   ・住民監査請求がなされた段階では、住民監査請求の状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日、関係者等に関する詳細な内容を書面
　　によりご連絡ください。
   ・住民訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者（被告）が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。

（2）民事訴訟およびその他の損害賠償請求
   ・損害賠償請求をうけた場合には、損害賠償請求の内容（被害者より送付された内容証明郵便等の写し）、被保険者（被告）が申し立てられている行為および
　   原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
   ・民事訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者（被告）が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
2.ご注意事項

（1）事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または  
     一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

（2）賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパン日本興亜とご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前
     に損保ジャパン日本興亜にご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

（注）この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすす 
      めていただくことになります。

（3）保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出していただきます。

（４）保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
（５）損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を

要することがあります。
　　①公約期間による操作や調査結果の照会
　　②専門機関による鑑定結果の照会
　　③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
　　④日本国外での調査
　　⑤損害賠償請求の内容や契約が特殊である場合
　　上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
　　保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合が

ありますのでご注意ください。
［注１］事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
［注2］被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できるこ
        とがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問い合わせください。
11.その他ご注意
◎このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については千葉県庁生活協同組合または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
◎この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ（ご契約申込みの撤回）の対象となりません。
◎この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
◎本保険契約の保険料は所得控除の対象ではありません。

ご加入に際してご確認いただきたい事項、ご加入に際してご契約者にとって不利益になる事項等、公務員賠償責任保険をご加入いただくにあたっ
ての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い
します。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、公務員賠償責任保険普通保険約款、特約条項、追
加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
なお、ご加入者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
*取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、
契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャ
パン日本興亜と直接契約されたものとなります。

重要事項等説明書
公務員賠償責任保険 公務員賠償責任保険をご契約いただく皆さまへ

1.公務員賠償責任保険の概要
■公務員賠償責任保険は、被保険者（保険の補償を受けられる方）が、公務員としての職務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償

請求をなされたことによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。ただし、適用される特約条項によっては、これと異なる場合があります。詳しくは、特
約条項および追加条項等をご覧ください。

■公務員賠償責任保険は、補償内容に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。詳しくは、特約条項および追加条項をご覧ください。
2.保険金額の設定
■保険金額は、実際の損害額に基づきお支払いする保険金の限度額（支払限度額）です。損害額が保険金額を超えた場合でも、お支払いする保険金は保険期

間を通じて保険証券記載の保険金額が限度となります。また、保険金は定額で支払われるものではありません。
3.免責金額（自己負担額）の設定
■保険契約によっては、免責金額（以下、自己負担額といいます。）や縮小支払割合（縮小てん補割合）が設定されることがあります。ご契約の際には、お客さまの

自己負担額や縮小支払割合について、保険加入申込書にて十分にご確認ください。
4.保険料
■実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払

いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い
合わせください。

■保険料は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、　取扱代理店または損保ジャパン
日本興亜が保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。

■分割払の場合には、保険料の額、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
■分割払の場合の第２回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。　払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払

込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
■保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除き、損保ジャパン日本興亜所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。
■この保険の最低保険料（※）は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。

（※）最低保険料とは、この保険を解約した場合、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
5.解約と解約返れい金
■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところに

より保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
6.告知義務・通知義務
1.告知義務（ご契約締結時における注意事項）
　⑴保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）が

　あります。
　＜告知事項＞
　　※保険加入申込書にご記載いただく内容については、正確に告知願います。
　⑵保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項（注）について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なる

　ことを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
　(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書の以下の項目をいいます。
　　①加入者の増減　
　　②各加入者の保険金額の変更
2.通知義務（ご契約締結後における注意事項）
　⑴保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、そのような事実がなくなった場合は、ご通

　知いただく必要はありません。
　　次のような場合には、あらかじめ（※）取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。
　　■保険加入申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
　　（ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。）
　⑵以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重

要なご連絡ができないこととなります。
　　■ご契約者の住所などを変更される場合
　※保険加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱

代理店または損保　ジャパン日本興亜までご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店ま
たは損保ジャパン日本興亜までご通知が必要となります。

　⑶ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。
　　ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
　⑷重大事由による解除等
　　保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いでき

ないことがあります。
7.保険期間
■この保険の保険期間（保険のご契約期間）は原則として１年間です。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間

につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険責任は保険期間の初日の午後４時（※）に始まり、末日の午後４時（※）に終わります。

（※）保険加入申込書または付帯される特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
8.保険加入申込書の記載事項・割増引等の確認
■保険加入申込書の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
■保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
9.保険金のお支払いができない主な場合（免責事項）

（ 1 ）被保険者の故意に起因する損害賠償請求
（ 2 ）被保険者が私的な利益または便宣の関与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
（ 3 ）被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯を除きます。）に起
       因する損害賠償請求

（ 4 ）法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起因する損害賠償請求
（ 5 ）被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
（ 6 ）被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
（ 7 ）他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
（ 8 ）被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損
　　 害賠償請求

（ 9 ）公務員（法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。）に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
（10）供応接待（懇親会、歓迎会その他名目を問いません。）娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
（11）初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事

実に起因する損害賠償請求
（12）この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと判

断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
－ 41 － － 42 －

　　　　　　　必要となる書類
①　保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
②　事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類

③　保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の
　　範囲、復旧の程度等が確認できる書類

④　保険の対象であることが確認できる書類
⑤　公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
⑥　被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類

　　　　　　　　　　　　　　　必要書類の例
保険兼請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票　　等
事故状況証明書、罹災証明書、請負契約書（写）、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書　等
①他人の財産に損害を与えた等の賠償事故の場合
　修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高　等
　営業状況を示す帳簿　等
②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
　診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票　等
登記簿謄本、売買契約書（写）、登記事項等証明書　等
同意書　等
示談書、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、被害者からの領収証、承諾書　等
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（13）この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
（14）汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
（15）汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
（16）地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
（17）記名法人、記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害賠償請求〈ただし、被保険者と利害関係のない記名法人

の職員を除きます。〉
（18）雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された損害賠償請求
（19）不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求
（20）被保険者またはその使用人、その他被保険者の業務の補助者（被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。）が行う次のアからエまでの仕事に起因

して提起された損害賠償請求
ア医療行為（注）
イあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ身体の美容または整形

（注）救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
（21）獣医師が行う専門的行為に起因して提起された損害賠償請求
（22）航空機、自動車（道路運送車両法〈昭和26年法律第185号〉によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。）または施設外における船、

車両（原動力がもっぱら人力である場合を除きます。）の所有、使用または管理に起因して提起された損害賠償請求
（23）プライバシーの侵害（個人情報の漏えいを除きます。）肖像権の侵害または不当な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された

損害賠償請求
（24）財物の紛失または盗難（それらに起因して提起する財物の使用不能損害を含みます。）に起因して提起された損害賠償請求
（25）セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求
　　※争訟費用については、この規定を適用しません。

（26）公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求
（27）特許権、商標権等の知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
（28）業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
（29）被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
（30）不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
（31）被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
（32）被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他

人の営業権の侵害（商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。）に起因する損害賠償請求
（33）議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事実に起因する損害賠償請求
（34）被保険者が過去任用または選任されていた国もしくは公共団体（以下「既任用団体」といいます。）または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた

一連の損害賠償請求　など
（注）上記（14）～（34）については、実際にその行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも適用され、（1）～（13）

についてその適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われます。
※記名法人とは、
　保険証券（加入者証）記載の記名法人欄に記載された地方共同体をいい、次のア.からウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規程に基づき記名法人から

被保険者が派遣されている地方公共団体または公益団体を含みます。
　ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律
　イ.地方自治法
　ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例
10.訴訟提起や損害賠償請求をうけた場合の手続き
1.ご連絡

（1）住民監査請求および住民訴訟
住民監査請求がなされた段階で、損保ジャパン日本興亜へご連絡ください。また、住民訴訟が提起された段階で、再度ご連絡ください。

（2）民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被害者から損害賠償請求をうけた場合、または民事訴訟が提起された段階で、損保ジャパン日本興亜へご連絡ください。

［連絡事項］
（1）住民訴訟
   ・住民監査請求がなされた段階では、住民監査請求の状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日、関係者等に関する詳細な内容を書面
　　によりご連絡ください。
   ・住民訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者（被告）が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。

（2）民事訴訟およびその他の損害賠償請求
   ・損害賠償請求をうけた場合には、損害賠償請求の内容（被害者より送付された内容証明郵便等の写し）、被保険者（被告）が申し立てられている行為および
　   原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
   ・民事訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者（被告）が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
2.ご注意事項

（1）事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または  
     一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

（2）賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパン日本興亜とご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前
     に損保ジャパン日本興亜にご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。

（注）この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパン日本興亜とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすす 
      めていただくことになります。

（3）保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出していただきます。

（４）保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
（５）損保ジャパン日本興亜は、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を

要することがあります。
　　①公約期間による操作や調査結果の照会
　　②専門機関による鑑定結果の照会
　　③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
　　④日本国外での調査
　　⑤損害賠償請求の内容や契約が特殊である場合
　　上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
　　保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパン日本興亜の確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合が

ありますのでご注意ください。
［注１］事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
［注2］被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できるこ
        とがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までお問い合わせください。
11.その他ご注意
◎このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については千葉県庁生活協同組合または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
◎この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ（ご契約申込みの撤回）の対象となりません。
◎この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約がある場合は必ずご記入ください。
◎本保険契約の保険料は所得控除の対象ではありません。

ご加入に際してご確認いただきたい事項、ご加入に際してご契約者にとって不利益になる事項等、公務員賠償責任保険をご加入いただくにあたっ
ての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願い
します。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、公務員賠償責任保険普通保険約款、特約条項、追
加条項等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
なお、ご加入者と被保険者（保険の補償を受けられる方）が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
*取扱代理店は損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、
契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャ
パン日本興亜と直接契約されたものとなります。

重要事項等説明書
公務員賠償責任保険 公務員賠償責任保険をご契約いただく皆さまへ

1.公務員賠償責任保険の概要
■公務員賠償責任保険は、被保険者（保険の補償を受けられる方）が、公務員としての職務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償

請求をなされたことによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。ただし、適用される特約条項によっては、これと異なる場合があります。詳しくは、特
約条項および追加条項等をご覧ください。

■公務員賠償責任保険は、補償内容に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。詳しくは、特約条項および追加条項をご覧ください。
2.保険金額の設定
■保険金額は、実際の損害額に基づきお支払いする保険金の限度額（支払限度額）です。損害額が保険金額を超えた場合でも、お支払いする保険金は保険期

間を通じて保険証券記載の保険金額が限度となります。また、保険金は定額で支払われるものではありません。
3.免責金額（自己負担額）の設定
■保険契約によっては、免責金額（以下、自己負担額といいます。）や縮小支払割合（縮小てん補割合）が設定されることがあります。ご契約の際には、お客さまの

自己負担額や縮小支払割合について、保険加入申込書にて十分にご確認ください。
4.保険料
■実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払

いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い
合わせください。

■保険料は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、　取扱代理店または損保ジャパン
日本興亜が保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。

■分割払の場合には、保険料の額、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
■分割払の場合の第２回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。　払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払

込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
■保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除き、損保ジャパン日本興亜所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。
■この保険の最低保険料（※）は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。

（※）最低保険料とは、この保険を解約した場合、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
5.解約と解約返れい金
■ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパン日本興亜の定めるところに

より保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
6.告知義務・通知義務
1.告知義務（ご契約締結時における注意事項）
　⑴保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパン日本興亜に事実を正確に告げていただく義務（告知義務）が

　あります。
　＜告知事項＞
　　※保険加入申込書にご記載いただく内容については、正確に告知願います。
　⑵保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項（注）について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なる

　ことを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
　(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書の以下の項目をいいます。
　　①加入者の増減　
　　②各加入者の保険金額の変更
2.通知義務（ご契約締結後における注意事項）
　⑴保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。ただし、そのような事実がなくなった場合は、ご通

　知いただく必要はありません。
　　次のような場合には、あらかじめ（※）取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にご通知ください。
　　■保険加入申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
　　（ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。）
　⑵以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパン日本興亜からの重

要なご連絡ができないこととなります。
　　■ご契約者の住所などを変更される場合
　※保険加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱

代理店または損保　ジャパン日本興亜までご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店ま
たは損保ジャパン日本興亜までご通知が必要となります。

　⑶ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。
　　ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
　⑷重大事由による解除等
　　保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いでき

ないことがあります。
7.保険期間
■この保険の保険期間（保険のご契約期間）は原則として１年間です。個別の契約により異なる場合がありますので、実際にご契約いただくお客さまの保険期間

につきましては、保険加入申込書にてご確認ください。
■保険責任は保険期間の初日の午後４時（※）に始まり、末日の午後４時（※）に終わります。

（※）保険加入申込書または付帯される特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
8.保険加入申込書の記載事項・割増引等の確認
■保険加入申込書の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
■保険契約にご加入いただく際には、ご加入される方ご本人が署名または記名捺印ください。
9.保険金のお支払いができない主な場合（免責事項）

（ 1 ）被保険者の故意に起因する損害賠償請求
（ 2 ）被保険者が私的な利益または便宣の関与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
（ 3 ）被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし過失犯を除きます。）に起
       因する損害賠償請求

（ 4 ）法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）行った行為に起因する損害賠償請求
（ 5 ）被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
（ 6 ）被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
（ 7 ）他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
（ 8 ）被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損
　　 害賠償請求

（ 9 ）公務員（法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。）に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
（10）供応接待（懇親会、歓迎会その他名目を問いません。）娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
（11）初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事

実に起因する損害賠償請求
（12）この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと判

断できる合理的な理由がある場合を含みます。）に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
－ 41 － － 42 －

　　　　　　　必要となる書類
①　保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
②　事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類

③　保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の
　　範囲、復旧の程度等が確認できる書類

④　保険の対象であることが確認できる書類
⑤　公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
⑥　被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類

　　　　　　　　　　　　　　　必要書類の例
保険兼請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票　　等
事故状況証明書、罹災証明書、請負契約書（写）、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書　等
①他人の財産に損害を与えた等の賠償事故の場合
　修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高　等
　営業状況を示す帳簿　等
②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
　診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票　等
登記簿謄本、売買契約書（写）、登記事項等証明書　等
同意書　等
示談書、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、被害者からの領収証、承諾書　等
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●団体傷害総合保険・ゴルファー保険 －－－ ＷＥＢ画面操作マニュアル

団体傷害総合保険・ゴルファー保険団体傷害総合保険・ゴルファー保険団体傷害総合保険・ゴルファー保険
千葉県庁生活協同組合

同封されております「パンフレット・加入依頼書等」をお手元へご用意のうえ、
アクセスください。

まず始めに、千葉県庁生活協同組合のホームページに
アクセスしてください。

http://www.chibakenseikyo.or.jp/

WEB画面操作
マニュアル

WEB画面操作
マニュアル

WEB画面操作
マニュアル

WEB画面操作
マニュアル

ご注意

ＷＥＢ－ＥｎｔｅｒＷＥＢ－Ｅｎｔｅｒ パソコンから
取扱代理店ＨＰ
からアクセス 検 索

http://www.chibakenseikyo.or.jp/

Step1
代理店ホームページにアクセスします。

Step2
代理店ホームページから、
Ｗｅｂ申込のバナーを
クリックします。

Step3
リダイレクト画面が
表示されます。
[はい]ボタンを
クリックします。
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千葉県庁生活協同組合

同封されております「パンフレット・加入依頼書等」をお手元へご用意のうえ、
アクセスください。

まず始めに、千葉県庁生活協同組合のホームページに
アクセスしてください。

http://www.chibakenseikyo.or.jp/

WEB画面操作
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WEB画面操作
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WEB画面操作
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WEB画面操作
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ご注意

ＷＥＢ－ＥｎｔｅｒＷＥＢ－Ｅｎｔｅｒ パソコンから
取扱代理店ＨＰ
からアクセス 検 索

http://www.chibakenseikyo.or.jp/

Step1
代理店ホームページにアクセスします。

Step2
代理店ホームページから、
Ｗｅｂ申込のバナーを
クリックします。

Step3
リダイレクト画面が
表示されます。
[はい]ボタンを
クリックします。
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●団体傷害総合保険・ゴルファー保険 －－－ ＷＥＢ画面操作マニュアル ●団体傷害総合保険・ゴルファー保険 －－－ ＷＥＢ画面操作マニュアル

Step4

Step5

ログイン情報を入力します。
ログインＩＤ：職員番号を入力します。
パスワード：以下のパスワードを
入力して下さい。
職員番号（8桁）＋生年月日
　（YYYYMMDDの8桁）
　（例）職員番号：55555555、1974年4月1日
       生まれの場合→パスワード
      「5555555519740401」

[ログイン]ボタンをクリックします。

ログイン画面ログイン画面

千葉県庁生活協同組合団体保険制度 

①

②

【トップページ】画面【トップページ】画面

①お申込手続きをする場合、[お申込手続き]
　ボタンをクリックします。

この画面では、現在のお申込内容の確認と、お申込手続きをすることができます。

千葉県庁生活協同組合団体保険制度 

! 注 意注 意
[お申込内容の確認]ボタンは、すでにお申込
いただいている方のみ、ボタンが表示されます。

! 注 意注 意

[ログイン]ボタン押下後、
左図のメッセージが表示
された場合、
・メッセージに記載され

ている会社名・職員番
号等に誤りがないこと

・新規のご加入手続きで
間違いないことをご確
認いただき、[ＯＫ]ボタ
ンをクリックしてくだ
さい。

ログイン後の操作に関しては
ホームページ上に公開の

マニュアルをご参照下さい。
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Step4

Step5

ログイン情報を入力します。
ログインＩＤ：職員番号を入力します。
パスワード：以下のパスワードを
入力して下さい。
職員番号（8桁）＋生年月日
　（YYYYMMDDの8桁）
　（例）職員番号：55555555、1974年4月1日
       生まれの場合→パスワード
      「5555555519740401」

[ログイン]ボタンをクリックします。

ログイン画面ログイン画面

千葉県庁生活協同組合団体保険制度 

①

②

【トップページ】画面【トップページ】画面

①お申込手続きをする場合、[お申込手続き]
　ボタンをクリックします。

この画面では、現在のお申込内容の確認と、お申込手続きをすることができます。

千葉県庁生活協同組合団体保険制度 

! 注 意注 意
[お申込内容の確認]ボタンは、すでにお申込
いただいている方のみ、ボタンが表示されます。

! 注 意注 意

[ログイン]ボタン押下後、
左図のメッセージが表示
された場合、
・メッセージに記載され

ている会社名・職員番
号等に誤りがないこと

・新規のご加入手続きで
間違いないことをご確
認いただき、[ＯＫ]ボタ
ンをクリックしてくだ
さい。

ログイン後の操作に関しては
ホームページ上に公開の

マニュアルをご参照下さい。
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団体傷害総合保険・各種オプション・ゴルファー保険は、県庁生協ホームページまたは加入依頼書のご提出でご加入・変更ができます。
県庁生協ホームページ　http://www.chibakenseikyo.or.jp/

（SJNK17-03863　2017.6.19）
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〒 ２６０-0855　千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁南庁舎9階

団体傷害総合保険
団体割引20％
優良割引25％

公務員賠償責任保険
県庁生協専用保険料

※新・団体医療保険、公務員賠償責任保険は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社単独のお引受けとなります。

加入依頼書提出先：千葉県庁生活協同組合 保険事業課
申込締切日：平成29年7月25日（火） 生協必着

P1～12

P13～14高額賠償・携行品・受託品・家財（オプション）

P15～16団体長期障害所得補償保険（オプション）

P17～18介護一時金付 新・団体医療保険（オプション）

P19～20ゴルファー保険

団体傷害総合保険

2
P23～24事故請求方法

P25～273
P28～42契約概要・注意喚起情報

P43～46WEB画面操作マニュアル

のご案内のご案内
団体傷害総合保険・団体ゴルファー保険
公務員賠償責任保険 のご案内
団体傷害総合保険・団体ゴルファー保険
公務員賠償責任保険 のご案内
団体傷害総合保険・団体ゴルファー保険
公務員賠償責任保険

公務員賠償責任保険

保険事業課
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●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とのご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパン日本興亜までご照会ください。

□被保険者の「生年月日」（または「満年齢」）、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
　【補償重複についての注意事項】
　補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故
　については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があ
　ります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。

□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に
　必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。

□補償の内容（保険金種類）、セットされる特約　　□保険金額　　□保険期間
□保険料、保険料支払方法　　□満期返れい金・契約者配当金がないこと

以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
内容をよくご確認ください（告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。）。

2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。

□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
　「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。

3.お客さまにとって重要な事項（契約概要・注意喚起情報の記載事項）をご確認いただきましたか。

【傷害総合保険、新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険にご加入の方のみご確認ください】

□被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
【家族型・夫婦型にご加入になる方のみご確認ください】

□「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の
　場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。

【『ホールインワン・アルバトロス費用補償特約をセットしたプランにご加入になる場合のみ』ご確認ください】

【傷害総合保険にご加入になる方のみご確認ください】

□団体長期障害所得補償保険における保険金額（支払基礎所得額）は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内と
　なっている等、「この保険のあらまし」に記載された設定方法のとおり正しく設定されていますか。

【団体長期障害所得補償保険にご加入になる方のみご確認ください】

【注意事項】

職種級別
Ａ級

Ｂ級

職業・職種
下記以外

木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者（高所作業の有無を問いません。） 、採鉱・採石作業者、
自動車運転者（バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、農林業作業者 

※１　オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。） 、
モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。

※２　プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）の方等についてはお引き受けできません。

ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も
高い保険金額となります。

本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、
ご加入いただくうえで特に重要な事項をご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の
事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。

団体傷害総合保険、ゴルファー保険、新・団体医療保険、団体長期障害所得補償保険をご契約いただく皆さまへ

お問い合わせ引受保険会社

●指定紛争解決機関 損保ジャパン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会
に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター　〔ナビダイヤル〕０５７０－０２２８０８〈通話料有
料〉IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。　受付時間：平日の午前９時１５分から午後５時まで（土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせ
ていただきます。）詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。（http://www.sonpo.or.jp/） ｠ 
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
　【事故サポートセンター】０１２０－７２７－１１０（受付時間：24時間365日）

【取扱代理店】
千葉県庁生活協同組合
保険事業課
〒２６０-0855
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁南庁舎9階
TEL：０４３-２２７-８１００
FAX：０４３-２２３-４６２６
受付時間：平日の午前9時から午後5時まで

【幹事保険会社】
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　千葉支店　法人支社
〒２６０-0026　千葉市中央区千葉港8-4
TEL：０４３-243-3086
千葉火災新種保険金サービス課（公務員賠償を除く事故関係）
ＴＥＬ：043-221-2183　ＦＡＸ：043-225-7406
本店企業保険金サービス部　団体保険金サービス課（公務員賠償の事故関係）
ＴＥＬ：03-5913-3955　ＦＡＸ：03-3385-3685
受付時間：平日の午前９時から午後５時まで
※新・団体医療保険、公務員賠償責任保険は、損保ジャパン日本興亜単独の引受となります。

 【非幹事保険会社】
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　千葉支店　企業営業課
〒260-0032　千葉市中央区登戸１-２１-８
ＴＥＬ：043-245-6101

千葉県庁生活協同組合の組合員の皆さまへ

〈傷害総合保険・団体長期障害所得補償保険・医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険・ゴルファー保険・公務員賠償責任保険〉

1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。


